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は し が き   

本報告書は、育児休業制度及び介護休業制度等の実施状況等を把握するこ  

とを目的として平成17年11月に実施した「平成17年度女性雇用管理基本  

調査」の結果を取りまとめたものです。  

育児休業制度は平成7年4月1日から、介護休業制度は平成‖年4月1  

日から、それぞれ、一律に事業主の義務となっております。   

また、平成16年12月に成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介  

護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律」により、育児休  

業及び介護休業の対象労働者の拡大、育児休業期間の延長、介護休業の取得  

回数制限の緩和、子の看護休暇の創設などが、平成17年4月1日から施行  

されています。  

本調査は、これら各制度の実施状況等を把握するとともに、一層の定着を  

図る施策などのための資料となるものです。  

本報告書が、労働者の職業生活と家庭生活との両立を図るための環境整備  

に努力されている方々のご参考になれば幸いです。  

最後に、調査の実施に当たり、多大なご協力をいただいた調査対象事業所  

各位に対し、深く感謝する次第であります。  

平成18年12月  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

大 谷 泰 夫   
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第1章 調 査 の 概 要   

1 調査の目的  

この調査は、主要産業における女性労働者の雇用管理の実態等を総合的に把握す   

ることを目的とする。  

平成17年度は、育児休業制度及び介護休業制度等の実施状況等について調査を行   

った。  

2 調査の範囲  

（1） 地 域  

日本国全域とする。ただし、次の地域を除く。  

北海道   奥尻郡、礼文郡、利尻郡   

大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、  
東京酢  

青ヶ島村、小笠原柑   

島根県   隠岐郡   

長崎県   五島市、北松浦郡小値賀町、南松浦郡、壱岐市、対馬市   

鹿児島  
奄美市、西之表市 、鹿児島郡三島村及び十島村、熊毛郡、大島郡   

県  

国頭郡伊江村、島尻郡久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、  

沖縄県  渡名喜柑、南大東村、北大東柑、伊平屋村及び伊是名村、宮古郡、  

八重山郡   

（2） 産 業  

日本標準産業分類による次に掲げる産業とする。   

ア 鉱業   

イ 建設業   

り 製造業   

工 電気・ガス・熱供給・水道業   

オ 情報通信業   

力 運輸業   

キ 卸売・小売業   

ク 金融・保険業   

ケ 不動産業   

コ 飲食店，宿泊業   

サ 医療，福祉   

シ 教育，学習支援業   

ス 複合サービス事業   

セ サーービス業（他に分類されないもの）〈家事サービス業、外国公務を除く〉  

（3） 事業所  

上記（2）の産業に属し、常用労働者5人以上を雇用している民営事業所のうち   

から、産業・規模別に層化して抽出した10，025事業所とした。  

－l－－   



3 調査事項  

次に掲げる事項とする。  

（1）事業所の属性に関する事項  

ア 事業所の名称及び所在地  

イ 主な事業内容又は主要製品  

ウ 常用労働者数  

工 管理職数  

オ 労働組合の有無  

（2）育児・介護休業制度、子の看護休暇制度等に関する事項  

① 育児・介護休業制度、子の看護休暇制度  

ア 育児・介護休業制度、子の看護休暇制度の規定の有無  

イ 育児・介護休業制度、子の看護休暇制度の内容  

り 育児・介護休業、子の看護休暇の取得中及び育児・介護休業後の労働条  

件等の取扱い  

エ 育児・介護休業制度、子の看護休暇制度の利用者の状況  

オ 育児・介護休業取得者があった際の雇用管理  

② 働きながら子の養育を行う労働者に対する援助の措置に関する事項  

ア 制度の有無、内容及び利用状況  

③ 働きながら家族の介護を行う労働者に対する援助の措置に関する事項  

ア 制度の有無、内容及び利用状況  

④ 育児・介護のための時間外労働の制限に関する事項  

ア 時間外労働の有無  

イ 時間外労働の制限の規定の有無  

⑤ 育児・介護のための深夜業の制限に関する事項  

ア 深夜労働の有無  

イ 深夜業の制限の規定の有無  

⑥ 配偶者出産休暇制度に関する事項  

ア 制度の有無、内容及び利用状況  

4 調査の対象期日  

原則として、平成17年10月1日現在とした。  

ただし、制度、措置の利用者数等に関する事項については、次のとおり と した。  

（1） 育児休業制度の利用者の状況のうち出産者数（又は配偶者が出産した者の数）、  

育児休業終了後の復職状況、育児休業制度の利用期間別状況、介護休業制度の利  

用者数、介護休業終了後の復職状況、介護休業制度の利用期間並びに働きながら  

家族の介護を行う労働者に対する勤務時間短縮等の措置の制度の利用者数、配偶  

者出産休暇制度の利用者数、時間外労働の有無、深夜労働の有無  

平成16年4月1日～平成17年3月 31日  

（2） 平成16年4月1日から平成17年3月 31日までの間の出産者数（又は配偶者  

が出産した者の数）のうち育児休業を開始した者の数及び働きながら子育てを行  
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う労働者に対する勤務時間短縮等の措置の制度の利用者数、出産した女性の退職   

者数  平成16年4月1日～平成17年10月1日  

（3） 子の看護休暇制度利用者数  平成17年4月1日～平成17年9月 30日  

5 調査の実施期間  

平成17年11月1日から11月 30 日までとした。  

6 調査機関  

厚生労働省雇伺均等・児童家庭局  都道府県労働局雇用均等毒叩 報告者  

7 調査の方法  

（1） 調査票  

「平成17年度女性雇用管理基本調査票」により行った。  

（2） 調査G「）方法  

都道府県労働局雇用均等室経由の自計式郵送調査の方法により行った。  

8 集計方法  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局において集計した。有効回収率は75．3％であっ   

た。  

9 調査対象事業所の抽出  

平成13年事業所・企業統計調査により把握された事業所名簿に基づき、一定の方   

法により抽出した。  

目標精度は、産業大分類（製造業、卸売・小売業、飲食店，宿泊業及びサービス   

業iこついては中分類）の規模別に設定し、次の計算式を用いて、調査項目として取   

り上げられた特定の属性をもつ事業所数の全事業所に対する割合が 50％のときの   

標準誤差が概ね5％以内になるように設定した。  

N－－n N＝母集団事業所数  
■  

V＝  

N－1  n  n＝調査対象事業所数  P＝特定の属性を持っ事業所の  

割合（＝0．5）  

なお、産業、規模ごとの抽出率は別表のとおりである。  

ー3一－   



【別 表】  

規模別調査事業所抽出率一覧表  

産業   
規模  500人以上  100～499人  30′、一99人   5～29人   

D 鉱業   1／3   1／29   

E建設業  1／2   1／30   1／218   1′／991  

F製造業  

9・10  食料品・飲料・たばこ・飼料  1／3   1／38   1／102   1／／303   

11・12  繊維・衣服・その他の繊維製品   1／11   1／50   1ノ227   

13・14  木材・木製品・家具・装備品   1ハ   1／′5   1／23   1／166   

15  パルプ・紙・紙加工品   1／′7   1／24   1／77   

16  印刷・同関連業   1／ 1／8   1／37   1／192   

17・18  化学工業・石油製品・石炭製品   1／3   1／15   1／29   1／66   

20・21  ゴム製品・なめし革・同製品・毛皮   1／2   1／5   1／13   1／52   

22  窯業・土石製品   1／6   1／30   1′／151   

23・24  鉄鋼業・非鉄金属   1／2   1／10   1／24   1／75   

25  金属製晶   1／2   1／12   1／56   1／317   

26  一般機械器具   1／4   1／21   1／66   1／308   

27・28・29電気機械器具、情報通信機械器具、電子部   1／5   1／37   1／84   1／210  
品・デバイス  

30  輸送用機械器具  1／5   1／18   1／39   1／116   

31  精密機械器具   1／2   1／6   1／15   1／52   

19・32  その他（プラスチック製品，その他）   1／2   1／13   1／51   1／241   

G 電気・ガス・熱供給・水道業   1／9   1／12   1／20   

H 情報通信業   1／5   1／33   1／86   1／322   

1運輸業  1／3   1／48   1／219   1／761  

、丁卸売・小売業  

49～54  卸売業  1／4   1／46   1／217   1／991   

55～60  小売業   1／4   1／48   1／218   1／996   

K 金融・保険業   1／4   1／21   1／130   1／660   

L不動産業  1／6   1／25   1／283  

M飲食店，宿泊業  

70・71 飲食店 1／1   1／7   1／217   1／993   

72  宿泊業   1／2   1／15   1／48   1／243   

N 医療，福祉   1／5   1／48   1／201   1／713   

0 教育，学習支援業（学校教育を除く）   1／2   1／18   l／85   1／399   

P複合サービス事業  1／6  1／27  1／188  

Qサービス業（他に分類されないもの）  

（家事サービス業・外国公務を除く）  

80  専門サービス業   1／2  1／10  1／45  1／384   

81  学術・開発研究機関   1／2   1／6   1／8   1／17   

82  洗濯・理容・美容・浴場業   
1′／4   1／31   1／361   

83  その他の生活関連サービス業   1／5   1／24   1／191   

84  娯楽業   1／10   1／82   1／331   

85  廃棄物処理業   0   1／2   1／16   1／97   

86  自動車整備業   1／1   1／8   1／172   

87  機械等修理業   1／4   1／17   1／107   

88  物品賃貸業   1／1   1／3   1／17   1／195   

89  広告業   1／1   1／3   1／10   1／69   

90  その他の事業サービス業   1／5   1／48   1／131   1／362   

91  政治・経済・文化団体   1／12   1／106   

92  宗教   1／2   1／5   1／69   

93  その他のサービス業   
0   1／1   1／2   1／8   
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10 達成精度   

達成精度は、「育児休業制度の規定あり」の事業所割合の標準誤差を算出した。  

産業大分類別・事業所規模別の達成精度は次のとおりである。  

産業大分類別の達成精度  

（「育児休業制度の規定あり」の事業所割合）  

（単位：％）  

分 類   推計値   標準誤差   

大分類】  

4 5． 9   6． 3  

4 5． 4   3． 8  

5 6． 3   1． 4  

ガス・熱供給・水道業  9 9．1   0． 8   

信業  6 8． 6   5． 3  

6 0． 5   4． 5  

小売業  6 5． 3   2． 6   

保険業   9 7． 5   1． 8   

業   6 5． 2   6． 7   

，宿泊業   5 2． 3   4． 3   

福祉   7 3． 4   4． 3   

学習支援業   71． 8   5． 0   

ーービス事業   8 9． 6   3． 2   

く業   5 7， 6   1． 5   

所規模】  

人以上   9 9． 9   0．1   

（一4 9 9人   9 5． 5   0． 6   

9 9人   8 3． 7   1． 0   

∈）人   5 6． 5   1． 3   

【産業  

鉱業  

建設業  

製造業  

・  

情報通  

運輸業  

卸売・  

金融・  

不動産  

飲食店  

医療，  

教育，  

複合サ  

サービ  

【事業  

5 0 0   

10 0   

3 0′＼ノ   

5～2  

11 調査結果利用上の注意  

（1） この調査は、標本調査であるので、母集団に復元したものを調査結果として表  

章している。  

（2）M．A．（Multiple Answer の略）の表示のある続計表は、複数回答であるか  

ら百分比は合計しても必ずしも100とはならない。  

12 主な用語の定義  

（1）常用労働者  

以下の（D～⑤のいずれかに該当する者をいう。  

① 期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇用されている者。  

② 日々雇われている者、又は1か月以内の期間を定めて雇用されている者で、  
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平成17年8月及び9月の各月に各々18日以上雇われた者。  

③ 取締役、理事などの役員のうちで、常時勤務して、一般労働者（常用労働者   

のうちパート、アルバイト、嘱託労働者等以外の正規労働者）と同じ給与規則   

又は同じ基準で毎月給与の支払いを受けている者。  

④ 事業主の家族であって、その事業所に常時勤務して給与の支払いを受けてい  

る者。  

⑤ 上記①～③の条件に該当する他企業からの出向者（在籍出向、移籍出向を問   

わない。また、この調査では他企業への出向者は在籍出向、移籍出向を問わず   

除く。）。  

（2）管理職  

事業所の各部署において、部長、課長、係長等配下の係員等を指揮・監督する   

役職のほか、専任職、スタッフ、管理職等と呼ばれている役職を含む〔、  

（3）有期契約労働者  

3ケ月、1年など期間を定めた契約で雇用した労働者をいう。ただし、日々雇   

われている者及び他企業からの出向者を除く。  

（4）出産者  

平成16年4月1日から平成17年3月 31日の1年間に在籍中に出産（妊娠12   

週を超える分娩をいい、死産も含む。）した者をいい、出産後10月1日までに   

退職した者を含む。  

（5）育児休業者  

上記出産者のうち平成17年10月1日までの間に育児休業を開始した者（育児   

休業開始予定の申出をしている者を含む。）をいう。  

（6）介護休業者  

平成16年4月1日から平成17年3月 31日までに介護休業を開始した者をい  

。  

（7）子の看護休暇取得者  

平成17年4月1日から平成17年9月30日までの問に子の看護のための休暇   

を取得した者をいう。  

（8）育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の利用者   

平成16年4月1日から平成17年3月31日までに育児休業終了後復職した者   

のうち、平成17年10月1日までの間に育児のための勤務時間短縮等の措置の   

制度の利用を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）をいう。  

（9）介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の利用者   

平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に介護のための勤務時間   

短縮等の措置の制度の利用を開始した者（開始予定の申出をしている者を含   

む。）をいう。  

（10）配偶者出産休暇制度   

労働基準法に規定する年次有給休暇以外の休暇制度であって、配偶者の出産の   

際に、病院の入院・退院、出産等の付添い等のために男性労働者に与えられる   

休暇をいう。  
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【参 考】  

育児・介護休業法の概要  

1 育児休業制度  
労働者は、その事業主に申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間」ヱ   

が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達  

育児休業をすることができる。  するまで）   

2 介護休業制度  

労働者は、その事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、常時介護  
を必要とする状態に至るごとに1岬まで、介護休業をすること  

ができる。  

3 子の看護休暇制度  
′ト学校入学ま  での子を養育する労働者は、1年に5日まで、病気・けがをした  

子の看護のために、  休暇を取得することができる。  

4 時間外労働の制限  

事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にあ  
る対象家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、1か月24時間、1年   

150時間を超えて時間外労働をさせてはならない。  

5 深夜業の制限  
事業主は、小学校入学までの子を養育し、又は常時介護を必要とする状態にあ   

る対象家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、深夜において労働さ  
せてはならない。  

6 勤務時間の短縮等の措置  
事業主は、1歳（子が1歳6か月に達するまで育児休業をする  ことができる場  

合にあっては、1歳6か月）  に満たない子を養育し、又は常時介護を必要とする  

状態にある対象家族の介護を行う労働者で育児・介護休業をしない者については、  

次のいずれかの措置を、1歳（子が1歳6か月に達するまで育児休業をすること  
ができる場合にあっては、1歳6か月）から3  歳に達するまでの子を養育する労  

働者については、育児休業に準ずる措置又は次のいずれかの措置を講じなければ  
ならない。   

短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、   

所定外労働の免除（育児のみ）、託児施設の設置運営（育児のみ）、   

育児・介護費用の援助措置  

7 転勤についての配慮  

事業主は、労働者の転勤については、その育児又は介護の状況に配慮しなけれ  
ばならない（⊃   

※下線部は、平成16年の法改正により改正された部分（平成17年4月1日施行）  
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第2章 調査結果の概要   

Ⅰ 育児休業制度等に関する事項  

1 育児休業制度  
（1）育児休業制度の規定状況  

育児休業制度の規定がある事業所の割合は、61．6％（平成14年度61．4％）となってい  

る（事業所規模5人以上。以下、特に断らない限り同じ。）。事業所規模30人以上では86．1％  

（同81・1％）と、前回調査より5．0％ポイント上昇しているものの、5～29人で56．5％（同  

57・5％）と1．0％ポイント低下しており、全体として前回調査と同水準となっている。産  

業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業で99．1％、金融・保険業で97．5％とその割合  

が高い。なお、産業別の中分類でみると、製造業のうち、化学工業・石油製品・石炭製造  

で84・8％、サービス業のうち学術・開発研究機関で87．8（滝と8割を超える高い水準となっ  

ている。事業所規模別にみると、500人以上で99．9％（同99．2％）、100～499人で95．5％  

（同93．6％）、30～99人で83．7％（同78．0（滝）、5～29人で56．5％（同57．5％）と、規模  

が大きくなるほど規定がある事業所の割合が高くなっている。（第1図、付属統計表第1表）  

第1図 育児休業制度の規定あり事業所割合の推移  
（％）  

80  100  20  36．4 40  60  

平成8年度  

平成11年度   

平成14年度  

平成17年度   

500人以上   

100～499人  

30～99人  

5～29人  

「団5人以上 甲30人以上 田平成14年度 □平成17年度 

事業所総数＝100．0％   

（2）育児休業制度の内容   

ア 最長育児休業期間  

育児休業制度の規定がある事業所における育児休業制度の期間は、子が「1歳6か月」  

になるまでとする事業所が79．9％を占めている。また、「1歳6か月を超え2歳未満」  

とする事業所割合は3・0％、「2歳～3歳未満」とする事業所割合は6．1％、「3歳以上」  

とする事業所割合は1，0％となっている。 （第2図、付属統計表第2表）  

第2図最糊犬況  

1ぁか月  

1歳5か牌敵2歳未満ロ3・0  

2歳～3歳末満［：：コ6．1  

3歳以上ロ1・0  

その他⊂＝］9・苧  

0  

育児休業射睦の頬定あり事斯＝100．飢   

（％）   

‾  ‾‾‾－‾‾  

80  100   20  40  ∝）  
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イ 取得可能回数及び取得要件  
育児休業制度の規定がある事業所において、同じ子について取得することができる育   

児休業の回数は、「1回」とする事業所が89．7％（平成14年度95．4％）を占めているが、   

「6回以上」（注）とする事業所の割合が7．2％と平成14年度の1．2％から上昇している。  

また、育児・介護休業法の改正により平成17年度から新たに制度化された1歳以降の   

育児休業を取得する場合、「育児・介護休業法の要件を満たす場合にのみ取得できる」と   

する事業所が78．0％を占めるが、「特に要件は設けていない」とする事業所も11．3％と   

なっている。 （付属統計表第3表）   

（注）平成14年度の結果報告書においては「制限なし」と表記。   

り 育児休業制度の対象労働者  
育児休業制度の規定がある事業所において、労使協定で除外できることとなっている   

者について、育児休業制度の対象としている事業所は、「配偶者（内縁関係の妻又は夫を   

含む）が常態として子を養育することができる者」について24．19／乙、l‾1年以内に退職す   

ることが明らかな者」について22．8％、「勤続1年未満の者」について16．9（施となって   

いる。（付属統計表第4表）  

また、．育児・介護休業法の改正により平成17年度から新たに育児休業制度の対象とな   

った「有期契約労働者」について、取得することができる対象労働者の範囲を決めてい   

る事業所（46．4％）のうち「対壊労働者の範囲を育児・介護休業法による要件と同じとし   

ている＿lとする事業所が、95．9％を占めている。（付属統計表第5表）  

（3）育児休業中及び休業後の労働条件等の取扱い   

ア 育児休業取得者に対する、休業中及び休業後の労働条件の明示の有無及び方法  

育児休業中及び休業後の労働条件の明示について、「書面を交付」する事業所32．9％  

（平成二L4年度38．0％）、「口頭で伝達」する事業所31．2％（同29．3％）をあわせ、労働  

条件を明示している事業所は64．1％（同67．3（滝）である。「書面を交付」する事業所割  

合を事業所規模別にみると500人以上で62．2％（同64．8％）、100～499人で56．9％（同  

57．6％）、30～99人で47．9％（同48．5％）、5～29人で29．4％（同35．5％）と規模が大  

きくなるほどその割合が高くなっている。（付属統計表第6表）  

イ 会社や共済会等から育児休業中に支給される金銭の支給状況  
育児休業中の労働者に会社や共済会等から金銭を支給している事業所は14．2％であ  

り、そのうち「毎月金銭の支給あり」は76．0％、「一時金等の支給あり」は30．8％とな  

っている。（付属統計表第7表）  

り 育児休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱い  

育児休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱いについては、定期昇給制度の  

ある事業所のうち「定期昇給時期に昇給する」が24．5％（平成14年度25．3％）、「復職  

後に昇給する」が23．7％（同23．0％）、「休業期間中の定期昇給は行わずに復職後の定期  

昇給に持ち越す」が51．9％（同51．8％）となっている。（付属統計表第8表）  

エ 賞与の算定の際の休業期間の取扱い  
賞与の算定の際の休業期間の取扱いについては、賞与の制度がある事業所のうち「出  

勤日又は休業期間に応じて支給する」が62．7％を占め、「休業期間も休まなかったもの  

とみなして支給する」は3．7％、「休業期間も一定程度出勤したものとみなして支給する」  

は2．的らとなっている。一方、「賞与の算定の際の休業期間の取扱いは特に決めていない」  

とする事業所の割合は24．1％となっている。（付属統計表第9表）  
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オ 退職金の算定の際の休業期間の取扱い   

退職金の算定の際の休業期間の取扱いについては、退職金制度のある事業所のうち「勤   

続年数に全く算入しない」が36．7％であり、「休業期間も勤続年数に算入する」が29．3％、   

「休業期間も一定程度出勤したものとみなして勤続年数に算入する」は5．5％となって   

いる。 一方、「退職金の算定の際の休業期間の取扱いは特に決めていない」とする事業所   

の割合は23．9％となっている。（付属統計表第10表）   

力 復職後の職場・職種   

復職後の職場・職種の取扱いについては、「原則として原職又は原職相当職に復帰する」   

が66．6％（平成14年度71．3％）、「本人の希望を考慮し会社が決定する」が15．4％（同  

15．1％）、「会社の人事管理等の都合により決定する」が11．1％（同9．7％）と、原職又   

は本人の希望が考慮された形での復職とする事業所の割合が高くなっている。育児休業   

制度の規定がある事業所では、「原貝りとして原職又は原職相当職に復帰する」が85．9％   

（同84．1％）、「本人の希望を考慮し会社が決定する」が8．7％（同9．9％）となってい   

る。（付属統計表第11表）   

キ 育児休業取得者に対する職業能力の維持、向上のための措置   

育児休業取得者に対する職業能力の維持、向上のための措置については、何らかの措   

置を講じている事業所の割合は24．9％（平成14年度31．6％）となっている。事業所規   

模別にみると、規模が大きいほど割合が高くなっており、産業別にみると、電気・ガス・   

熱供給・水道業（72．5％）、金融・保険業（52．9％）、複合サービス事業（46．7％）で害り   

合が高くなっている。また、育児休業制度の規定がある事業所では35．7％（同46．4％）   

となっている。  

措置を講じている事業所における措置の内容（複数回答）をみると、「休業中の情報提   

供（社内報、職場・仕事に関する情報）」が69．7％（同68．0％）、「職場復帰のための講   

習」が28．5％（同25．5％）となっている。（第3図、付属統計表第12表）  

第3図 育児休業取得者に対する職業能力の維持、向上のための措置の実施状況  
（産業別）  

20  40  60  
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サービス業  
事業所総数＝100．0％   
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（4）育児休業制度の利用者の状況等   

ア 出産者の状況  

出産者又は配偶者が出産した者（平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1  

年間の出産者又は配偶者が出産した者。以下同じ。）がいた事業所の割合は23．3％（平  

成14年度28．4％）であり、そのうち出産者のいた事業所は37．6％（同35．4％）、配偶  

者が出産した者のいた事業所は77．1％（同80．4％）となっている。  

また、有期契約労働者について出産者又は配偶者が出産した者がいた事業所の割合は  

2．1％であり、そのうち出産者のいた事業所は62．5％、配偶者が出産した者のいた事業  

所は46．6％となっている。 （付属統計表第13表）  

また、女性常用労働者に占める出産者の割合は1．5％（同1．7％）、男性常用労働者に  

占める配偶者が出産した者の割合は2．5％となっている。（付属統計表第14表）  

イ 育児休業取得者の状況  
出産者又は配偶者が出産した者に占める育児休業取得者（平成17年10月1日までに  

育児休業を開始した者（育児休業開始予定の申出をしている者を含む。））の割合（以下、  

育児休業取得率という。）を男女別にみると、女性は72．3％と平成16年度（70．6％）よ  

り1．7％ポイント上昇し、過去最高となった。一一方、男性は0．50％と平成16年度（0．56％）  

に引き続き取得率は低い。これを事業所規模30人以上でみると、女性は80．2（滝（平成   

16年度78．0％）、男性は0．41％（同0．43％）となっている。また、育児休業取得者のう  

ちの男女別割合は、女性98．0％、男性2．0％となっている。  

女性の育児休業取得率についてみると、事業所規模が大きいほど取得率が高く（500  

人以上87．3％（同83．2％）、100～499人79．0％（同83．0％）、30～99人76．9％（同69．5％）、  

5～29人58．5％（同60．2％））、また、育児休業制度の規定がある事業所（78．4％）の方が、  

規定のない事業所（28．1％）よりも50．3％ポイント高い。  

なお、有期契約労働者の育児休業取得率は、女性が51．5％、男性が0．10％となってい  

る。（第1表、付属統計表第15表）   

第1表 育児休業取得率の推移（事業所規模5人以上）   

女性  （％）  男性  

平成8年度   49．1   

平成11年度   56．4   

平成14年度   64．0   

平成16年度   70．6   

平成17年度   72．3   

平成8年度   0．12   

平成11年度   0．42   

平成14年度   0．33   

平成16年度   0．56   

平成17年度   0．50   

出産者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）の数  
育児休業取得率＝  

調査前年度1年間の出産者（男性の場合は配偶者が出産した者）の数   

また、係長以上の女性管理職のいる事業所割合を育児休業取得者の有無別にみると、  

育児休業取得者のいる事業所においては、女性管理職がいる事業所の割合は43．8％と、  

産業・規模計（26．1％）、育児休業取得者のいない事業所（25．6％）のいずれも大きく  

上回っていた（第2表）。  
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第2表 育児休業取得者の有無別、女性管理職のいる事業所割合  

計   女性管理職の   女性管理職の   不明   
いる事業所   いない事業所  

産業・規模計  100．0   26．1   73．9   0．0  

出産者又は配偶者が出産した者の  

いる事業所（注1）  
100．0   30．8   69．2   0．0  

育児休業取得者のいる事業所（注2）  100．0   43．8   56．2   0．1  

育児休業取得者のいない事業所   100．0   25．6   74．4   0．0  

出産者又は配偶者が出産した者の  
いない事業所  100．0   24．7   75．2   0．0   

（注1）平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に出産者又は配偶者が出産した者がいた事業所  

（注2）平成17年10月1日までに育児休業取得者（開始予定の申出をしている者を含む。）がいた事業所  

ウ 育児休業終了後の復職状況  
平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復職予   

定であった者のうち、実際に復職した者は89．0％（平成14年度88．8％）であり、男女別   

にみると、女性は89．0％（同88．7％）、男性は94．9％（同100．0％）となっている。（付   

属統計表第16表）   

エ 育児休業の取得期間  
平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間に育児休業を終了し、復職し   

た女性の育児休業期間は、「10か月～12か月未満」が35．0％（平成14年度41．4％）と   

最も多いが、「12か月～18か月未満」が13．5％と、平成14年度（5．4％）に比べ8．1％ポ   

イント上昇している。  

男性は、「1か月～3か月未満」が65．8％（同6，5％）と最も多く、これに「1か月未   

満」の31．7％（同26．5％）が続いている。（第4図、付属統計表第17表）  

第4図 女性が取得した育児休業期間   
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26  

平成14年度：H13．4．1～H14．3．31までに復職した者＝100．0％  

平成17年度：H16．4．1～H17．3．31までに復職した者＝100．0％   
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オ 妊娠又は出産による退職状況  

平成L6年4月1日から平成17年3月31日までの1年間に妊娠又は出産した者のうち、   

妊娠又は出産により平成17年10月1日までの間に退職（契約を更新しなかった場合を   

含む。以下同じ。）した者の割合は12．9％（平成9年度15．3％）である。  

妊娠又は出産による退職者について、退職時期別にみると、出産前（妊娠中）に退職   

した者の苦り合は69．9％、出産後退職した者の割合は30．1％となっている。（付属統計表   

第18表）  

（5）育児休業取得者があった際の雇用管理  

育児休業取得者があった際の雇用管理については（複数回答）、「代替要員の補充を行わ   

ず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所は47．2％（平成14年度51．7％）、「事業所内の   

他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」事業所は13．4％（同19．4％）、「派遣労働   

者やアルバイトなどを代替要員として雇用した」事業所は43．7％（同39．7％）となっており   

新規雇用した代替要員の補充により対応する事業所の割合が4．0％ポイント増加している。   

（第5図、付属統計表第19表）  

第5図 育児休業取得者があった際の雇用管理（M．A．）  
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育児休業取得者のあった事業所＝100．0％  

2 働きながら子の養育を行う労働者に対する援助に関する事項  

（1）育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の導入状況  

育児のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所は41．6％（平成14年度50．6％）  

となっている。制度がある事業所における各措置の導入状況（複数回答）をみると、「短時   

間勤務制度」が75．4％（同76．0％）、「所定外労働の免除」が55．8％（同47．6％）、「始業・   

終業時刻の繰上げ・繰下げ」が44．6％（同42．6％）、「1歳以上の子を対象とする育児休業」   

が22．5％（同12．1％）、「育児の場合に利用できるフレックスタイム制度」が13．9％（同   

14．0％）等となっている。  

事業所規模別にみると、500人以上で95．0％（同93．4％）、100～499人で78．3％（同   

81．9％）、30～99人で58．8％（同64．0％）、5～29人で37．1％（同47．2％）と、規模が大  

きくなるほど育児のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所の割合が高くなって   

いる。（第6図、付属統計表第20表）  
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第6図 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の導入状況  

0  10  20  30  40  

「▲一‾Ⅶ 一 ‾丁■■■■′ 一【′¶「 

勤務時間短縮等の措置の制度あり  

短時間勤務制度  

育児の場合に利用できるフレックスタイム制度匡圏 5．8  

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  

所定外労働の免除 達識鞘齢㌣郭掛澗酎臣或痛済鱒洩紆 232  

事業所内託児施設田1．0  

育児に要する経費の援助措置団1．7   

1歳以上の子を対象とする育児休業齢疲過蝉朗 93  

事業所総数＝100．0％  

（2）育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の内容   

ア 制度の利用可能期間  
育児のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所において、制度の対象となる  

子の年齢の上限を「小学校就学の始期に達するまで」とする事業所の割合は27．8％（平  

成16年度20．5％）、「小学校卒業以降も利用可能」は7．2％（同3．4％）と上昇しており、  

一方で「3歳に達するまで」は53．5％（同69．2％）と低下した。  

全事業所において、「小学校就学の始期に達するまで」以上の期間について育児のため  

の勤務時間短縮等の措置の制度を利用できるとする事業所の割合は16。3％（同10，5％）  

と上昇している。 （第7図、付属統計表第21表）  

第7図 育児のための勤務時間短縮等の措置の制度の利用可能期間  

3歳に達するまで  

3歳～小学校就学前  

小学校就学の始期に達するまで  

小学校入学一小学校低学年（3年生又は9歳）まで  
口平成16年度  

厄平成17年度 
L  

小学校4年生一小学校卒業（又は12歳）まで酢。  

小学校卒業以降も利用可能   
し一▼， － 、＿▼L＿′  

o  20  40  60  80（％）  

育児のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所＝100．0％   

また、「短時間勤務制度」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」については、それぞれ  

の制度を有する事業所のうち、「3歳に達するまで」とする事業所が64．6％、57．1％と  

いずれも5割以上となっている。   

また、「短時間勤務制度」を導入している事業所について労働日1日に短縮する時間の  
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長さをみると、「2時間以上3時間未満」とする事業所が41，2％と最も多く、次いで「1   

時間以上2時間未満」とする事業所が36．8％となっている。（付属統計表第2卜2表）   

イ 育児のための短時間勤務制度の短縮時間についての賃金取扱い状況   

「短時間勤務制度」を導入している事業所のうち、短時間勤務により短縮した時間に   

ついての賃金の取扱いが「有給」である事業所は「一部有給」である事業所9．1％（平   

成14年度8．8％）をあわせ19．3％（同19．6％）、「無給」である事業所が80．1％（同80．2％）   

となっている。 （付属統計表第22表）  

（3）育児のための勤務時間短縮等の措置の利用状況   

ア 事業所割合  

育児のための勤務時間短縮等の各措置を導入している事業所のうち、女性の復職者（平  

成16年4月1日から平成17年3月31日までの問に育児休業を終了して復職した者をい  

う（〕以て同じ。）がいた事業所における、女性の利用者（復職者のうち、平成17年10月   

1日までの間に制度の利用を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）をいう。  

以下同じ。）のいた事業所の割合を措置ごとにみると、「事業所内託児施設」が47．2％、  

「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が35．8％、「短時間勤務制度」が33．4％、「所定外  

労働の免除」が17．4％、「育児の場合に利用できるフレックスタイム制度」が16．8％と  

なっている。  

一方、男性の復職者がいた事業所に占める男性の利用者がいた事業所の割合は、「育児  

の場合に利用できるフレックスタイム制度」が10．8％、「育児に要する経費の援助措置」  

が3．8％となっている。（付属統計表第23表）  

イ 利用者割合  

育児休業後復職者における育児のための勤務時間短縮等の各措置の制度の利用状況を  

みると、女性の復職者に占める利用者の割合は、「短時間勤務制度」が18．2％で最も高  

く、以下、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が8．9％、「所定外労働の免除」が7．0％、  

「事業所内託児施設」が4．4％となっている。  

一方、男性の復職者に占める利用者の割合は、「育児の場合に利用できるフレックスタ  

イム制度」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が0．4％、「育児に要する経費の援助措  

置」が0．2％となっている。 （付属統計表第24表）  

Ⅱ 介護休業制度等に関する事項  

1 介護休業制度   

（1）介護休業制度の規定状況  

介護休業制度の規定がある事業所の割合は、55．6％（平成14年度55．3％）となってい  

る。事業所規模30人以上では81．4％（同73．2％）と、前回調査より8．2％ポイント上昇  

しているものの、5～29人で50．2％（同51．7％）と1．5％ポイント低下しており、全体と  

して前回調査と同水準となっている。産業別にみると、育児休業制度同様、電気・ガス・  

熱供給・水道業で99．1％、金融・保険業で96．2％とその割合が高い。なお、産業別の中  

分類でみると、製造業のうち、化学工業■石油製品・石炭製造で79．7％、サービス業のう  

ち学術・開発研究機関で82．6％と高い水準となっている。事業所規模別にみると、500人  

以上で99．4％（同98．0％）、100～499人で93．2％（同88．2％）、30～99人で78．3％（同  

69．5％）、5～29人で50．2％（同51．7％）と、30～99人の事業所において特に上昇してい  

る。（第8図、付属統計表第25表）  
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第8図 介護休業制度の規定あり事業所割合の推移  
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事業所総数＝100．0％  

（2）介護休業制度の内容  

ア 最長介護休業期間  
介護休業制度の規定がある事業所における介護休業制度の期間について「期間の最長   

限度を定めている」とする事業所は93．1％（平成14年度96．1％）であり、「期間の制限   

はなく、必要日数取得できる」とする事業所は6．7％（同3．5％）である。期間の最長限   

度を定めている事業所についてその期間をみると、「通算して93日まで（注）」とする   

事業所が75．5％（同73．6％）、「1年」が15．6％（同17．7％）と多くなっている。 1年   

以上の割合（「1年」と「1年を超える期間」の割合の合計）を事業所規模別にみると、   

500人以上で52．7％（同55．8％）と高いが、100～499人で28．9％（同33．6％）、30～99   

人で18・6％（同22．5％）、5～29人で15．1％（同16．9％）とその差は大きい。（第9図、   

付属統計表第26表）   

（注）平成14年度は「3か月まで」。  

第9図 最長介護休業期間の規定状況（事業所規模別）  
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介護休業期間の最長限度を定めている事業所＝100．0％  
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□通算して93日まで  ■93日を超え6か月未満ロ6か月  

田1年  田1年を超える期間  印その他  

巳6か月を超え1年未満   
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イ 取得可能回数   

介護休業制度の規定がある事業所において、介護休業の取得回数について「制限あり」   

とする事業所の割合は70．5％（平成14年度83．8％）と大きく低下している。その制限   

内容をみると、法改正により、平成17年度から法定の最低基準となった「同一対象家族   

の同一要介護状態について」回数を制限している事業所が93．9％であり、そのうち取得   

回数を「1回」に制限している事業所がほとんど（96．2％）である。（付属統計表第27表）   

り 介護休業の対象となる家族の範囲  
介護休業制度の規定がある事業所で、対象となる家族の範囲について「制限あり」と   

する事業所の割合は92，7％（平成14年度93．1％）であり、そのうち96．9％（同99．1％）   

が「育児・介護休業法の対象家族」（注）を対象としている。 （付属統計表第28表）   

（注）「育児・介護休業法の対象家族」とは、配偶者、父母、子、これらに準ずる者（労働者が同  

居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫）及び配偶者の父母をいう。「祖父母」「兄弟  

姉妹」には、配偶者の祖父母、兄弟姉妹を対象とLている場合も含む。   

エ 介護休業制度の対象労働者  
介護休業制度の規定がある事業所で、労使協定で除外できることとなっている者につ   

いて、介護休業制度の対象としている事業所は、「93日以内に退職することが明らかな   

者（注）」については16．0％（平成14年度17．5％）、「勤続1年未満の者」については  

14．9％（同14．0％）、「所定労働日数が週2日以下の者」については13．2％（同9．4％）   

となっている。 （付属統計表第29表）  

また、育児・介護休業法の改正により平成17年度から新たに介護休業制度の対象とな   

った「有期契約労働者」について、取得することができる対象労働者の範囲を決めてい   

る事業所（49．9（滝）のうち「対象労働者の範囲を育児・介護休業法による要件と同じとし   

ている」とする事業所が、95．8％を占めている。 （付属統計表第30表）  

（注）平成14年度は「3か月以内に退職することが明らかな者」。  

（3）介護休業中及び休業後の労働条件等の取扱い   

ア 介護休業取得者に対する、休業中及び休業後の労働条件の明示の有無及び方法  

介護休業中及び休業後の労働条件の明示について、「書面を交付」する事業所32．5％  

（平成二L4年度36．9％）、「口頭で伝達」する事業所29．6％（同29．1％）をあわせ、労働  

条件を明示する事業所は62．1％（同66．0％）である。「書面を交付」する事業所割合を  
事業所規模別にみると500人以上で61．2％（同63．8％）、100～499人で56．4％（同57．6％）  

30～99人で47．3％（同46．8％）、5～29人で29．0％（同34．4％）と規模が大きくなるほ  

どその割合が高くなっている。（付属統計表第31表）  

イ 会社や共済会等から介護休業中に支給される金銭の支給状況  
介護休業中の労働者に会社や共済会等から金銭を支給している事業所は16．2％であり  

そのうち「毎月金銭の支給あり」は81．4％、「一時金等の支給あり」は23．6％となって  

いる。 （付属統計表第32表）  

ウ 介護休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱い  
介護休業を取得した者の休業期間中の定期昇給の取扱いについては、定期昇給の制度  

のある事業所のうち「休業期間中の定期昇給は行わずに復職後の定期昇給に持ち越す」  
が51．2％（平成14年度51．6％）、「定期昇給時期に昇給する」が24．9％（同26．0％）、  

「復職後に昇給する」が23．9％（同22．5％）となっている。（付属統計表第33表）  

エ 賞与の算定の際の休業期間の取扱い  
賞与の算定の際の休業期間の取扱いについては、賞与の制度がある事業所のうち「出  

勤日又は休業期間に応じて支給する」が62．6％、「休業期間も休まなかったものとみな  
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して支給する」が3．6％、「休業期間もー定程度出勤したものとみなして支給する」が   

2．5％となっている。一方、「賞与の算定の際の休業期間の取扱いは特に決めていない」   

とする事業所割合は24．6％となっている。 （付属統計表第34表）   

オ 退職金の算定の際の休業期間の取扱い  
退職金の算定の際の休業期間の取扱いについては、退職金制度のある事業所のうち「勤   

続年数に全く算入しない」事業所は35．1％であり、勤続年数に算入している事業所は「休   

業期間も勤続年数に算入する」事業所30．8％と「休業期間も一定程度出勤したものとみ   

なして勤続年数に算入する」事業所5．0％をあわせて35．8％となっている。 一方、「退職   

金の算定の際の休業期間の取扱いは特に決めていない」とする事業所割合は24．5％とな   

っている。（付属統計表第35表）   

力 復職後の職場・職種  
復職後の職場・職種については、「原則として原職又は原職相当職に復帰する」が66．0％   

（平成14年度70．▲4％）、「本人の希望を考慮し会社が決定する」が14．9％（同15．1％）、   

「会社の人事管理等の都合により決定する」が11．1％（同9．8％）と、原職又は本人の   

希望が考慮された形での復職とする事業所の割合が高くなっている。 事業所規模別にみ   

ると、「原則として原職又は原職相当職に復帰する」とする事業所の割合は、500人以上   

で88．4％（同88．的ら）、100～499人で85．9％（同85．6％）、30～99人で78．6％（同76．8％）、   

5～29人で63．1％（同68．8％）と、規模が大きいほど高く、また、介護休業制度の規定   

がある事業所では83．0％（同85．4％）となっている。 （付属統計表第36表）   

キ 介護休業取得者に対する職業能力の維持、向上のための措置  
介護休業取得者に対する職業能力の維持、向上のための措置については、何らかの措   

置を講じている事業所割合は24．1％（平成14年度31．1％）となっている。事業所規模   

別にみると、規模が大きいほど割合が高くなっており、産業別にみると、電気・ガス・   

熱供給・水道業（72．5％）、金融・保険業（46．2％）、複合サービス事業（45．5％）で割   

合が高くなっている。また、介護休業制度の規定がある事業所では34．3％（同49．3％）   

となっている。  

措置を講じている事業所における措置の内容（複数回答）をみると、「休業中の情報提   

供（社内報、職場・仕事に関する情報）」が68．8％（同67．1％）、「職場復帰のための講   

習」が26．8％（同26．9％）となっている。（第10図、付属統計表第37表）  

第10図 介護休業取得者に対する職業能力の維持、向上のための措置の実施状況  

（産業別）  
20  60  
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電気・ガス・熱供給・水道業  

情報通信業  

運輸業  

卸売・小売業  

金融・保険業  

不動産業  

飲食鳳宿泊業  

医療．福祉  

教育、学習支援業  
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（4）介護休業制度の利用者の状況   

ア 介護休業取得者  
常用労働者に占める介護休業取得者（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで  

に介護休業を開始した者）の割合は0．04％（平成14年度0．05％（注））であり、男女別  

にみると、女性は0．08％（同0．08％）、男性は0．02％（同0．03％）となっている。また、  

事業所規模30人以上でみると、女性は0．07％（同0．06％）、男性は0．01％＝司0，01％）  

となっている。事業所規模別にみると、500人以上で0．03％（同0．04％）、100～499人  

で0．03％（同0．03％）、30～99人で0．04％（同0．02％）、5～29人で0†06％（同0．07％）  

となっている。  

介護休業取得者のうち、女性は73．5％（同66．2％）、劉生は26．5％（同33．8％）とな  

っている。（付属統計表第39表）  

（注）平成14年度は平成13年4月1日から平成14年3月31日までに介護休業を開始した者  

イ 介護休業終了後の復職状況  

平成二L6年4月1日から平成17年3月31日までの1年間に復職予定であった者のうち、  

実際に復職した者は81．7％（平成14年度90．6（滝）であり、男女別にみると、女性は81．4％  

（同89．7％）、男性は83．1％（同92．1％）となっている。（付属統計表第40表）  

り 介護休業の取得期間  
平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間に介護休業を終了し、復職し  

た者♂）介護休業期間は、「3か月～6か月末満」が40．0％（平成14年度14．1％）、「1か  

月～3か月末満」が24．2％（同62．9％）、1か月未満の者は26．5％（同19．1％）と、約5  

割が3か月未満の取得となっている。（付属統計表第41表）  

（5）介護休業取得者があった際の雇用管理  

介護休業取得者があった際の雇用管理については（複数回答）、「代替要員の補充を行わ   

ず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所は72．8％（平成14年度60．4％）、「事業所内の   

他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」事業所は8．5％（同30．3％）、「派遣労働者   

やアルバイトなどを代替要員として雇用した」事業所は19．6％（同15．2％）となっており、   

代替要員の補充を行わず対応する事業所の割合が12．4（％ポイント上昇している。（付属統   

計表第42表）  

2 働きながら家族の介護を行う労働者に対する援助の措置に関する事項  

（1）介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の導入状況  

介護のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所害り合は38．3％（平成14年度   

43．9％）であり、制度がある事業所における各措置の導入状況（複数回答）は、「短時間勤   

務制度」が90．4％（同87．7％）、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が47．9％（同43．1％）、   

「介護の場合に利用できるフレックスタイム制度」が15．1％（同14．3％）、「介護に要する   

経費の援助措置」が4．8％（同3．0％）となっている。  

事業所規模別にみると、500人以上で89．2％（同84．3％）、100～499人で72．2％（同   

71．3％）、30～99人で57．0％（同54．4％）、5～29人で33．7％（同41．1％）と、規模が大   

きくなるほど介護のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所の割合が高くなって  

いる。（第11図、付属統計表第43表）  

ー19－   



第11図 介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の導入状況  
（％）  

0  10  20  30  40  50  

勤務時間短縮等の措置の制度あり  

短時間勤務制度  

護の場合に利用できるフレックスタイム制度顧顧麺58  

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  

事業所総数＝100．0％  
介護に要する経費の援助措置園1・8   

（2）介護のための勤務時間短縮等の措置の制度の内容   

ア 制度の利用可能期間  
介護のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所について措置を利用すること  

ができる期間をみると、「93日」とする事業所の割合が75．2％と最も高いが、各措置  

ごとにみると、「介護の場合に利用できるフレックスタイム制度」及び「介護に要する経  

費の援助措置」については、「1年を超える期間」とする事業所がそれぞれ21．3％、23．9％  

と高くなっている。  

また、「短時間勤務制度」を導入している事業所について労働日1日に短縮する時間の  

長さをみると、「2時間以上3時間未満」とする事業所が48．9％と最も多く、次いで「1  

時間以上2時間未満」とする事業所が28．1％となっている。 （付属統計表第44表）  

イ 介護のための短時間勤務制度の短縮時間についての賃金取扱い状況  

「短時間勤務制度」を導入している事業所のうち、短時間勤務により短縮した時間に  
ついての賃金の取扱いが「有給」である事業所は「一部有給」である事業所7．5％（平  

成14年度8．4％）をあわせ18．0％（同16．2％）、「無給」である事業所が81．4％（同83．6％）  

となっている。（付属統計表第45表）  

（3）介護のための勤務時間短縮等の措置の利用状況  

介護のための勤務時間短縮等の措置の制度がある事業所における各措置の利用状況をみ   

ると、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの1年間に利用者のあった事業所の   
割合は、いずれも1％以下にとどまっている。 （付属統計表第46表）  

また、同期間に各措置の利用を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む。）の常   
用労働者に占める割合は、いずれも0．01％から0．06％の間となっている。（付属統計表第   

47表）。  

Ⅲ 子の看護休暇制度に関する事項  

1 子の看護休暇制度の規定状況  

子の看護休暇制度の規定がある事業所の割合は33．8％で、平成16年度（26．5％）（注）よ  

り7．3％ポイント上昇している。また、事業所規模30人以上では52．7％（平成16年度34．4％）  

と、前回調査より18．3％ポイント上昇している。  
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産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業で89．5％（同52．8％）、金融・保険業で77．9％  

（同43．9％∴複合サービス事業で72．0％（同35．0％）とその割合が高くなっている。事業  

所規模別にみると、500人以上で91．3％（同59．7％）、100～499人で70．4％（同39．8％）、  

30～99人で47．9％（同32．9％）、5～29人で29．8％（同25．2％）と、規模が大きくなるほど  

規定がある事業所の割合が高く、また、上昇幅が大きくなっている。（第12図、付属統計表  

第48表）  

（注）平成16年度は、規定の有無ではなく、制度（慣行、失効年次有給休暇の活用等も含む。）の有  

無について質問している。  

第12図 子の看護休暇制度の規定あり事業所割合  （％）  
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（注）平成14，16年度は「制度あり」事業所割合  

2 子の看護休暇制度の内容等  

（1）対象となる子の年齢  

子の看護休暇制度の規定がある事業所のうち、対象となる子の年齢については、法改正  

により平成17年度から事業主の義務となった「小学校就学の始期に達するまで」とする事   

業所が87．2％を占めている。なお、「小学校卒業以降も対象」とする事業所も1割近く   

（9．6％）となっている。（付属統計表第48表）  

（2）休暇日数  

子の看護休暇制度の規定がある事業所のうち、休暇日数について「制限あり」とする事   

業所は90．4％で、その制限の内容は、「同一の労働者につき」が65．2％、「同一の子につき」   

が30．3％となっている。  

制限がある場合の1年間で取得できる休暇日数については、「同一労働者につき」、「同一   

の子につき」のいずれも「5日」とする事業所がほとんどであり、それぞれ91．6％、90．3％   

となっている。 （付属統計表第49表）  

（3）子以外で対象となる家族の範囲  

子の看護休暇制度の規定がある事業所のうち、子以外の家族についても看護休暇制度の   

対象としている事業所は19．9％で、その対象となる家族をみると（複数回答）、「配偶者」   

を対象とする事業所は85．0％、「本人の父母」は80，2％、「配偶者の父母」は72．1％とな   

っている。（付属統計表第50表）  
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（4）子の看護休暇制度の対象労働者  

子の看護休暇制度の規定がある事業所で、労使協定で除外できることとなっている者に   

ついて、子の看護休暇制度の対象としている事業所は、「勤続6ケ月未満の者」については   

27．1％、「所定労働日数が週2日以下の者」については18．7％となっている。（付属統計表   

第51表）  

（5）子の看護休暇を取得したときの賃金の取扱い  

子の看護休暇を取得したときの賃金の取扱いが「有給」である事業所の割合は16．5％、   

「一部有給」は9．3％∴「無給」は62．5％である。（付属統計表第52表）  

（6）子の看護休暇制度の利用状況  

就学前までの子を持つ労働者がいる事業所のうち、平成17年4月1日から9月30日ま   

での間に子の看護休暇の取得者のいた事業所は8．2％である。産業別にみると、医療，福   

祉で19．0％、教育，学習支援業で18．1％と高くなっており、事業所規模別にみると、500   

人以上で37．4％、100～499人で14．5％、30～99人で8．3％、5～29人で7．7％と、500人   

以上規模事業所で特に高くなっている。 （付属統計表第53表）  

また、就学前までの子を持つ女性労働者に占める子の看護休暇取得者の割合は9．2％、   

就学前までの子を持つ男性労働者に占める子の看護休暇取得者の割合は2．5％となってお   

り、子の看護休暇取得者のうちの男女別割合は、女性54．2％、男性45．8％と、他の制度に   

比べ男性の取得割合が高くなっている。 （付属統計表第55表）  

さらに、利用期間についてみると、女性は「3日以下」の取得者割合が62．4％、「4～   

6日」が23．9％であり、7日以上の取得者も13．7％となっているが、男性は「3日以下」   

がほとんど（95，9％）となっている。（第13図、付属統計表第56表）  

く男性〉  

く女性〉  

子の看護休暇取得者＝100．0％   

Ⅳ 時間外労働・深夜業の制限に関する事項  

1 時間外労働の制限の制度に関する事項  
平成16年4月1日から平成17年3月31日までに時間外労働を行った労働者がいる事業所  

は66．9％（平成14年度80．0％）で、そのうち育児を行う労働者のための時間外労働の制限  
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の規定がある事業所は39．7％（同31■6％）と、前回調査より8．1％ポイント上昇している。  

規定がある事業所の割合は、産業別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業（76．9％）及び  

金融・保険業（70．9％）が高い。また、事業所規模別にみると、500人以上で85．6％（同73．8％）、  

100～499人で71．9％（同51．7％）、30～99人で53．7％（同38．5％）、5～29人で35．3％（同  

29．3％）と、すべての規模で規定がある事業所割合が上昇している。 規定がある事業所のう  

ち、対象となる子の年齢については「小学校就学始期まで」とする事業所が92．6％を占めて  

いる。（第14図、付属統計表第57表）  

第14図 育児を行う労働者のための時間外労働の制限の規定がある事業所割合  

（事業所規模別）  
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時間外労働を行った労働者がいる事業所＝100．0％   

また、時間外労働を行った労働者がいる事業所のうち、家族の介護を行う労働者のための  

時間外労働の制限の規定がある事業所は37．7％（同29．3％））と、前回調査より8．4％ポイン  

ト上昇している。事業所規模別にみると、500人以上で82．4％（同69．7％）、100～499人で  

67．9％（同48．4％）、30～99人で50．5％（同36．3％）、5～29人で33．7％（同27．1％）とす  

べての規模で規定のある事業所割合が上昇している。（付属統計表第58表）  

2 深夜業の制限の制度に関する事項   
平成16年・4月1日から平成17年3月31日までに深夜労働を行った労働者がいる事業所は   

30．9％（平成14年度39．7％）で、そのうち「所定内労働に深夜労働を含んでいる」事業所   
が55．5％（同56．1％）、「所定内労働に深夜労働を含んでいない」事業所が44．5％（同43．9％）   

となっている。深夜業がある事業所のうち、育児のための深夜業の制限の規定がある事業所   

は50．1％（同49．0％）であり、また事業所規模別にみると、規模が大きいぼど規定のある事   

業所の割合が高くなっている。  

また、家族の介護のための深夜業の制限の規定がある事業所は49．0％（同50．1％）であり、   

事業所規模別にみると、規模が大きいほど規定がある事業所の割合が高くなっている。（付属   

統計表第59表）  

Ⅴ 配偶者出産休暇制度に関する事項  

1 配偶者出産休暇制度の導入状況及び内容  
配偶者出産休暇制度がある事業所は33．0％（平成14年度33．1％）で、産業別にみると、  

電気・ガス・熱供給・水道業で90．9％と高くなっており、事業所規模別にみると、500人以  

上で77．6％（同67．2％）、100～499人で59．7％（同57．3％）、30～99人で44．8％（同42．4％）、  
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5～29人で29．9％（同30．7％）と、規模が大きいほど制度のある事業所の割合が高くなって  

いる。取得できる休暇日数については、配偶者の出産1回につき「1日～5日」とする事業  

所が94．6％（同97．1％）を占めている。（第15図、付属統計表第60表）  

第15図 配偶者出産休暇制度あり事業所割合（事業所規模別）  

了了．6  
（％）  

80  
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40  33．0  

事業所規模計  500人以上  100－499人  30－99人  人
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2
 
 

～
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事業所総数＝100．0％  

休暇中の賃金については、「有給」とする事業所が84．7％（同92．6％）を占めている。（付  

属統計表第61表）  

2 配偶者出産休暇制度の利用状況   

配偶者出産休暇制度がある事業所で、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間   

にその取得者がいた事業所は19．3％（平成14年度22．8％）であり、事業所規模別にみると、   

500人以上で57．4％（同64．2％）、100～499人で52．7％（同54．1％）、30～99人で37．0％（同   

33．1％）、5～29人で12．0％（同18．1％）と、規模が大きいほど割合が高くなっている。（付   

属統計表第62表）  

また、配偶者出産休暇制度がある事業所において同期間内に配偶者が出産した男性労働者   

に占める休暇取得者の割合は55．6％（同61．6％）であり、事業所規模別にみると、500人以   

上で48．2％（同50．4％）、100～499人で58．1％（同65．6％）、30～99人で64．4％（同61．3％）、   

5～29人で50．7％（同62．6％）となっている。（付属統計表第63表）  
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第3章 付 属 統 計 表  

統計利用上の注意  

1表中の〈 〉 内は、平成14年度調査の数値である。，   

2 該当する事項が0の場合「－」で表示した。   

3 「0．0」の欄は集計した数値が表章単位に満たないものである。   
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第1表 産業・事業所規模・労働組合の有無、育児休業制度の規定の有無別事業所割合  

（％）  

総 計   規定あリ   規定なし   
【総計】   

100．0  61．6  38．4  

〈100．0〉  〈61．4〉  く38，5〉   

【産業】  
鉱業   100．0   45．9   54．1   
建設業   100．0   45．4   54．6   
製造業   100．0   56．3   43．7   

食料品・飲料・たばこ・飼料   100．0   62，0   38．0   
繊維一衣服・その他の繊維製品   100．0   52．0   4臥0   

木材・木製品t家具・装備品   100．0   42，4   57．6   
パルプ・紙・紙加工品   100．0   65，2   34．8   
印刷・同関連業   100．0   48．4   51．6   
化学工業・石油製品・石炭製品   100．0   84．8   15．2   
ゴム製品・なめし革・同製品一毛皮   100．0   51．0   49．0   
窯業・土石製品   100．0   51．2   48．8   
鉄鋼業・非鉄金属   100．0   62．1   37．9   
金属製品   100．0   60．9   39．1   
一般機械器具   100．0   47．7   52．3   
電気機械器具、情報通信機械器具，電子部品・デバイス   100．0   71．4   28．6   
輸送用機械器具   100．0   54．0   46．0   
精密機械器具   100．0   58．0   42＿0   
その他（プラスチック製品．その他）   100．0   45．4   54．6   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   99．1   0．9   
情報通信業   100．0   68．6   31．4   
運輸業   100．0   60．5   39．5   
卸売・小売業   100．0   65．3   34．7   

卸売業   100．0   69．0   31．0   
小売業   100，0   62．9   37．1   

金融・保険業   100．0   97．5   2．5   
不動産業   100＿0   65．2   34．8   
飲食店．宿泊業   100．0   52．3   47．7   

飲食店   100▼0   53．3   46．7   
宿泊業   100．0   49．1   50．9   

医療，福祉   100．0   73．4   26．6   
教育．学習支援業   100．0   71．8   2臥2   

複合サービス事業   100．0   89．6   10．4   
サービス業   100．0   57．6   42．4   

専門サービス業   100．0   63，3   36．7   
学術・開発研究機関   100．0   87．8   12▼2   

洗濯・理容一美容・浴場業   100．0   33▼5   66．5   
その他の生活関連サービス業   100，0   68．4   31．6   
娯楽業   100．0   54．6   45．4   
廃棄物処理業   100．0   41．8   58．2   
自動車整備業   100．0   44．4   55．6   
機械等修理業   100．0   74．2   25．8   
物品賃貸業   100．0   64．7   35．3   
広告業   100，0   49，9   50．1   
その他の事業サービス業   100．0   67．5   32．5   
政治■経済・文化団体   100．0   69．2   30．8   
宗教   100．0   23．1   76．9   
その他のサービス業   100．0   71．3   28．7   

【事業所規模】   
500人以上   100．0   99．9   0．1  

く100，0〉  く99，2〉  く0．8〉  
100～499人  100．0  95，5  4．5  

〈100．0〉  く93．6〉  く6．4〉  

30～99人   100．0  83．7  16．3  

く100．0〉  〈78．0〉  〈21．8〉  

5～29人   100．0  56．5  43．5  

〈100．0〉  く57，5〉  く42．5〉  

30人以上（再掲）   100．0  86．1  13．9  

〈100．0〉  〈81．1〉  〈18．8〉  

【労働組合の有無】   
有り   100．0   93．1   6．9  

く100．0〉  く93．8〉  く6．1〉  

無し  100．0  54．1  45．9  

〈100．0〉  〈53．0〉  く47．0〉   
所総 ＝100．0％  



第2表 産業・事業所規模・労働組合の有無、最長育児休業期間別事業所割合  

（％）  

最長育児休業期間  

総 計  
3歳以上  その他  不 明   

1歳6ケ 月  1歳6か 月を超え 2歳未満  2歳～3 歳未満  

【総計】   

100．0   79．9   3．0   6．1   1．0   9．5   0．5   

【産業】  

鉱業   100．0   82．7  8．2  9．1  

建設業   100．0   80．9   1．6   3．4   1．8   10．6   1．8   

製造業   100．0   79．2   2．8   4．1   0．7   12．9   0．3   

電気・ガス・熱供給・水道業  100．0   32．4   33，6   10．2   19．7   4．2  

情報通信業   100．0   69．2   5．2   10，4  15．2  

運輸業   100．0   了3．4   3．5   8．1   1．8   13．2  

卸売・小売業   100．0   80．2   2．9   6．3   0．8   9．3   0．5   

金融・保険業、   100．0   88．5   6．3   2．0  3．2  

不動産業   100．0   71．2   3．6   14．1   0．1   11．0  

飲食店，宿泊業   100．0   84．5   0．6   7．7   0．4   6．7  

医療，福祉   100．0   71．2   1．6   14．1   10．7   0．5   

教育，学習支援業   100．0   86．7   3．0   3．6  6．7  

複合サービス事業   100．0   91．3   0．2   3．1   0．2   5．2  

サービス業   100．0   81．0   3．3   5．5   1．1   8．2   0．9   

【事業所規模】  

500人以上   100．0   68．4   13．2   12．2   3．2   3．0  

100～499人   100．0   77．8   6．4   9．9   1．8   3．6   0．4   

30～99人   100．0   78．8   4．6   6．5   8．6   0．4   

5～29人   100．0   80．4   2．3   5．了   0．9   10．2   0．5   

30人以上（再掲）   100．0   78．4   5．1   7．3   1．4   7．5   0．4   

【労働組合の有無】  

有り   100．0   77．8   6．0   9．0   0．7   6．4   0．1   

無し   100．0   80．8   1．7   4．9   1．1   10．8   0．7   

育児休業制度の規定あり事業所＝100．0％  

一   



第3表 産業・事業所規模・労働組合の有無、育児休業取得可能回数・取得要件別事某所割合  

（％）  

取得可能回数  1歳以降の育児休業の取得要件  

育児・介護  育児・介護休業法の要件  
を満たさなくても取得で  

総 計  休業法の要   
1回   2回   3回   4回   5回   6回以上    件を満たす  

場合にのみ  
不明  

取得できる  

けている   
【総計】   

100．0   89．7   2．3   0．6   0，1   0．1   7，2   78，0   3．5   11．3  7．2  
く100．0〉   く95．4〉   〈2．0〉   く0，1〉   く0，0〉   く0．0〉   く1＿2〉   

【産業】  

鉱業   100．0   87．2   4．3  8．5   82．5  12．8   4．7   
建設業   100．0   87．1   1，5   1．4  9，9   71．6   0．5   18．0   10．0   

製造業   100．0   88．1   1．3   1，5  0．1   9．0   75．5   2．2   13，3   9．0   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   87．0   9．0  3▲9   34．5   26．0   35．3   4，2   

情報通信業   100．0   87．9   0．5   0＿2  11．4   74．0   9．8   10．1   6，0   

運輸業   100．0   82．9   8．9   0．1  0．0   8．1   78．1   1．5   10．3   10．1   

卸売・小売業   100．0   89，8   2．3   0．6  0．1   78．2   4．6   10．4   6．8   

金融・保険業   100．0   93．4   2．1   0．0  4．5   86．7   4，2   5．4   3．7   

不動産業   100，0   92．0   3．3   4．6   71．7   6．9   13．6   7．8   

飲食店，宿泊業   100．0   87．7   2．4  2．7  7．2   85，6   1．5   9．8   3．2   
医療．福祉   100．0   92．7   0．8  0．0  6．4   69．4   4．2   19．1   7．4   
教育，学習支援業   100．0   94．4   1．2  4＿3   84．7   1．9   7．0   6．3   
複合サービス事業   100．0   96．0   0，2   2．6   89．0   1．7   4＿4   4．9   
サービス業   100．0   91．6   2，4   0．4  5，6   80．4   4．8   7．8   

【事業所規模】  
500人以上  100．0   90．0   2．8   0．9  0．1   6．2   68．2  14．8  15．9  1．0  

く100．0〉   く95．0〉   く1．3〉   く－〉   く－〉   く－〉   く2．7〉  

100～499人  100．0   91．8   2．5   0．5  0．2   5．0  80．7  7．2  9．3  2．8  
く100．0〉   く95．5〉   く2．2〉   く0．1〉   く－〉   く－〉   く1．8〉  

30～99人  100．0   89．2   2．9   0，3  0．2   7．5  79．6  4．1  9．5  6．8  
く100．0〉   く94．6〉   く2．7〉   く0＿4〉   〈0、1〉   〈0．1〉   く1．5〉  

5～29人  100．0   89．7   2．2   0．了   0，2  7．2  77．4  3．1  11．9  7＿7  
く100．0〉   く95．5〉   く1．8〉   く0．1〉   〈－〉   く－〉   くト0〉  

30人以上（再掲）  100．0   89，7   2．8   0．3  0．2   6．9  79．6  4．9  9．5  5．9  
く100．0〉   く94．8〉   く2．6〉   く0．3〉   く0．0〉   〈0．0〉   く1．6〉   

【労働組合の有無】  

有リ  100．0   90，9   2．7   0．9   0．5   0．1   4．8   80．6  8，1  7．2  4．1  
く100．0〉   く95．9〉   く2．4〉   く0．1〉   く－〉   く－〉   く1．5〉  

無し  100．0   89．2   2．2   0．5  0．0   8．1  了6．9  ト6  13，0  8．5  

〈100．0〉   く95．1〉   く1．8〉   〈0．1〉   く0．0〉   く0．0〉   く1，0〉   

育児休業制度の規定がある事業所＝100．0％   



第4表 産業・事業所規模・労働組合の有無、育児休業対象者からの除外者の状況別事某所割合  

（％）   

所定労働日数が  
勤続1年未満の者  配偶者（内縁関係の妻又は夫を含む）が  1年以内に退職する  

総 計  遇2日以下の者  常態として子を養育することができる者  ことが明らかな者  

対象   対象外   不明   対象   対象外   不明   対象   対象外   不明   対象   対象外   不明   

【総計】   

100，0   13．3   85．3   1，5   16．9   82．3   0．8   24．1   74．9   1．0   22．8   76．3   0．9  

く100．0〉   〈8．3〉   く91．7〉   く0．0〉   く14．3〉   く85．7〉   く0．0〉   く22．5〉   く77．4〉   く0．2〉   く25．9〉   く74．1〉   く0．0〉   

【産業】  

鉱業   100．0   5．3   94．7  12．6   87，4  9．1   90．9  17．4   82，6  

建設業   100．0   11，5   87．0   1．5   23．4   75．1   1．4   26．2   72．3   1．4   26．2   了2．3   1．4   

製造業   100．0   12．2   85＿9   17．7   81．3   1．0   23．4   75．4   1．2   24．9   74，1   1．0   

電気・ガス・熱供給t水道業   100．0   1l＿6   85．7   2．7   13．2   86，8  17．6   82．4  17．3   82．7  

情報通信業   100．0   11．3   87．0   17．6   82．4  18．4   81．6  19．4   80．6  

運輸業   100．0   9＿6   86．5   14，6   82＿0   3．4   27．6   69．0   3，4   17．2   79．4   3．4   

卸売・小売業   100＿0   1了．4   82．5   0．1   15．2   84，8  24．5   75．5  21．6   78．4  

金融・保険業   100．0   11．2   83．2   5．6   10．8   87．9   1．3   18．0   78．0   3．9   23．2   74．2   2．6   

不動産業   100．0   11．3   88．6   0，1   14．了   85．3  28．2   71．8  16．1   83＿9   0＿0   

飲食店，宿泊業   100．0   18．4   80．9   0．7   21．1   7臥2   0．7   22．6   76．7   0．7   20，1   79．2   0．7   

医療，福祉   100．0   5．7   93，9   0．4   18，2   81．8  16．7   83，3  22．5   77．5  

教育．学習支援菓   100＿0   13．0   86＿6   0．4   17，1   82．5   0．4   32．7   66＿8   0．4   31．7   67．9   0．4   

複合サービス事業   100，0   11．9   88．1  8．4   91．6  23．0   7了．0  20．8   79．2  

サービス業   100．0   12．5   85．7   1．8   18．8   80．l   1．1   27．7   71．2   23．g   75．0   

【事業所規模】  

500人以上   100．0   柑．5   79．7   1．8   21，6   78，3   0．1   22．8   77．l   0．1   22．1   77．7   0＿1   

く100．0〉  く11．0〉   く8臥6〉   〈0．3〉   く21．3〉   く78．6〉   く0．1〉   〈19．9〉   く79．8〉   く0．3〉   く23．6〉   く76．3〉   く0．1〉  

100～499人  100．0   15．2   82＿7   2．1   16．3   83．4   0．3   19．7   79．9   0．4   19．4   80．4   0．3   

く100＿0〉  く10．4〉   く89．5〉   〈0、1〉   く18．0〉   く82．0〉   く－〉   く20．1〉   く79．9〉   〈0．0〉   く25．5〉   く74．5〉   く0．1〉  

30・、′99人  100．0   13，9   85．1   1．0   15．5   84．3   0．2   24．0   75．7   0．3   22．4   77．4   0＿2   

く】00．0〉  〈10．3〉   〈89．6〉   く0．0〉   く16．4〉   〈83．6〉   く－〉   く22．3〉   く77．3〉   く0．4〉   く28．8〉   く71．1〉   〈0．1〉  

5一〉29人  100．0   13，0   85，5   17．3   81．8   1．0   24．4   74．3   1．2   23．1   75．8   

く100．0〉   く7．8〉   く92．2〉   く一〉   〈13．5〉   く86．5〉   く－〉   く22．6〉   く77．2〉   く0，1〉   く25．3〉   く74，7〉   〈－〉  

30人以上（再掲）  100，0   14．3   84．5   1．2   15▼8   84．0   0，2   23．1   76．6   0＿3   21．7   78．0   0．2  

く100．0〉  く10，4〉   〈89．6〉   く0．1〉   く16．8〉   く83．2〉   〈0．0〉   く21．8〉   〈77．9〉   く0．3〉   〈2臥1〉   く71．9〉   く0．1〉   

【労働組合の有無】  

有リ   100．0   18．8   79．4   1．8   15．4   84．2   0、4   25．0   74．3   0．7   19．3   80．3   0．4   

く100．0〉   く7＿9〉   〈92．1〉   く0．0〉   〈11．5〉   〈88．5〉   〈0．0〉   く18，6〉   く81．3〉   く0．1〉   〈21．8〉   く78．1〉   〈0．1〉  

無し  100．0   11．0   87．7   17．5   81．5   0．9   23．8   75．1   1．1   24．2   74．7   1．1  

く100．0〉   〈8．5〉   く91．4〉   く0．0〉   〈15．5〉   く84．5〉   く－〉   く24＿l〉   く75．7〉   〈0，2〉   く27．7〉   く72．3〉   く0．0〉   

育児休業制度の規定がある事業所＝100．0％   



第5表 産業t事業所規模・労働組合の有無、有期契約労働者の育児休業取得範囲の決定の  
有無・範囲別事業所割合  

（％）  

対象労働者  
対象労働者  

対象労働者 の範囲を育  

総 計       決めて いない  不 明    決めている    児t介護休 業法による  
要件と同じ  

としている  
いる  

労働者とし  
ている   

【総計】   

100．0   46．4  53．3   0．3   

（100．0）  （95．9）   （1．9）   （2．2）  

【産業】  

鉱業  100．0  28．0  72，0  

（100．0）  （－）  （1．6）  

建設業  100．0  37．0  63．0  

（100．0）  （4．0）  （8．6）  

製造業   100．0  37．7  61．9   0．4   

（1000）   （0．9）  （1．3）  

電気・ガス・熱供給・水道業  100．0  64．8  35，2  

（90．5）  （8．7）  （0．8）  

情報通信業  100．0  38．8  61．2  

（97．り  （1．3）  （1．6）  

運輸業   100．0  33．9  64．4   

（90．4）  （2．9）  （6．7）  

卸売・小売業   100．0  49．0  50．5   0．5   

（95．0）  （2，6）  （2．4）  

金融・保険業   100．0   70．0  30．0  

（97．7）  （2，3）  （0．0）  

不動産業   100．0  39，6  60．1   0．3   

（98．7）  （0．4）  （0．9）  

飲食店．宿泊業  100．0  58．3  41．7  

（99．7）  （－）  （0．3）  

医療，福祉  100▲0  38．0  62．0  

（98．6）  （0．1）  （1．4）  

教育．学習支援業   100．0  48．5  51．4   0．1   

（98．9）  （0．2）  （0．9）  

複合サービス事業   100．0   68．6  31．4  

（98．1）  （1．9）  （－）  

サービス業   100．0  47．7  52．3   0．0   

（97．1）  （1．7）  （1．1）  

【事業所規模】  

500人以上   100．0   72．9  27」  

（100．0）  （3．4）  （2．4）  

100～499人   100．0  59．6  40．2   0．2   

（100．0）  （2．1）  （2．8）  

30～99人   100．0  48．3  51．7   0．0   

（100．0）  （2．0）  （2．4）  

5～29人   100．0  45．0  54．6   0．4   

（100．0）  （1．9）  （2．1）  

30人以上（再掲）   100．0  51．0  48．9   0．1   

（100．0）   （2．1）  （2．5）  

【労働組合の有無】  

有リ   100．0   62．6  37．3   0．0   

（100．0）  （3．8）  （1．6）  

無し   100．0  39．7  59．8   0．4   

（100．0）   （0．7）  （2．5）  

育児休業制度の規定がある事業所＝100．0％   

J －．   



第6表 産業・事業所規模・労働組合の有無・育児休業制度の規定の有無、育児休業中・  
休業後の労働条件の明示の有無・方法別事某所割合  

（％）  

明示する  
総 計  明示しない   不 明  

書面を交付  口頭で伝達   

【総計】   

100．0   32．9   31．2   30．5   5．4  

〈100．0〉   く38．0〉   く29．3〉   〈30．5〉   〈2．2〉   

【産業】  

鉱業   100．0   24．4   19．0   56．6  

建設業   100．0   22．1   30．0   39．9   8．0   

製造業   100．0   27．7   28．7   35．6   8．0   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   61．1   27．2   10．9   0．9   

情報通信業   100．0   41．9   32．5   25．2   0．4   

運輸業   100．0   34．7   26．0   33．5   5．8   

卸売・小売業   100．0   34．7   33．1   28．3   4．0   

金融・保険業   100．0   57．2   25．2   16．3   1．3   

不動産業   100．0   36．6   30．1   22．5   10．8   

飲食店，宿泊業   100．0   28．9   34．4   2臥9   7．8   

医療．福祉   100．0   29．1   45．7   23．9   1．4   

教育，学習支援業   100．0   34．9   42．9   20．8   1．4   

複合サービス事業   100．0   64．5   18．2   15．0   2．3   

サービス業   100．0   34．4   2臥0   31．7   5．9   

【事業所規模】  

500人以上  100．0   62．2   27．8   10．1  

く100．0〉   く64．8〉   〈26．6〉   く8．6〉   〈0．1〉  

100～499人  100．0   56．9   30．2   12．0   0．9  

〈100．0〉   く57．6〉   〈29．0〉   く12．9〉   く0．5〉  

30～99人  100．0   47．9   31．0   18．4   2．7  

〈100．0〉   く48．5〉   〈29．2〉   〈20．9〉   〈1．4〉  

5～29人  100．0   29．4   31．3   33．3   6．0  

く100．0〉   く35．5〉   く29．3〉   〈32，8〉   〈2，4〉  

30人以上（再掲）  100．0   49．8   30．8   17．1   2．4  

〈100．0〉   く50．3〉   〈29．1〉   く19．3〉   〈1．3〉   

【労働組合の有無】  

有り  100．0   56．3   26．6   16．2   0．9  

〈100．0〉   〈64．6〉   く23，2〉   〈11．9〉   〈0．2〉  

無し  100．0   27．3   32．3   34．0   6．5  

〈100．0〉   く31．2〉   く30．8〉   く35．3〉   く2．7〉  

不明  100．0  93．5   6．5  

【育児休業制度の規定の有無】  

有り  100．0   56．3   29．8   13．4   0．5  

〈100．0〉   く5臥5〉   く30．1〉   〈11，2〉   く0．2〉  

無し  100．0   8．5   25．4   51．3   14．8  

く100．0〉   く7．3〉   〈28．1〉   く59．4〉   〈5．2〉   

房総 ＝100．0％   

⊇ら   



第7表 産業■事業所規模・労働組合の有無、育児休業期間中の会社や共済会等からの金銭支給の  
有無・内容別事業所割合  

（％）  

金銭の  一時金  
支給あり  金銭の  

支給なし   不明  総 計                       （軋ん）              金銭の 支給あリ  所定内 給与額の  所定内 給与額の  所定内 給与額の  定額を  その他   等の 支給あり  一時金を  日数限定    計  （軋A．） 小計  60％以上 を支給  20～60％ 未満  （M．A．） 小計  支給  で有給 
を支給   

100．0  川．2  了8．9  6．9   
（100．0）  （76．0）  （30．8）  

（100，0）  （27．2）  （24．3）  （48）  （18．0）  （25．8）   （100．0）  （62 0）  （402）  

100－0  77，7  
（100，0）  （8．8）  

（100．0）  （376）  （12．7）  （－）  （29．0）  （20．8）   （100．0）  （3．4）  （96．6）  

1000  76．6  
（100．0）  （25．7）  

（100．0）  （34．2）  （16．9）  （5．5）  （13．5）  （298）   （100，0）  （458）  （54．2）  

100．0  79．9  
（100．0）  （366）  

（100．0）  （29d）  （柑．7）  （19）  （24－8）  （24．2）   （1000）  （574）  （47．り  

業  100．0  720  
（100．0）  （599）  

（100．0）  （36．3）  

1000  
8し5  

（100．0）  （46．2）  

（5．9）   

100．0  78．4  
（100．0）  （23．3）  

（100．0）  

100．0  760  
（100－0）  （338）  

（100．0）  

100．0  92．2  
（100．0）  （13．5）  

（100．0）   

100－0  75．9  
（100．0）  什8）  

（16，2）  

100．0  了8．2  
（100．0）  （24、7）  

（2．9）   

1000  824  
（100．0）  （39．5）  

（100．0）  （424）  （20，了）  皿  （12．8）  （241）   （100．0）  （了44）  （25．6）  
100．0  80－9  

（100．0）  （14．8）  
（100．0）  （15．1）  （393）  （6．7）  （26．9）  （12り   （1000）  （24．8）  

TOO．0  88．7  
（100．0）  （33．2）  

（38．9）   

100．0   7B．5   
（100．0）  （74．5）  （31．3）  

（521）       （100．0）  （22．2）  （270）  （2．2）  （15．8）  （33，9）   （100．0）  （555）  

100．0  80－0  
（100．0）  （64．7）  

（100．0）  （9，6）  （36．0）  け6）  （10．8）  （36，7）   （100．0）  （85．1）  （16．0）  
100．0  87．6  

（100．0）  （47．0）  
（100．0）  （13．8）  （29．9）  （‖．4）  （柑．7）  （26，3）   （】00′0）  （74．即  （25′2）  

100．0  85．6  
（100．0）  （44．7）  

（100．0）  （23－0）  （25．3）  （＝．9）  （11．7）  （282）   （100．0）  （73．9）  （2乱9）  
100，0  77．4  

（100．0）  （28．5）  
（100．0）  （28，0）  （24．り  （39）  （18．7）  （25．5）   （100．0）  （5臥9）  （43，2）  

100．0   85．9   
（100．0）  （64．2）  （45．7）  

（100．0）  （209）  （26，4）  （‖．7）  （13．り  （28．0）   （100．0）  （74．5）  （2了．7）  

100．0  79．7  
（100．0）  （46．8）  

（100．0）  （31．6）  （3ト8）  （6．4）  （？0．り  （2【）．8）   （100．0）  （796）  （2ト4）  
100．0  78．7   

（100．0）  （25．6）  
（100．0）  

100．0   6．5  
（100．0）   （－）  

（100，0）   

建設業  

製造業  

電気・ガス・熱供給・水道  

情報通信業  

運輸業  

卸売・小売業  

金融・保険業  

不動産業  

飲食店．宿泊業  

医療．福祉  

教育．学習支援業  

複合サービス事業  

サービス業  

500人以上  

100～499人  

30～99人  

5～29人  

30人以上（再掲）  

労働組合の有無  

事業所総数＝100．0％   



第8表 産業・事業所規模・育児休業制度の規定の有無、定期昇給制度の有無・育児休業取得期間  
中の定期昇給の取扱い別事某所割合  

（％）  

休業期間中  

総 計  
定期昇給の 制度がない  不 明    定期昇給 制度あり  定期昇給 時期に  

昇給する   
期昇給に持  
ち越す   

【総計】   

100．0  57．7  35．5  6．8  
〈100．0〉   く66．3〉  く29．8〉  く3．9〉   

（100．0）  （24．5）  （23．7）  （51，9）  

〈100．0〉   く25．3〉  く23．0〉  く51．8〉  

【産業】  
鉱業   100＿0   33．7  62．8   3．5   

（100．0）  （34．8）  （19．0）  （46，り  
建設業   100．0  42．3  50．2   7．5   

（100．0）  （24．7）  （21．0）  （54．3）  

製造業   100．0  52．1  38，7   9．1   

（1000）  （26．1）  （20．6）  （53．3）  

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   88．7  11．3  

（100．0）  （16．4）  （47．2）  （36．4）  

情報通信業   100．0  66．4  31，9   1．7   

（100．0）  （16．3）  （22．3）  （61．4）  

運輸業   100．0  51．6  39．2   9．2   

（100．0）  （29．3）  （23，1）  （47．5）  

卸売・小売業   100．0  60．9  33．4   5．8   

（100．0）  （27．5）  （24．7）  （47．8）  

金融・保険業   100．0  84．0  16．0   0．0   

（100．0）  （19．5）  （30．0）  （50．6）  

不動産業   100．0  58．6  32．6   8．8   

（100．0）  （23．4）  （25，4）  （51，2）  

飲食店．宿泊業   100．0  43．2  46．9   9．9   

（100．0）  （20．3）  （23．5）  （56．2）  

医療．福祉   100．0  78．2  17．0   4．9   

（100．0）  （22．7）  （22．1）  （55．3）  

教育．学習支援案   100．0  71．4  21．6   6．9   

（100．0）  （22．5）  （20．1）  （57．4）  

複合サービス事業   100．0  85．5  12．0   2．4   

（100．0）  （25，0）  （52．7）  （22．4）  

サービス業   100．0  5了．4  35．4   7．2   

（21．0）  （20．6）  （58．5）  

【事業所規模】  
500人以上  100．0  83．4  16．1  0．5  

（100．0〉  〈6．9〉  〈0．5〉  

（100．0）  （40．4）  （21．6）  （38．0）  

く100．0〉  く22．8〉  く33．0〉  

100”499人  100．0  81．3  17．7  1．0  
〈100．0〉  〈13．1〉  〈0．5〉  

（100．0）  （31．2）  （23，7）  （45．り  

〈100．0〉  〈26．5〉  〈41．6〉  
30～99人  100．0  70．9  24．9  4．2  

〈100．0〉  〈20．8〉  〈2．8〉  

（100．0）  （22．6）  （23．8）  （53．7）  

〈100．0〉  く22．6〉  〈51．1〉  
5～29人  100．0  54．5  38．0  7．5  

〈100．0〉  〈31．9〉  〈4．2〉  

（100．0）  （24．4）  （23．7）  （52．0）  

〈100．0〉  〈22．9〉  〈52．4〉  
30人以上（再掲）  100．0  了3．0  23．4  3．5  

〈100．0〉  〈19．2〉  〈2．4〉   

（100．0）  （24．7）  （23．7）  （51．6）  

〈100．0〉  〈23．4〉  〈49．0〉  

【育児休業制度の規定の有無】  
有り  100．0  75．0  24．3  0．7  

〈100．0〉  く16、9〉  く0．6〉  

（100．0）  （23．8）  （24．5）  （51．7）  

〈100．0〉  〈23．3〉  〈53．5〉  
無し  100，0  29．8  53．5  16．7  

く100．0〉  く47．2〉  〈臥4〉   

（100．0）  （27．3）  （20．3）  （52．5）  

〈100．0〉  〈22．2〉  〈47．3〉  
事業所総数＝100．0％  



第9表 産業・事業所規模・育児休業制度の規定の有無、賞与制度の有無・賞与の算定の際の育児休業期間の  
取扱い別事某所割合  

（％）  

休業期間も まかっ  休業期間も  賞与の算定  

総 計         賞与の制度  不 明    賞与制度   休な   一定程度出  出勤日又は 休業期間に 応じて支給  
する   ている   

する   支給する  めていない   

100．0  77．9  17．2  4．9  
く100．0〉   〈85．5〉  く10．8〉   く3，7〉   

（100．0）  （3．7）   （2，5）  （62．7）  （7．0）  （24．1）  

100．0  78．6  19 6 1．7  

（100．0）  （－）   （58．9）  （5．0）  （31．4）  

100．0  67．8  26．8  5．4  

（100．0）  （2．9）  （54，7）  （5．5）  （35．7）  

100．0  76．3  17．2  6．5  

（100．0）  （1．9）  （56．8）  （5．5）  （31．1）  

水  98．8  1－2  
（100．0）  （1．8）  （85、6）  （10．3）  （1．7）  

100．0  85．6  13．6  0．8  

（100．0）  （0，5）  （71．5）  （7．6）  （18．7）  

100．0  75．0  19．2  5．8  

（100．0）  （2．4）  （56．0）  （12．3）  （24．7）  

100，0  79．1  16．5  4．4  

（100．0）  （2．2）  （63．8）  （7．9）  （214）  

100．0  97，6  24  
（100．0）  （0．3）  （89．2）  （5．0）   （2，9）  

100．0  80．0  13．3  

（100．0）  （6．0）  （49，8）  （11．5）  （323）  

100．0  67．2  25．7  7．1  

（100．0）  （3，1）  （62．8）  （5．1）  （25．1）  

100．0  91．8  50  3，2  

（100．0）  （4．8）  （62，7）  （8．2）  （20．2）  

100．0  84．6  9．8  5．5  

（100．0）  （5．1）  （61，6）  （9．9）  （21．1）  

100．0  95．1  3．8  

（100，0）  （2．4）  （86．9）  （4，4）   （6．2）  

100．0  75．9  18．6  5．5  

（100．0）   （2．6）  （62．5）  （6．0）  （25．0）  

100．0  97．7  2．3  0．0  
く100．0〉  く0，2〉  

（100．0）  什7）  

100．0  95．3  4．0  0．7  
く100．0〉  く1．3〉  

（100．0）  （2，0）  （5．1）  

100．0  88．5  8，8  2．7  
く100．0〉  く6．6〉  

（100．0）  （2．6）  

100．0  75．3  19．2  5．5  

く100．0〉  く‖．9〉  

（100．0）  （2．5）  

100．0  89．9  7．8  2．3  
〈100．0〉  く5．6〉  

（100．0）   （2．5）   

の  

100．0  91．6  8．0  0．4  

〈100．0〉  く3．1〉  

（100．0）  （2．4）  

100．0  55．8  32．1  12．1  

〈100．0〉  〈21．4〉  

（100．0）   （2．8）   

【産業】  

鉱業  

建設業  

製造業  

電気・ガス・熱供給・  

情報通信業  

運輸業  

卸売・小売業  

金融・保険業  

不動産業  

飲食店，宿泊業  

医療，福祉  

教育．学習支援業  

複合サービス事業  

サービス業  

【事業所規模】  

500人以上  

100～499人  

30～99人  

5～29人  

30人以上（再掲）  

【育児休業制度の規定 有り  

事業所総数＝100．0％  



第10表 産業・事集所規模・育児休業制度の規定の有無、追放金制度の有無・退職金の井定の際の育児休業期間の取扱  
い別事菓所割合  

（％）  

休業期間も  退職金の算  

退職金   
総 計           不 明    退職金  休業期間も  

算入する   ている   
決めていな  

算入する   い   
【総計】   

100．0  19．2  4，7  
〈100．0〉   く14．6〉   く3，5〉   

（100．0）  （29．3）   （5．5）   （36．7）   （4．6）   （23．9）  
【産業】  

鉱業   100，0  77．1   21．1   1．7   
（39．5）   （7．2）   （24．6）   （0．4）   （28．2）  

建設業   100．0   22－9   5．4   
（100．0）  （25．7）  （2．1）   （40．9）   

製造業   100．0   74．6   19．2   6．2   
（100．0）  （30．9）  （3．9）   （27．2）  

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   100．0   

（1000）  （20＿5）  （5．7）   （70．7）   （2．2）   （0．9）   

情報通悟業   100．0  80．2  19．0   0．8   
（100．0）  （38．0）   （9．0）   （13．3）   

運輸業   100，0   72．3   21．9  5、8  

（100．0）  （31．7）   （7．2）   （20．6）  
卸売■′ト売薬   100．0   79．0   17．0  4．0  

（1000）  （27．7）  （4．2）   （42，6）   （2．6）   （22．8）   
金融・保険業   100．0  100．0  0．0  

（1000）  （21，0）  （2．3）   （64．4）  （9．8）   （2．5）   
不動産業   100．0  74．3  19．2  

（100．0）  

飲食店，宿泊業   100．0   55．5   38，5   6．1  
（1000）  （41．2）  （2．8）   （25．7）   （8．4）   （22．0）   

医療．福祉   100．0  88．8  9．1   2．1   
（100．0）  （4．6）   （20．9）   

教育，学習支援業   100．0   85．3   9．2   5．5  
（1000）  （25．6）  （13．1）  （24．7）  （10．6）  （25．8）   

複合サービス事業   100．0  97．4  1．3   1．3  
（1000）  （16．0）  （3．0）   （64．0）  （10．9）   （6．0）   

サービス業   100．0  69．2  24．9   5．9  
（100．0）  （30．6）  （4．9）   （36．4）   （3．9）   （24，2）   

【事業所規模】  

500人以上  100．0  0．0  
く100．0〉  く0．8〉  

（100．0）  （54．0）  （8．8）  （0．8）  

100～499人  100．0  5．8  0．7  
く】00．0〉  く2，3〉  

（100．0）  （51．5）  （4．7）  （4．0）  

30～99人  100．0  9．5  2．6  
〈100．0〉  く7．1〉  

（100．0）  （43．5）  （5．0）  （12＿0）  

5～29人  100．0  21．4  5，3  
く100．0〉  く16．2〉  

（100．0）  （34．5）  （4．5）  （27，4）  

30人以上（再掲）  100．0  8．7  2．2  
く100．0〉   く6．2〉  

（100＿0）   （45．3）  （5．0）  （10．2）   

ゴT  

有リ  100．0  9．7  0．4  
〈100，0〉  く5．7〉  

（100．0）  （48．1）  （5．り  （8．5）  

無し  100．0  3l．1  10．2  
く100．0〉   く26．了〉  

（100．0）   （14．8）   （3，7）  （53．5）  

事業所総数＝】00．0％  

、・ご ′、   



第11表 産業・事業所規模・育児休業制度の規定の有無、育児休業復職後の職場・職種の取扱  

い別事業所割合  
（％）  

原則として原職  

総 計   又は原職相当職  
に復帰する   決定する   

【総計】   

100．0   66．6   15．4   11．1   6．9  

く100．0〉   〈71．3〉   く15．1〉   く9．7〉   く3．9〉   

【産業】  

鉱業   100．0   73．5   12．5   12．2   1．7   

建設業   100．0   56．4   15．9   20－2   7．5   

製造業   100．0   64．1   16．4   9．5   10．0   

電気■ガス・熱供給・水道業   100．0   92．3   4．6   3．1  

情報通信業   100．0   67．2、   25．7   5．8   1．3   

運輸業   100．0   61．8   17．8   12．5   7．9   

卸売・小売業   100．0   66．5   16．1   11．3   6．1  

金融・保険業   100．0   91．6   5．5   2．8   

不動産業   100．0   64．7   15．3   11．4   8．6  

飲食店一 宿泊業   100．0   60．0   23．3   8．9   7．8   

医療，福祉   100．0   81．1   10．7   2．8   5．4   

教育，学習支援業   100．0   75．3   9．2   8．6   6．9   

複合サービス事業   100．0   78．3   6．0   11．0   4．7   

サービス業   100．0   67．3   14．1   11．1   7，6   

【事業所規模】  

500人以上  100．0   87．6   8．3   4．0   0．0  

く100．0〉   く87．6〉   〈6．1〉   く6．3〉   〈－〉  

100～499人  100．0   86．2   7．8   5．1   0．9  

く100．0〉   く86．6〉   く7．3〉   〈5．7〉   く0．4〉  

30～99人  100．0   79，8   11．2   5．6   3，4  

く100．0〉   〈78．0〉   く12．4〉   く7．4〉   く2．2〉  

5～29人  100．0   63．6   16．4   12，2   7．7  

く100．0〉   く69．6〉   く15．8〉   〈10．3〉   く4．3〉  

30人以上（再掲）  100．0   81．1   10．5   5．5   2．9  

〈100．0〉   〈79．6〉   く11．5〉   〈7．1〉   〈1．9〉   

【育児休業制度の規定の有無】  

有り  100，0   85．9   8．7   5．0   0，4  

〈100．0〉   く84．1〉   〈9．9〉   く5．8〉   く0．3〉  

無し  100．0   44．9   19．5   16．5   19．1  

く100．0〉   〈53．8〉   く22．2〉   く15．2〉   〈8．9〉   

事業所総数＝100．0％  

ぎ   



第12表 産業・事業所規模・育児休業制度の規定の有無、育児休業取得者に対する職業能力の維持、  
向上のための措置の有無・措置の内容別事業所割合  

（％〉  

講じている  
総 計  （肌A）   

その他   
講じていない  不 明  

場・仕事に閲す  
る情報）   

【総計】   

100．0  24．9  69．7  5．4  
〈100．0〉  く31．6〉  〈65，2〉  く3．3〉   

（100．0）  （69．7）  （2臥5）  （12．8）  

く100．0〉  く6臥0〉  く25．5〉  く15．6〉  

【産業】  

鉱業   100．0   22．8  75，5   1．7   
（100．0）  （了5，2）  （17，8）  （16．2）  

建設業   100．0  15．9  76．6   
（100．0）  （64．8）  （24．6）  （16．4）  

製造業   100．0  18．1  74．2   7．7   
（1000）  （69．8）  （25．6）  （15．2）  

電気・ガス■熱供給・水道業   100．0   了2．5  2了．5  

（100．0）  （91．4）  （10．8）  （6．3）  

情報通信業   100．0  42．3  57、1   0，6   
（100．0）  （84．2）  （24．6）  （10．3）  

運輸業   1DO．0  22．4  72．5   5．1   
（100．0）  く6了．9）  （38．0）  （5．9）  

卸売・小売業   100．0  25．2  70．3   4．5   
（1000）  （75．0）  （23．5）  （10．4）  

金融・保険業   100．0   52．9  47．1  
（100．0）  （69．3）  （35．2）  （15．7）  

不動産業   100．0  24．4  65．0   10．6   
（100．0）  （64．8）  （17．9）  （18．0）  

飲食店，宿泊業   100．0  26．0  6了．9   6．0   
（100．0）  （57．0）  （30．4）  （23．5）  

医療．福祉   100．0  27．8  6臥9   3．2   
（100．0）  （了2．0）  （37．2）  （12．0）  

教育，学習支援案   100．0  28．1  67．7   4．1   
（100．0）  （89．2）  （14．5）  （8．3）  

複合サービス事業   100．0  46．7  51．0   2．3   
（100．0）  （44．5）  （56．1）  （13．7）  

サービス業   100．0  24．6  69．2   
（100．0）  （65．5）  （2g．3）  （10．9）  

【事業所規模】  
500人以上  100．0  61．1  38．9  0．0  

く100．0〉  く65．3〉  く34．7〉  く－〉  

（100、0）   （91．り   （18．9）   （了．1）  

〈100．0〉  く92．6〉   く18．0〉   〈6．7〉   

100－499人  100．0  46．7  52．6   0．8  
く100．0〉   く48．9〉  く50．了〉   く0．5〉  

（100．0）   （81．0）   （24．3）   （10．6）  

く100．0〉  く79．4〉   く26．6〉   く10．1〉   

30～99人  100．0  32．0  64．7   3．3  
〈100．0〉   く34．9〉  く62，8〉   く2．3〉  

（100．0）   （74．6）   （29，3）   （11．4）  

く100．0〉  く72．4〉   く25．6〉   〈12．2〉   

5～29人  100．0  22．7  71．3   6．0  
〈100．0〉   く30．3〉  く66．2〉   く3．5〉  

（100．0）   （67，5）   （28．7）   （13．3）  

く100．0〉  〈66．4〉   く25．5〉   く16．6〉   

30人以上（再掲）  100．0  35．2  62．0   2．8  
〈100．0〉   く37．8〉  く60．3〉   く1．9〉   

（100．0）  （76．6）  （27．8）  （11．1）  

く100．0〉  く了4．4〉  く25．6〉  〈11．6〉  

【育児休業制度の規定の有無】  
有り  100．0  35．7  63．8  0．5  

く100．0〉  く46．4〉  く53．4〉  く0．2〉  

（100．0）   （71．5）   （29．6）   （10．5）  

く100．0〉  〈69．9〉   く27．6〉   〈12．4〉   

無し  100．0  7．4  79．2   13，4  
く100．0〉   〈9．8〉  〈82．4〉   く7．7〉   

（100．0）  （56．1）  （19．4）  （30．2）  

〈100．0〉  く54．4〉  く10．9〉  く37．7〉  

事業所総数＝100．0％   
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第13表 産業・事業所規模・労働組合の有無・育児休業制虔の規定の有無、男女・出産者の有無・育児休業取得者の  
有無別事某所割合  

（％）  

女性出産者  配偶者が出  
計  育児休業取  育児休業取   ありの事業  育児休業取  育児休業取   出産者なし の事業所  不 明  

不 明         不 明   
事業所  事業所  事業所  事業所  事業所  事業所   

0  762  

0   く70，9〉   

（1000）  （376）  （丁71）  

く1000〉  く35．4〉  く804〉  

〔100．0）  〔Z84〕  〔716】  〔00〕    〔100．0〕  〔丁4．8〕  〔25，2〕  〔00〕    〔100D〕  〔05〕  〔995〕  

〈1000〉  く26 0〉  ／72 5〉  く1．5〉  
9丁．4  0．5   

（1000）  （625）  （466）  

rOOl   

圧   7巳9  

（100．0）  （269）  （834）  

〔1000〕  

ト00  祁5  

（1000）  30り  （丁75）  

〔1000〕  

100  Tl4  

（10o）  （376）  （84、5 

〔1000ユ  

100  4了．1  

（100，0）  （40g）  （786）  

〔柑00〕  

〉00  
635  

（10D）  （278）  （8臥5）  

〔1000】  

）0（】  
了31  

（1000）  （237）  （867 

〔1000〕  

】DO  7了8  

（100〕  （26了 （鋸卜射  

〔1000］  

）00  758  

（100）  （4l7）  （丁51  

〔100．0〕  

）00  744  

（100）  （296〉  a16）  

〔1000〕  

）00  的7  

（1．0）  （135）  （940）  

【川00〕   〔87〕  〔913】  ［－〕   〔1000〕  r63 5〕  〔36 5〕  〔一〕   〔1000〕  〔01）  〔9g g〕  

氾．0  62g  

（†000）  （900）  （310）  

〔1000〕  

）00  754  

（100）  （636）  （636）  

〔100．0〕  

）00  74．1  

（10．0）  （55，3）  （692）  

【100．0〕  

〕00   
800   

（100）  （347）  （774）  

「10001  r2801  r7201  「－1   「†00Dl  「7g61  r2041  r－1   「10001  rO71  「g931   

00．0  68．6  

00．0〉  く618〉  

（1000）  （39．8）  （了7．4）  

く1000〉  く369〉  〈80．1〉  

〔†000〕  〔32．1〕  【679〕  〔0．0〕    〔100．0〕  川0．0】  〔200〕  〔08〕    〔1000〕  〔0．5〕  〔995】  
く1000）  

080  884  

000）   く833〉   

（100．0）  （281）  （75．8）  

く1000〉  く30．5〉  く811〉  

〔1000〕   

く1000〉  く15 0〉  （83．2〉  く18）  〈1000〉  く45 8）  く54．2〉   く－〉  〈100 0〉  く1．4〉  く98 6〉   

総   

【総計】   
1  

（1   

・つち、有期契約労働者  

【産業】  
銘菓  JO 

建設案  

製造業   

電気・ガス・熱供給・水道業  

情報通信菓   

運輸業   

卸売・小売業   

金融・保険業   

不動産業   

飲食店宿泊業   

医療福祉   

教育学習支援莱   

複合サービス事業   

サービス菓   

【事業所規模】   
5DD人以上  〕 

） 

100－499人  0 

くl  

30－99人  0 

0 

5－■29人  0 

0 

30人以上（再掲）   0 

0 

【労働組合の有無】   
有リ  0 

く1  

無し  0 

0 

不明   0 

【育児休業制度の規定の有無】   
有リ  

無し   

事業所総数＝1000％  

こ∴・      ＿J   



第14表 産業・事業所規模・労働組合の有無・育児休業制度の規定の有無、男女別  
常用労働者に占める出産者割合  

（％）  

常用  女性常用  
労働者  

男性常用  

計   配偶者が出  計   出産者  
労働者  

計   
産した者  

産した者   

【総計】   

100．0   2．1   100．0  1．5  100．0   2．5   

く100．0〉  く1．7〉  

【産業】  

鉱業   100．0   2．1   100．0   2．3   100．0   2．0   

建設業   100．0   2．4   100．0   2．8   100．0   2．4   

製造業   100、0   2．4   100．0   1．了   100．0   2．7   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   3．2   100．0   4．4   100．0   3．1   

情報通信業   100．0   3．1   100．0   2．2   100．0   3．3   

運輸業   100．0   2．2   100．0   2．1   100．0   2．2   

卸売・小売業   100．0   2．1   100．0   0．9   100．0   3．1   

金融・保険業   100．0   2．2   100．0   1．3   100．0   2．8   

不動産業   100．0   2．8   100．0   1．8   100．0   3．3   

飲食店，宿泊業   100．0   0．8   100．0   0．2   100．0   1．4   

医療．福祉   100．0   2．6   100．0   2．5   100．0   2．9   

教育，学習支援業   100．0   1．7   100．0   100．0   1．8   

複合サービス事業   100．0   2．4   100．0   2．5   100．0   2．3   

サービス業   100．0   1．5   100．0   0．9   100．0   1．9   

【事業所規模】  
500人以上   100．0   2．4   100．0  2．1  100．0   2．5   

く100．0〉  く2．3〉  

100～499人   100．0   2．4  100．0  1．7  100．0   2．8   

く100．0〉  く1．7〉  

30■－99人   100．0   2．1  100．0  1．2  100．0   2．了   

く100．0〉  く1．4〉  

5～29人   100．0   2．0  100．0  1．4  100．0   2，3   

く100．0〉  〈1．8〉  

30人以上（再掲）   100．0   2．3  100．0  1．5  100．0   2．了   

〈100．0〉  〈1．6〉  

【労働組合の有無】  

有り   100．0   2．6   100．0  1．8  100．0   3．0   

く100．0〉  く2．4〉  

無し   100．0   1．9  100．0  1．3  100．0   2．2   

く100．0〉  く1．4〉  

不明   100，0   21．1  100．0  93．5  100．0   

【育児休業制度の規定の有無】  

有り   100．0   2．4   100．0   1．6   100．0   2．8   
■  〈1000〉   く19〉   

無し   100．0   1．2   100．0  1．0  100．0   1．3   

く100．0〉  〈1．2〉  
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第15表 産業・事業所規模・労働組合の有無・育児休業制度の規定の有無、男女別育児休業取得者割合  

（％）  

出産した女性労  
育児休業  働者に占める育  
取得者   女 性   児休業取得者の  

割合   取得者の割合  
【総計】   

100．0   98．0   2－0   72．3   0．50  

《1000》  【961》  39》  【706  《056》   
うち、有期契約労働者   100．0   99，8   0．2   515   0．10   

【産業】  
鉱業  100．0  100．0  66 4 

《100．0》  《100－0》   《－》  《5．4》   《－》  

建設業  100．0   99．9   0．1   279   0．00  

《100．0》   《100．0》   《－》   《87了》   《－》  

製造業  100．0   96．5   3．5   80．1   0．72  

《100．0〉   《96．0》   《4．0》   《79．2〉   《0．70》  

食料品・飲料・たばこ・飼料  100．0   991   0．9   806   0，20   

繊維・衣服・その他の繊維製品   100．0   99，4   0．6   7（‡0   0，37   

木材・木製品・家具・装備品   100．0   72．4   27．6   87．6   4．39   

／iルプ・紙・紙加工品   100．0   100．0  908  

印刷・同関連業   100．0   100．0  59．3  

化学工業・石油製品・石炭製品   100．0   99．4   06   83．4   0．15   

ゴム製品・なめし革・同製品・毛皮   100．0   97．3   2．7   72，2   0．41   

窯業・土石製品   100．0   100．0  B5．5  

鉄鋼業・非鉄金属   100．0   1000  89、9  

金属製品   100．0   100，0  589  

一般機械器具   100．0   99．9   0．1   87．0   0．02   

電気機械器具、情報通信機械器具，電子部品・デ／くイス   100．0   998   0．2   82．1   0．05   

輸送用機械器具   100．0   99．6   0－4   83．6   0．06   

精密機械器具   100．0   52．2   47，8   75．9   15．66   

その他（プラスチック製晶．その他）   100．0   99．1   0．9   7B．2   0，14   

電気・ガス・熱供給・水道業  100．0   96．1   3．9   86，6   0．57  

《100．0〉   《99．8》   《0．2》   《87．2》   《0．03》  

情報通信実  100．0   99．3   0．7   88．9   0．13  

《100．0》   《99．8》   《0．2》   《90．9》   《0．05》  

運輸業  100．0   99．0   1．0   65．7   0．10  

《100．0》   《82．8》   《17．2》   《54－9》   《1．04》  

卸売・小売業  100．0   99．9   0．1   76．3   0．01  

《100．0》   《99．1》   《0．9》   《41．3》   《0．08》  

卸売業  100．0   99．9   0，1   69．5   0．01   

小売業   100－0   99．9   0．1   82，8   0．01   

金融・保険業  100．0  100．0  84．1  

《100．0〉  《100．0》   《－》  《84．8》   《一》  
不動産業  100．0   46．9   531   51．1   17．21  

《100．0》   《100－0》   《一》   《69．4》   《－》  

飲食店、宿泊業  100．0   99．3   0．7   61．9   0．06  

《100．0》   《77，0》   《23．0》   《93．5》   《1．06》  

飲食店  100．0   97．6   40．6   0．10   

宿泊業   100．0   100．0  77．8  

医療、福祉  100．0   100．0  708  

《100．0》   《99．6》   《0．4》   《86．7》   《0，61》  

教育、学習支援案  100．0   985   ト5   78．9   0．95  

《100．0》   《99．6》   《0．4》   《88．3》   《0．13》  

複合サービス事業  100．0   100．0  86．6  

《100．0》   《100．0》   《－》   《83．9》   《－》  

サービス菓  100．0   97．5   2．5   68．6   0．56  

《100．0》   《89．9》   《10．1》   《62．8》   《1．49》  

専門サービス業  100．0   98．9   1．1   61．1   0．20   

学術・開発研究機関   100．0   99．3   0．7   77．7   0，16   

洗濯・理容・美容・浴場業   100．0   100．0  66．6  

その他の生活関連サービス業   100．0   100．0   96－8  

娯楽業   100．0   99．0  1．0  57．4   0．24   

廃棄物処理業  100．0  100．0  43．8  

自動車整備業  100．0  100．0  91．8  

機械等修理業   100．0   67．8   32．2   76．9   7．42   

物品賃貸業   100．0   100．0  92．7  

広告業   100．0   100．0  54．6  

その他の事業サービス業   100．0   100．0  65．9  

政治・経済・文化団体   100．0   98．3   1．7   61．2   0，73   

宗教   100．0   96．6   3．4   76．4   0．24   

その他のサービス菓   100．0   100．0  54．8  

【事業所規模】  
500人以上  100．0   99．6   0．4   87．3   0．13  

《100．0》   《99．6》   《0．4》   《83．2》   《0．11》  

100～499人  100．0   99，5   0．5   79．0   0．14  

《100．0》   《98．7》   《1．3》   《83．0》   《0．37》  

30～99人  100．0   96．4   3．6   76．9   0．84  

《100．0》   《96．4》   《3．6》   《69．5〉   《0．59》  

5～29人  100．0   97．0   3．0   58．5   0．66  

《100．0》   《92．8》   《7．2》   《60．2》   《0．66》  

30人以上（再掲）  100．0   98．5   1．5   80．2   0．41  

《100．0》   《98．1》   《1．9》   《78．0》   《0．43》   

【労働組合の有無】  
労働組合あリ  100．0   99．4   0．6   81．2   0．13  

《100．0》   《97．4》   《2．6》   《64．8》   《0．30》  

労働組合なし  100．0   96．9   3．1   67．4   0．86  

《100，0》   《95．2》   《4，8》  《75．5》  《0．84》   

【育児休業制度の規定の有無】  
有り   100．0   98．8   78．4   0．32   

無し   100．0   85．1   14．9   28．1   2．15   

（注）全事業所において、H164．1－H173．31までの1年間に出産した者（男性の場合は配偶者が出産した者。）に占める、H17．10．1までの間に育児休業を  
開始した者の割合である。  

（注）≪ ≫ は、平成16年度調査の数値である。  

′ 



第16表 産業・事業所規模・労働組合の有無・育児休業制度の規定の有無、男女別育児休業終了後の復職者割合  
（H16．4．1～17．3．31）  

（％）  

の日児  男性の育児  
取得者  復職者  退職者    休業取得者  復職者  退職者   休業取得者  復職者  退職者   

【総計】   
100．0  98．8  1．2  

く100．0〉  く99．1〉  く0．9〉  

（100．0）  （89．0）  （11．0）    （100．0）  （8g．0）  （1ト0）    （100．0）  （94．9）   （5．1）  

く100．0）  く88．8〉  く1し2〉  く100．0〉  く88．7〉  く11．3〉  く100．0〉  く1（）0．0〉  く－〉   
【産業】  

鉱業  100．0  100、0  

（100．0）  （52，g）  （47．1）   （100．0）  （52，9）  （47．1）  （100．0）  （－）   （－）  

建設業  100．0  100．0  

（100．0）  （－）   

製造業  100．0   98．7   1．3   

（100．0）  （8．8）  （100．0）  

電気・ガス・熱供給・水道業  956   44   

（100．01  （ト6）  （100．0）  

情報通信業  100．0  99．3  0．7  

（100．針  （10D．D）  

運輸業  100．0   98．7   ト3   

（100．0：ト  （6．6）  （100．0）  

卸売・小売業  1000   1000   00   

（100．0）  （94．0）  （6．0）  （100．0）  （94．0）   （6．0）  （100．0）  （100．0）  （－）  

金融・保険業  100．0  100．0  

（100．0）  （87．4）  （12．6）   （100．0）  （87．4）  （12．6）  （100．0）  （－）   （－）  

不動産業  100，0  100．0  

（100．0）  （－）   

飲食店，宿泊業  100．0   70．2   29．8   

（100．0）  （5．5）  （100．0）  

医療．福祉  100．0   100．0   0．0   

（100．0）  

教育．学習支援業  100．0   98．3   1．7   

（100．0）  （95．3）  （4，7）  （100．0）  （95．3）  （4．7）  （100、0）  （100．0）  （－）  
複合サービス事業  100．0  100．0  

（100．0）  （－）  

サービス業  100．0   994   06   
（100．0）  （83．0）  （け0）  （100，0）  （82．9）  （け1）  （100．0）  （100．0）  （－）   

【事業所規模】  
500人以上  100．0  99．7  0．3  

く100．0〉  〈99．7〉  く0，3〉  

（100．0〉  （g2．6）  （了．4）    （100．0）  （92．了）  （了．3）    （100．0）  （87．1）  （12．9）  
く100．D〉  

100｛一499人  100．0   99．7   0．3   
く100．0〉  く99．6〉  く0．4〉  

（100、0）  （91．2）  （8．8）   （100．0）  （91．2）  （8．8）   （100．0）  （100．0）  （－）  
〈100．0〉  

30一｝99人  100．0   99．2   0．8   
く100．0〉  く99．9〉  〈0．1〉  

（100．0）  （85，5）  （14、5）   （100．0）  （85．4）  （14．6）   （100．0）  く100．0）  （－）  
く100．0〉  

5～29人  100．0   97．4   2．6   
く100．0〉  く98．0〉  く2．0〉  

（100．0）  （87．8）  （12．2）   （100．0）  （87．7）  （12．3）   （100．0）  （94．0）   （6，0）  

く100．0〉  

30人以上（再掲）  100．0   99．5   0．5   
く100．0〉  く99．7〉  〈0．3〉  

（100．0）  （89．7）  （10．3）   （100．0）  （89．7）  （10．3）   （100．0）  （97．6）  く2．4）  
〈100．0〉  く90．4〉  〈9．6〉  〈100．0〉  〈90．4〉  〈9．6〉  く100，0〉  く100．0〉  く－〉   

【労働組合の有無】  
有り  100．0  99．5  0．5  

く100．0〉  く98．9〉  く1，1〉  

（100．0）  （92．7）  （7．3）    （100．0）  （92．7）  （7．3）    （100．0）  （98．3）   （1．7）  
く100．0〉  

無し  100．0   98．2   1．8   
く100，0〉  〈99．2〉  く0．8〉  

（100，0）  （86，1）  （13．9）   （100，0）  （86．0）  （14．0）   （100．0）  （94．2）   （5．8）  
〈100．0〉  く84．9〉  〈15．1〉  く100．0〉  〈84．8〉  〈15．2〉  〈100．0〉  〈100．0〉  く－〉   

【育児休業制度の規定の有無】  
有り  100．0  98．8  1．2  

く1（）0．0〉  く99．0〉  く1．0〉  

（100．0）  （88．5）  （11．5）    （100，0）  （88，4）  （11．6）    （100，0）  （99．4〉   （0．6）  
く100，0〉  

無し  100．0   98．7   1．3   
く100．0〉  く100．0〉  く－〉  

（100．0）  （94，6）  （5．4）   （100．0）  （95．2）  （4．8）   （100．0〉  （46，8）  （53．2）  
く100．0〉  く77．2〉  く22．8〉  く†00．0〉  〈77．2〉  く22，8〉  く100．0〉  〈－〉   〈－〉   

H16．4．1～17．3．31までの1年間に育児休業を終了し、復職予定だった者＝100．0％  



第16－2表 産業・事業所規模t労働組合の有無・育児休業制度の規定の有無、育児休業終了後の  
復職状況別事業所割合（H16．4．1～17．3．31）  

（％）  

復職予定者  復職予定者 なし  不 明  
総 計         事業所        あり事業所  復職者のみ いた事業所  退職者のみ いた事業所  復職者も退 職者もいた  

事業所   

【総計】   

100、0   6，8  93．1   0．1   
（100．0）  （84．2）   （8．8）   （7．0）   （0．1）  

【産業】  

鉱業   100．0   3．7  96．3  

（100．0）  （一）  （－）  

建設業   100．0  2．8  97．0   0．1   

（100．0）  （1，6）  （－）  

製造業   100．0  8．7  91．3   0．1   

（100．0）  （8．7）  （5．4）  （－）  

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0  16．5  82．2   

（100．0）  （2．3）  （0．7）  （0．4）  

情報通信業   100．0  11．0  89．0   0．0   

（100．0）  （3．7）  （－）  

運輸業   100．0  3．9  96．1  

（100．0）  （3．4）  （0．4）  （－）  

卸売・小売業   100．0  4．0  96．0   0．1   

（1000）   （4．5）  （1．9）  （－）  

金融・保険業   100，0   10．7  89．3  

（80．8）  （3．1）  （16．1）  （－）  

不動産業  100．0  5．6  94．4  0．0  

（61．8）  （0．2）  （38．1）  （－）  

飲食店，宿泊業  100．0  2．6  97．4  

（95．0）  （3，3）  （1．6）  （0．1）  

医療，福祉  100．0  27．6  72．4  

（76．1）  （－）  

教育，学習支援業  100．0  12．1  87．9  0，0   

（94．3）  （2．5）  （3．2）  （－）  

複合サービス事業   100．0  13．4  86．6  

（95．5）  （0．6）  （3．9）  （－）  

サービス業   100．0  5．2  94．8   0．0   

（79．8）   （8．1）  （0，6）  

【事業所規模】  

500人以上   100．0   79．7  19．4   0．9   

（100．0）  （2．4）  （29、2）  （0．1）  

100－499人   100．0  38．9  61．0   0，0   

（100．0）  （6．7）  （12．1）  （0．3）  

30～99人   100．0  13．2  86．4   0．3   

（100．0）  （9．0）  （8．4）  （－）  

5～29人   100，0  4．3  95．7   0．0   

（100．0）  （9．7）  （3．3）  （－）  

30人以上（再掲）   100．0  19．0  80．7   0．3   

（100．0）   （7．7）  （11．り  （0．1）  

【労働組合の有無】  

有リ   100，0   11．2  88．8   0．0   

（100．0）  （3．0）  （9．3）  （0．0）  

無し   100．0  5．8  94．2   0．1   

（100．0）   （6．0）  （0．り  

【育児休業制度の規定の有無】  

有リ   100．0   9．7  90．3   0．0   

（100．0）  （9．3）  （8．0）  （0，1）  

無し   100．0  2．2  97．7   0．1   

（100．0）   （5．1）  （－）  （－）  

事業所総数＝100．0％  

4イ   



第17表 産業・事業所規模■育児休業制度の規定の有無・最長育児休業期間、男女■取得休業期間別  
育児休業取得者割合（H16．4．1～17．3．31）  

く％）  

三＝・・l  

1か月－  3か月－  6か月－  8か月－  柑か月－  】2か月－   柑か月－   2抽、月－   
I十  1か月末猫                    ユ6か月以上  不 明     3か月未満  6か月末濡  8か月未満  10か月未満  12か月未満  18か月末沸   24か月末粛   36か月末蕎   

【絶I†】   

100，0  2．g  10．6  14，g  臥†  12．0  34．6  13．3   l．7   0．7  0，1  

く100．0）  〈l．1〉  く8．7〉  く14．丁〉  く10．丁）  くほ，9〉  く41．0〉  く54〉   （0，7〉   （0g〉  （0．7）  く0．1〉   

【産業】  
鉱業   】00．0  88．g  3．7   3，7   3，7  

建設業   10（l．0  0．l   89  55．1  12．3  19 205 78 08  
製造業   1000  2，0   1．3  D．2  3，7   
電気・ガス・熱供給・水道業   100．0  3．4   丁．4   8．9   19，1  44．0  89  5．4  

情報通信業   100．0  L8   2．9   16，0  S．0  33．9  23．8   3．5  ¢．1  6．9   

運輸業   100．0  1．4   22．0  7．1   8．5   9．5  】0、8  30．6   41  56   0．ヰ   

卸売りト先業  100．0  3．6  16．3  8．9   3．5  34－6  25．0     ．2   0．7   0．3   
金融・保険業  1000   ＝  1．4  ．8  
不動産業  100，0  ト3  60   コ．   0   ．5   0．l   O 1 
飲食店宿泊業  1000   459   ト0  0．3  

医療、福祉   100，0  3，7   12．2   21d   1 2 0丁  
教育、学習支援業  】00．0  l．7  丁．5  45，7    ．0  37  
複合サービス事業  1000   1，2  136  
サービス業   1000  45   15 4 15 D il 34   02   01  
【事業所規模】  

5〔）0人以上   100．0  0，8   4l   9．3   99   】5 0  380  12．0   28  01   66   
100－4g9人   】00．0  ト7   63   12．5  99   t3．2  433  03   03  
30－99人   tOO0  24   5．4  1g．5  12．0  臥2  348  1．8   
5－29人   100．0  53   ZO0  t67  3．6   1l9  Z61  
30人以上（再掲）   100．0  ト7   5，5   13、9  ＝】．5  lZ．1  39．3  し1  01   1．7  

く                                                                                          〈！00．0〉  くし4〉  く‖）0）  く17．0）  く10．8〉  く1S0〉  〈366♪  同  3〉   ．2〉  〈0 4ニ〉  〈0．1）  〈0，2〉   

【育児休業制虐の規定の有無】  
有り   1000  25   臥9  1l．9  8．3   13†  371  14．6  】5  0 7   0l   ト2   

無し   100．0  丁5   289  46．8  52   0．6   74  3  ．5  0，l  
【最長育児休業期間】  

1歳6か月   】00．0  gl   121  g8   13．0  40．4  ！ト5   0，6  0 5  
1歳6か月を超え2歳末扁   100．0  0．g   l．7   9．1   57   19．8  26．0  1丁8  04  13．S   
2歳～3歳末湛  100．0  14．5  49   11．6  30．9  Z41  ．6   0．g   06   
3歳以上  1000   丁   3．】  2．1  8．7  
その他   100．0  3．4   39   26．8   4．2  3．3   
不明   1000  430  2l－5  35，6  

女性  

書十   1か月未満  1か月～  3か貝－  6か貝～  Bか月－  10か月－   12か角－   柑か月－  24か月－  36か月以上  不 明      3か月末満  6か月末満  8か月末涌  10か月末薦  12か月乗積   柑か月東浦   24か月末茅  36か月末訴   

【総計】   
】00．0   2．6   9．9  15．l  8．2  12．2  35．0   】3．5   1．7  07  0，】  
（l00．0〉   く0．g〉  く8．7〉  く14．2〉  く10．8〉  〈t（；1〉  く引  ．4）  くS，4〉   （0．8〉  く0．g〉  〈0．丁〉  く0，l〉   

【産集l  

鉱業   108．0  88．9  3．7   3．7   3．7  
建設業   】00．0   0．】   0．9  55．7  12．3  ；．9  0．8  
製造羊  100．0  9．Z   lZ．5  10．3  11．2  38．6     ．9  l3   0．2  3．8   
電気・ガス・熱供給・水道業  1000  1 6 了．了  q．ユ  9d 5．†  

情報通偉業  100－0  2．8  158  50   0」  6．7   
運輸業  100 D - 22    7  8．6  9．6  10．9  56  0－4  
卸売・小売業  100．0  38   16．3   8．9  35   346  0丁  0．3   
金融・保険業  100 O 01 17丁  ト4  3．8  
不動産業 ｛ 100．0  13   6．0   3，   0．5   0】   0．1  
飲食店泊業  100 O - 2ト7  l．5  0．4  
医療、福祉   tOO．0   3．6  12．2   2トヰ   l．2   0．7   
教育、学習支操業   100．0   0．5   1．7  20．4  8．3   46．6   ll2  3 丁   

複合サービス事業   100，0   09   7．5  】7、2  1．7   136  468   lZ．3  
サービス稟   100．0   40   155  16．0  7．2   4．3                 3 4  353   14．1  0，2   01   
【事業所規模】  
500人以上   100．0   07   3．9   93   9，9   t5－1  38－l   】21  Z．8   】．4   0，t   6，5   
100・－499人   100．0   ト4   6．3   1Z．5  9－9   13．3  435  1．7   0．3   0．3   
30～・99人  100．0  5．4  83  35．1       2．3   18  
5・－29人  1000  8   

30人以上（再掲）   100－0  5ヰ   2．l   01   ト7  

く100．0）   〈1．4）  〈g，9〉  くlT．0〉  く10．8〉  〈150〉  〈3（）6〉   向  4〉  くl．2〉  く04）  く0．】〉  く02〉   

【育児休業制度の規定の有精】  
有り   tOOO   2．l   8．t   12．0  8．5   13．3  377   148   1－5   0．8   0．l   1．2   
無し   100．0   6．9   291  47．l  5．2   0．6   7．5  3．5  01   
【点長育児休業期間】  

1歳6か月   100．0   2．8   臥0  12Z  9－g  13．2  41．1   lト7   0．6   0．5   
1歳6か月を超え2歳末溝  0．9   ト6   5．7  】9．9      17    5．l   04   134  
2歳～3歳末満  0．2   14．6  9．2   5．0  11，6      24  ．3  2 6   Og   0 6  
3歳以上  7．6   3．1   2．l   8．7  39．6   9．9  10．2  0，8  
その他  3．8  27，5  ヰ．3   3．4      23．0   0．7  
不明   100  0  43．0  ？1．5  35  6  
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男性  
1か月－  3か月－  6か月”  8か月－  tOか月－  12か月～  柑か月－  24か月－   

什  1か月末満                  36か月以上  不 明     3か月末満  8か月末濡  8か月末満  10か月末瀬  12か月末濡  柑か月末蒲  一   ＝     36か月未満   

【総計】   
100．0  31．7  65．8  1．5   0．g  
く0．8〉       く－〉  〈－〉       く100．0〉  〈265〉  く6．5〉  く62．8〉   くl，0〉  く2．4〉  〈岬〉    く－〉  く－〉   

【産業】  
鉱業  
建設業  
製造業   1（〉00  918  5 3   12  】．6  

電気・ガス・熱供給・水道業  100．0  

情報通慣業  100，0  20．0  40．0  40、0   

運輸♯  1000   
卸売りト売集  1DO．0  50．0  50，0  

金融・保険業  
不動産業  
飲食店、宿泊業  100．0  

医療、福祉  100．0  
教育、学習支控菓  100．0   
複合サービス事業  100．0  
サービス業  100．0  8】．0  4．l   15．0  
【事業所規模】  
500人以上  1（）0．0  22．6   
100・－499人  1000  8．8  
30・－99人  †00．0   

5～29人  】00．0  

30人以上（再掲）  100．0  ユ．7  
く100．0〉   

【育児休業制度の規定の有難】  
有り  100．0  1．0   
無し  ‖）0．0   

【最長育児休業期間l  
1歳6か月  100．0  
1歳6か月を超え2歳末満  沌0．0  47．9  52．1   
2歳－3歳未満  1000   39   
3歳以上  

その他  100．0  
不明  
H†6．4．1－17．3．31までに復職した着   ＝100．0％   



第18表 産業・事業所規模、妊娠又は出産による退職状況別女性労働者割合  

（％）  

妊娠又は出産 した者（注1）      妊娠中又は出産 後に退職した者  出産前退職者 （注2）  出産後退職者 （注3）   

【総計】   

100．0   12．9   9．0   3．9  

（100．0）   （69．9）   （30．1）   

… うち有期契約労働者   100．0   17．9  15．2  2．7  
（100．0）   （84．8）   （15．2）   

【産業】  

鉱業  100．0  2．4   2．4  

（100．0）   （100．0）   （－）  

建設業  100．0  1．9   1，0   0．9  

（100．0）   （52．7）   （47．3）  

製造業  100．0  10．7   5．6   5．1  

（100．0）   （52．0）   （48，0）  

電気・ガス・熱供給・水道業  100．0  2．5   1．6   0．9  

（100．0）   （63．4）   （36．6）  

情報通信業  100．0  10．5   7．8   2．7  

（100．0）   （74．2）   （25．8）  

運輸業  100．0  0．5   0．4   0．1  

（100．0）   （76．9）   （23．1）  

卸売㌧小売業  100．0  20．6   15．3   5．3  

（100．0）   （74．3）   （25，7）  

金融・保険業  100．0  18．5   16．8   1．7  

（100．0）   （90，8）   （9．2）  

不動産業  100．0  17．6   17．1   0．4  

（100．0）   （97．6）   （2．4）  

飲食店，宿泊業  100．0  68．1   67．3   0．8  

（100．0）   （98．9）   （1．1）  

医療，福祉  100．0  10．5   5．9   4．6  

（100．0）   （56．2）   （43．8）  

教育，学習支援業  100．0  5．5   2．6   2．9  

（100．0）   （47．3）   （52．7）  

複合サービス事業  100．0  14．4   6．8   7．7  

（100．0）   （46．9）   （53．1）  

サービス業  100．0  7．9   6．1   1．8  

（100．0）   （77．7）   （22．3）   

【事業所規模】  

500人以上  100．0  16．3   10．0   6．3  

（100．0）   （61．4）   （38．6）  

100～499人  100．0  16．3   10．8   5．4  

（100．0）   （66．6）   （33．4）  

30～99人  100．0  10．6   4．9   5．7  

（100．0）   （46．3）   （53．7）  

5～29人  100．0  10．2   9．5   0．7  

（100．0）   （93．4）   （6．6）  

30人以上（再掲）  100．0  14．4   8．7   5．了  

（100．0）   （60．2）   （39．8）   

（注1）妊娠又は出産した者とは、平成16年4月1日から平成17年3月31日に出産予定であった者  
のうち出産前（妊娠中）に退職した者及び平成16年4月1日から平成17年3月31日までの  
出産者をいう。  

（注2） 出産前退職者とは、平成16年4月1日から平成17年3月31日に出産予定であった者のうち、  
出産前（妊娠中）に退職した者をいう。  

（注3）出産後退職者とは、出産者のうち平成17年10月1日までの間に退職した者をいう。  

4年   



第19表 産業・事業所規模・労働組合の有無・育児休業制度の規定の有無・最長育児休業  
期間、育児休業取得者があった際の雇用管理状況別事業所割合  

育児休業取得者があった際の雇用管理状況（軋A．）  

代替要員の補  

総 計       充を行わず、   

同じ部門の他  不 明   

の社員で対応  

した   せた   た   

【総計】   

100．0   47．2   13．4   43．了   7．4   0．6  
く100．0〉   く51．7〉   く19．4〉   〈39．7〉   〈5．3〉   く0．9〉   

【産業】  

鉱業   100．0   47．1  5．9   47．1  

建設業   100．0   77．7   3．1   4．3   17．2  

製造業   100，0   5臥7   18．4   38．9   5、0   0．1   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   56．8   17．1   39．3   6．2   2．0   

情報通信業   100．0   72．7   16．9   2ト5   6．3   1．7   

運輸業   100．0   81．6   8．2   32．0   1、8  

卸売㌧小売業   100．0   31、5   6．8   67．3   2．8   0．0   

金融・保険業   100．0   69．1   5．9   29．0   1．6  

不動産業   100．0   36．4   3．5   61．2   0．1  

飲食店，宿泊業   100．0   44．0   20．1   16．6   28．1  

医療．福祉   100．0   31．2   16．3   44．6   17，8  

教育．学習支援業   100．0   42．8   3．5   41．5   5．7   10．7   

複合サービス事業   100．0   37，2   39．5   45．了   1．了  

サービス業   100．0   54．7   17．5   38．4   1．8  

【事業所規模】  

500人以上  100．0   61．1   37．3   61．2   5．6   0．9  
く100，0〉   く64．7〉   〈37．1〉   く51．3〉   く4．2〉   く0．9〉  

100～499人  100．0   50．1   24．7   45．4   8．0   0．3  
〈100．0〉   く54．9〉   〈26．3〉   く39．7〉   く5．1〉   く0．7〉  

30～99人  100．0   47．了   14．6   36，3   10．8  
〈100．0〉   く53．0〉   〈15．7〉   く31．5〉   く5．6〉   く2．3〉  

5～29人  100．0   45．0   6．7   46．4   5．2   1，1  
く100．0〉   く49．5〉   〈18．5〉   〈43．2〉   く5．3〉   く0．3〉  

30人以上（再掲）  100．0   49．4   19．7   41．2   9．5   0．2  
く100．0〉   〈54．3〉   〈20．5〉   く35．4〉   く5．4〉   く1．7〉   

【労働組合の有無】  

有り  100．0   43．2   18．0   53．g   3．3   し9  

く100．0〉   く46．8〉   〈25．9〉   く45．3〉   く2．9〉   〈0．9〉  

無し  100．0   49．2   11．3   38．8   9．4  
〈100．0〉   く54．5〉   く15．8〉   〈36．6〉   く6．7〉   く1．0〉   

【育児休業制度の規定の有無】  

有り  100．0   46、1   14．0   45．2   了．4   0．了  

く100．0〉   く47．6〉   〈21．0〉   〈40．7〉   〈5．9〉   く0．9〉  

無し  100．0   60．4   7．2   26．2   7．1  
く100．0〉   〈7γ0〉   く10．0〉   〈33．4〉   〈1．7〉   く1．1〉   

【最長育児休業期間】  

1歳6か月   100．0   46．3   14．3   43．4   8．0   0．8   

1歳6か月を超え2歳未満   100．0   50．0   12．0   66．4   2．2   0．2   

2歳～3歳未満   100．0   32．7   13．3   63．8   3．0  

3歳以上   100．0   22．0   11．4   44．3   29．9   1．5   

その他   100．0   71．1   13．1   13．7   7．5  

不明   100．0  100．0  

育児休業取得者のあった事業所＝100．0％   
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第20表 産業・事業所規模・労働組合の有無・育児休業制度の規定の有無、育児のための  
勤務時間短縮等措置の制度の有無・措置の種類別事業所割合  

（％）  

勤務時間  育児の場  
短縮等の  合に利用  

勤務時間  
短縮等の  

総 計             措置の制  

度なし   
度   

【総計】   

100．0  41．6  31．4  5．8  柑．5  23．2  1．0  1．7  9．3  58．4  0、0  

〈100．0〉  く50．6〉  〈38．5〉  〈7．1〉  〈21．6〉  〈24．1〉  く0．9〉  く1．3〉  く6．1〉  く49．3〉  〈0．0〉  
（100．0）  （了5．4）  （13．9）  （44．6）  （55．8）  （2．3）  （4．2）  （22．5）  
く100．0〉  く76．0〉  く14．0〉  く42．6〉  く47．6〉  く1．9〉  く2．7〉  く12．1〉   

【産業】  

鉱業   100．0  25．2  20．8  3．7  10．7  14．8  1．8  3．6    748  

（100．0）  （82．3）  （14．6）  （42．2）  （58．5）  （7．0）  （14一り  （132）   
建設業  100．0  0．2    750  

（100．0）  （70．4）  （15．5）  （53，3）  （47．8）  （－）  （0．7）  （27．5）  

製造業  100．0  

（100．0）  （77．9）  （17．5）  （46、6）  （55．0）  （2．1）  （4．0）  （24．り  

電気・ガス・熱供給・水道業  100．0  5．了  

（100．0）  （9ト8）  （14．0）  （48，2）  （64．6）  （－）  （14．5）  （594）  
情報通信業  100．0  

（100．0）  （69．5）  （け5）  （36．8）  （48．5）  （0．7）  （10．4）  （271）  

運輸業  100．0  692  
（100．0）  （72．2）  （11．6）  （45．9）  （65．3）  （0．2）  （4．8）  （22．5）  

卸売・／卜売業  100．0  

（100．0）  （76．4）  （16、7）  （45．9）  （58．3）  （3．2）  （4．0）  （18．6）  

金融・保険業  100．0  

く100．0）  （63．5）  （8．0）  （34．5）  （66．6）  （1．5）  （5．6）  （18．3）  

不動産業  100－0  583  
（100．0）  （76，4）  （11．6）  （36．9）  （50．2）  （－）  （0．5）  （38．4）  

飲食店．宿泊業  100．0  
（100．0）  （84．3）  （5．4）  （49．9）  （44．6）  （4．3）  （了．9）  （25．7）  

医療，福祉  100．0  

（100．0）  （73．5）  （3．3）  （40．8）  （45．9）  （6．4）  （2．0）  （32．2）  

教育，学習支援業  100．0  6ト2  

（100．0）  （77．6）  （22．8）  （46．5）  （55．0）  （1．6）  （5．5）  （24．3）  

複合サービス事業  100．0  

（100，0）  （87．り  （11．6）  （33．7）  （64．8）  （0．1）  （6．5）  （113）  

サービス業  100，0   

（100．0）  （78．2）  （16．4）  （44．5）  （55．6）  （1．0）  （3．1）  （21．2）   
【事業所規模】  
500人以上  100．0  95．0  70．7  22．2  38．4  64．8  8．1  16．2  36．9  4．9  

く1000〉  

（100．0）  （74．4）  （23．4）  （40．4）  （68．1）  （8．5）  （17．1）  （38．8）  
く100．0〉  く67．4〉  く18．6〉  〈35．9〉  く65．0〉  く6．5〉  く10．1〉  く29．6〉  

100～499人  100、0   

く100．0〉  

（100．0）  （77．5）  （17．6）  （46．6）  （60．4）  （6．9）  （7．0）  （29．0）  
く100．0〉  く72．2〉  く13．9〉  〈41．1〉  く55．3〉  く4．7〉  く5．1〉  く19．0〉  

30～99人  100．0   

く100．0〉  

（100．0）  （80．3）  （13 り  （42．5）  （56．5）  （2．1）  （3．5）  （23．9）  
く100．0〉  く72．6〉  く15．2〉  〈40．7〉  く51．4〉  く1．3〉  く2．5〉  く14．4〉  

5～29人  100．0   

く100．0〉  

（100．0）  （74．0）  （13．7）  （45．0）  （55．2）  （1．9）  （4．0）  （21．5）  
〈100．0〉  く7了．0〉  く13．7〉  〈43．2〉  く46．2〉  く1．8〉  く2．5〉  く11．1〉  

30人以上（再掲）  100．0   37．0   

く100．0〉  〈67．6〉  く48．9〉  く10．1〉  〈27，5〉  〈35．5〉  く1．4〉  く2．1〉  く10，6〉  く32．4〉  く0．1〉  
（100．0）  （79．5）  （14．3）  （43．4）  （57．7）  （3、4）  （4、6）  （25．4）  
く100．0〉  く72．4〉  く15．0〉  〈40．7〉  〈52．5〉  く2．1〉  く3．2〉  く15．7〉   

【労働組合の有無】  
有り   100．0  76．8  57．6  12．6  34．6  48，5  ト8  5，0  2ト5  23．2  

（100．0）  （75．1）  （16．4）  （45．0）  （63．2）  （2．4）  （6．5）  （28．0）   

無し   100．0                  66．8  0．0    33．1  25．1  4．1  14．了  1了．1  0．7  0．9  6．4  

（柑0．0）  （75．6）  （12．5）  （44．3）  （51．7）  （2．3）  （2．9）  （19，4）   

【育児休業制度の規定の有無】  

有リ 無し   

100．0  

（100．0）  （76．6）  （14．2）  （44．5）  （56．2）  （2．2）  （3．9）  （23．1）  
100．0   96．2   

（100．0）  （44．4）  （5．0）  （46．0）  （44．2）  （6、5）  （10．2）  （5．1）   
事業所総数＝100．0％   



第21表 産業・事業所規模、育児のための勤務時間短縮等の措置の利用可能期間別事業所割合  
（％）  

利用することができる子の年齢の上限（利用可能期間）  

3厳に達する  

総 計  不 明  
するまで  ）抑こ達するま  

又は執邑）  で」以上  
爪  r到  す  （首〉   愈  け）   一部・｝〔酌   

【総計】   100．0  41．6  22．2  2．0  ‖．6   l．2  0  ．5   3．0  1．1   16．3   00  
（100．0〉  り1．9）  く10．5I  

（1000）  

（100Ol  ‘6g    柏  5I  （20．5〉  R  0）  暇  m   4I  （25．0〉   

【産業】  
鉱業   168  1．9  4．5   0．1  

（100，0）  （↑2）  （25．7）  

建設業   0  02 0，9  ト3  06  122   100．0  252                皿     皿   
製造業  100，033，3  り   2   9．9  09 0．2  トロ  13】  O I 

】（100、0）  

食料品・飲料・たばこ・飼料  ‖l・ 1ト6  8  ユ．2  02  柑丁  04  
l 田   （8．1）  

縫維・衣服・その他の繊維製品  100，0】30，6  ．5  ．2  11 2 05  O I It 7 
！（1000）  （18）  

木材・木製ロ・家具・装備ロ   1000243  lOlI 0   6  0．8  46  02   
（02）  

パルプ・紙・紙加工品  柑   03 13 1 0   02  17】  

．0）   （48．1）  

印厨巨同関連業  10 1 42 9．5  05 24 124  
” ：：：：：…董董；  ．g）  （46．5）  

化学工業・石油製品・石炭製品  t00．0】655  24 9 2  04  55 32 O 
（1000）  

ゴム製品・なめし羊・同製品・毛皮  10 5 03 ．7  13 5 
9）   （505）   

窯業・土石製口   （41   0   1 4 99  
（52）  

鉄鋼集・非鉄金属  100．0  20 O 26 15．9  03 2．0  柑3  
（100．0）  （4  

金属製品  0   0   40  66   
（－）  （0．2）  

一般機械器具  q   0  09  05 O I I O 69  
（1000）  （23．9）  

t気機械器具、情報通信機械器具 1000   柑  】34   5  09  6ヰ  22．2  
t子部届・‾／くイス   1000   
輸送用機械器具   100．0   16  10．3  0  0．l  t．9  20  12．8  

（l∝〉0）   

精密機械器具   100，0  369  柑，8  8   108   lヰ  1 6 〇5  lT．3   
0   4  （46g）  

その他（プラスチック製品その他）  】08．0   1ユ  04 8．0   0   0，1  2．5  04  10．9   
（1000）   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0  94．4  247  42．6   lo 3 2．1  臥1  09   63．1   
000   

什相通借菓   100．0   Is 3 30  ほ．8   4．7  0．4  60  49   26．8   
mO   

運輸業   100．0   け3  Ot；  7．8   ．3   0   ．2   し3   1l．5   
00   

卸売・小売業   100，0   ．5   13丁   1 6 0   47  ト0   ZO4   
080   

卸売業   100．0   22．1  20 t3．2  ．9   0   16   20．5   
（1000）   

小売業  100．0  32 t4．l  0   ．3  0．6  20 4 
（1（泊0）  

金融・保険業  1000   60  02 †与1   1 6 0   234   
（】000）   

100．0  
（27．7）  

不動産業  25  04  l】7  00 2．1  13 8 
（1000）  （0  

飲食店，宿泊業  100．0   25  2．6  ．5   ○   07  12．3   
1000   

飲食店   100．0   30，3  22 1 9 0   I B 04   1ト7   

（1000）   

宿泊業   100．0  ヱ97  9．  93   0   0   ヰ．6  ト5   14．5   
（川00）   （32   

医療．福祉   100．0  52．9  27  1  16 2 03 2   之．4  1．5   ZO2   
（1080〉   （5l   

教育．学習支操業  100．0  19，6  lo 1 ．3  し7  15 4 
（川00）  （7．2）  

複合サービス事業  1000   39  29 O ト3  29．0  
（1（氾0）  

サービス葉   
（l．8）    （39．7）  

100．0   24  ．8  9．4  0丁  OB 12．9   00  
（1000）  

専門サービス美   100．0  39．8   柑．0  0   19，0   0  ユ  08  1．6   t9．6   
（1（〉0．0）  （0   

学術・開発研究機閲  100．0  35  30 2ト4  3   ，○  1．6  31 3 
（】00，0）  

洗濯・理容・美容・浴場業  】00．0  ．5  00 し0  0   4   

（l（拍0）   

1000  
（36．2）   

その他の生活関連サービス業  ．丁  54 58  04 5  

（100．0）  （3   
娯楽業  100．0  

（16．9）  
23 3 ．8  Jl  0  8  73  

（100．0〉  
廃棄物処理業  100．0   ．9   3   8．1   ．7   109   0．2   

1000   
100．0  

（9．6）  
自動書整備業  24  00 2．3  2．0  43  

（1000）  

機械等件理菓  100．0   
（6．9）  

32  0  

（川．7）  
】ト5  45 03 10．4  03  26．7  

（】000）   

物品壬貰業   100．0  444  29  OB 10．9  25 0．0  0   川．0  

（1000）   （67   
広告業   1000  2】6  

ト）  
．0  ○   4  

（31．5）  
7－6  0．0  0．6  9丁  

（l000）   

その他の事業サービス業   108．0  56，2  
（0．1）       （2．7）  

．7  38 t3．3   0．†  2．2   186  
（1000）   

政治・経済・文化団体   100．0  43．8  
（3．8）  

29  03 l】，2  00 ．2  0．5  t3．8  
く100，0）   （66   

宗教  】00．0  7．9  ．8  4．3  】．丁  6．l  
（100，0）   （49．8）  

その他のサービス菓  100．0   
（38．9）  

1．7  ll．3   0．2  0．4  1．丁   川．D  
（1000）  r65  41   （3．4）  r22，4）   （0．41  

【事兼所規硯】  
（0  8）  川  r34）   r27．8）  

500人以上  】00．0  611 32－8  23 ．3  04  55．6  
（】00．0〉  （31．9〉  

（100．0）  

100－499人  
（100．0）  

100．0  
（35．g〉  

27．2  5．  09 45 ト0  38．0  
（100－0†  く22．0〉  

（】00．0）  

30・－9g人  
（川0．0〉  

100．0  
（29一幻  

29 4 6  1g．5   3  0   0  ト5  24．3   0．l   
（1000〉   （12．2）  

（100．0）  

5－29人  
（100．0〉  

100．0  
（21－3〉  

20 S 16 96  10 05 29 1－0  14′0  

（100．0〉  （9．銅  （－〉  

（100′0）  

（100．0）  
30人以上（再褐）  

（25．4〉  
100－0  3   21．1  22 07 34 1．4  2丁．4  0．1  

（100．OI   （14．2〉  

（100．0）   

い0（＝H  （71    （5    （20．3I  凹  4〉  （0  6〉   （23．4l   
事業所総数＝100．0％  
（注）≪ ≫ は、平成16年度調査の数値である。  

Eユ   



第2ト2表 育児のための勤務時間短縮等の措置の種類、利用可能期間別事業所割合  
（％）  

利用することができる子の年齢の上限（利用可能期間）  

3故に達する  3練～小学校  小学校就学  小学校入学  小学校4年生  小学校卒菓  その他  

総 計  学校就学の始  
するまで   不 明  

又は9歳）   で以上  
爪   （盲〕   う＋   （都   ㈲   （副  （ヲ）   （訃～（副   

【総計】   100．0  314   20．3   l．0   6．9   l．0   02   08   1．1   9．0   0．0  
く100．0〉  く385〉  〈4．5〉  く－〉  

短時間勤  （100．0）  （64．6）   （3．2）   （22．1）   （3．3）   （0．8）   （2．4）  （3．6）  （286）  

務制度                                                     【事業所規模】  
30人以上   100．0  5D．1   305   2，t   13．2   ト7   0，3   16，1   0．1  

く100，0〉  く48，9〉  く74〉  く－〉   

（1000）  （61D）   （4 2）   r26．4）   （3，4）   （06〕   0．9  】．3                        （18）  （26）  （32．2）  

育児の場 ム■‾弔用  【総計】   1000   5．8   03   02   0．l   1．2   01   2．6   00   
ロに」  く100．0〉  く7．1〉  く09〉  く－〉  

できるフ  （1000）  （479）  （54）   （柑 6）   （43）   （l4）  （214）   （ト0）  （457）  

レックス  
タイム利  100．0   9．0   42   03   24   0．4   01   ト6   0．D   0．0   

度  ＼1000〉  く】0．1〉  ＼2，2〉  く－〉   

〔1000）  （46 9）   （2g）   （26 ＝   r49）   （0，計）   （17 9）   （05）  （497）  

【総言十】   1000  10 6   08   0，4   0．2   0，0   
始業・終  ）   ＼3．6〉  く－〉  

業時刻の  ‖000）  （571）  （35）  （25 D）   （4l）   （19）   （74）   （ト0）  （384）  

繰上げ・  
繰下げ  100，0  273   161   7 3   08   0 3   ト2   0 4   9．7   01  

く柑00〉  く27．5〉  く44〉  く－〉   

（1000〕  （58 9）   （41）   （266）   （3l）   （11）   （4．5）   （16）  （354）  

【∴丁十こ  1000  23．2   11ヰ   t 3   85   0．7   03   09   0 2   1D．4   00  
く100．0〉  ＼24．1〉  ＼58〉  〈－）  

所定外労  （1000）  （49．0）  （54）  （36．51  （30）  （13）   （40）   （07）  （44，8）  

働の免除  
30人以上   tOO．0  36．3   16 0   156   10   0．3   0．8   Dl   1了8   

く100．0〉  く35．5〉  く8．6〉  く－〉   

（100．0）  （44＝   （66）   （430）   （2．9）   （09）   （2．3）   （031  （490）  

【総計】   100，0   10   04   0．0   03   00   0．0   0，2  0．5   0 0  
く】000〉  く0．9〉  く0．3〉  く－〉  

事案内託  （1000）  （39．8）   （4．8）   （29．3）   （ト9）   （3．7）   （20．6）   （－）  （554）  

児施設                                                      【事業所規模】  
30人以上   100．0   2．l  05   03   トl   0，1   0．0   01   0 0   ト3   

〈 〉  く0．6〉  く－〉  

（100．0）  （24．5）   ‖2．5）   （507）   r45〕   」†＋丁十   （6．2）   （0，0）  （63．1）   

【総計】   04   00   †．l   0，0  
育児に要  く01〉  く－〉   

する経費  （33）  （23 0）   （0】）  （625）  

の援助措  
置  tOO．0   0 8   04   0．7   0】   D 3   0 0   l，8   0」  

ノ）  ＼l，5〉  く－〉  

（】000〕  （26 9）  （126）  （24．6）  〔23．2）   （20）   （10．3）   （0 3）  r602）  

総 計       制度あリ   労働日1日に短縮する時間の長さ  

1時間未満  1時間以上 2時間未満  2時間以上 3時間未満  3時間 以上  その他  不 明   

【総計】   100．0  31．4  
短時間勤  （1000）  （20）  （36．8）  （引，2）  （13．3）   （4．0）   （26）  

務制度                      【事業所規模】  
30人以上   100．0  501  

（1000）  （22）  （37．t）  （42．6）  （14．D）  （2．5）  （17）  

利用することができる子の年齢の上限（利用可能期間）  

総 計  

1歳以上  【総計】   9 3   0l   0 2   0 0   0 3   0 5   16   00   
（1000）  （76t）  （1．4）  （】．3）  （18）  （0．4）  （2．8）   （5．2）   （1．4）  

象とする   
育児休業 制度  100．0   】6．0   12 4   06   ト3   0，3   00   03   ト0   20   

（100．0）  （了7了）  （3．5）  （8．2）  （2．0）  （0．2）   （19）  （65）   （123）   

事業所総数＝100．0％  

レ．． －  、L －′  



第22表 産業・事業所規模・労働組合の有無、育児のための短時間勤務制度の短縮時間分  
賃金取扱い状況別事業所割合  

（％）  

総 計   有 給   一部有給   無 給   不 明   

【総計】   

100．0   10．2   9，1   80．1   0，6  

く100．0〉   く10．8〉   く8．8〉   〈80．2〉   く0．3〉   

【産業】  

鉱業   100．0  0．3   99．7  

建設業   100．0   9，了   15．8   了3．8   0．8   

製造業   100．0   4．3   7．5   87．4   0．7   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   4．1   4．3   91．6  

情報通信業   100．0   6．9   10．3   了8．6   4．3   

運輸業   100．0   4．5   8．8   86．6  

卸売・小売業   100．0   8．3   4．9   86．8  

金融・保険業   100．0   26．3   10．1   63．6  

不動産業   100．0   0．8   21．9   77．4  

飲食店、宿泊業   100．0   5，8   5．6   88．6  

医療、福祉   100．0   23．9   15．3   58．0   2．8   

教育、学習支援業   100．0   17．7   11．4   70．9  

複合サービス事業   100．0   5．4   9．4   85．2  

サービス業   100．0   9．4   12．5   77．1   0．9   

【事業所規模】  
500人以上  100．0   4．8   8．9   86．3  

〈100．0〉   く9．9〉   く8．8〉   〈81．4〉   〈－〉  

100～499人  100．0   9．1   82．7   0．1  

く100．0〉   く9．6〉   く8．8〉   く81．6〉   く0．0〉  

30～99人  100．0   8．5   11．7   79．4   0．4  

く100．0〉   く12．1〉   く8．8〉   く7臥0〉   く1．1〉  

5～29人  100．0   10，9   8．4   80．0   0．7  

く100．0〉   〈10．6〉   〈8．8〉   く80．5〉   〈0．1〉  

30人以上（再掲）  100．0   8．3   11．1   80．3   0．3  

〈100．0〉   く11．5〉   く8．8〉   〈78．8〉   〈0．9〉   

【労働組合の有無】  

有り  100．0   11．8   81．1   0．3  

〈100．0〉   〈11．5〉   〈10．1〉   〈78．4〉   〈－〉  

無し  100．0   9．3   10．4   79．6   0，7  

く100．0〉   く10．4〉   〈臥1〉   く81．0〉   〈0．4〉   

育児のための短時間勤務制度がある事業所＝100．0％  

二、「   



第23表 育児のための勤務時間短縮等の措置の種類、男女・育児のための勤務時間短縮等の措置の利用者の有無別事業所割合  

（％）  

総 計  
．ノ  士  

休業後復職  休業後復職  
者ありの事  利用者あリ  利用者なし  不 明  

復職者あり  利用者あり  利用者なし  不 明  業所  の事業所  の事業所  業所  の事業所  の事業所   

【総計】   100．0   10．4  10．4  0．3  

短時間勤務制度  
（100．0）  （33．3）  （66．5）   （0▼2）   （100．0）  （33，4）  （66．3）   （0．2）   （100．0）   （－）   （99，9）   （0．1）  

【事業所規模】  23．1  22．9  0．2  

30人以上   （100．0）  （42，0）  （57．6）   （0．4）   （100．0）  （42．3）  （57，3）   （0．4）   （100＿0）   （－）   （99．6）   （0．4）   

【総計】   100．0   15．5  15．5  0．1  
育児の場合に利  
用できるフレツ  

（100．0）  （16．8）  （82．3）   （0．9）   （100．0）  （16．8）  （82．3）   （0．9）   （100．0）  （10．8）  （87．6）   （1．6）  

クスタイム制度                                  【事業所規模】  29．0  28．8  0．4  

30人以上   （100．0）  （27．2）  （71．1）   （1．7）   （100．0）  （27，3）  （70．9）   （1．7）   （100．0）  （10．8）  （87．6）   （1．6）   

【総計】   100．0   10．9  10．8  0．5  
始業・終業時刻  
の繰上げ・繰下  

（100．0）  （35．6）  （64，1）   （0．3）   （100．0）  （35．8）  （63．9）   （0．3）   （100．0）  （0＿6）   （99．3）   （0，1）  

げ  【事業所規模】  24．4  24．1  0．3  

30人以上   （100＿0）  （25．8）  （73．6）   （0．6）   （100．0）  （26．1）  （73．4）   （0．6）   （100，0）  （4．5）   （94．8）   （0．7）   

【総計】   100．0   10．8  10．7  05  

所定外労働の免  （100．0）  （17．2）  （82．7）   （0，1）   （100＿0）  （17．4）  （82．5）   （0．1）   （100．0）   （－）   （100＿0）   （－）  

除  【事業所規模】  24．3  24，2  0．2  

30人以上   （100．0）  （19．9）  （80＿0）   （0．1）   （100．0）  （20．0）  （79．9）   （0．り   （100．0）   （一）   （100．0）   （－）   

【総計】   100．0   28．3  28．3  0．0  

事業所内託児施  （100．0）  （47．2）  （52．7）   （0．2）   （100．0）  （47．2）  （52．7）   （0，2）   （100．0）   （－）   （100．0）   （－）  

設  
【事業所規模】  50．0  50．0  0．1  

30人以上   （100，0）  （69．6）  （30．2）   （0．2）   （100．0）  （69．6）  （30．2）   （0．2）   （100．0）   （－）   （100．0）   （－）   

【総計】   100．0   19．2  18．8  0．4  

育児に要する経  （100．0）  （11．6）  （85．4）   （3．0）   （100．0）  （11．8）  （85．2）   （3．0）   （100．0）  （3．8）   （91．7）   （4．5）  

費の援助措置                                  【事業所規模】  33．7  32．5  1，5  

30人以上   （100．0）  （22．8）  （71．4）   （5．8）   （100．0）  （23．6）  （了0．4）   （6．0）   （100．0）  （3．8）   （91．7）   （4．5）   

【総計】   100．0   12．5  12．4  0．1  
1歳以上の子を  （100．0）  （4．6）   （94．7）   （0．7）   （100．0）  （4．7）   （94．6）   （0．7）   （100，0）   （－）   （99．2）   （0．8）  

対象とする育児 休業制度                                  【事業所規模】  27．9  27．6  0．4  

30人以上   （100．0）  （5．8）   （93．1）   （1．0）   （100．0）  （5．9）   （93．0）   （1．0）   （100．0）  （0▲0）   （99．2）   （0．8）   

短時間勤務制度等各々の制度がある事業所＝100．0％   



第24表 事業所規模、男女・育児のための勤務時間短縮等の措置の種類別育児休業後復職者  
に占める利用者割合  

（％）  

短時間勤務制度  育児の場合に利用できるフレックスタイム制度  

所における育   
女性育児休  男性育児休  
菓復職者に  

女性育児休  男性育児休  

児休業復職者  占める利用  
業復職看に  

女 性  男 性  
者の割合（注  

（注2）   

者の割合   

【総計】   
30、3  1臥2  1臥1  Z．8   0，4   

（100．0）  （1DO．0）  （－）  （100．0）  （99．8）  （0．2）  

【事業所規模】  
500人以上  36．5  2了．1  15．1  4．1  10．2   

（100．0）  （100．0）  

100－・499人  22．4  22．7  3．0  

（100．0）  （100．0）  

30－99人  36．2   23．3  28．4   3．5  

（100．0）  （100．0）  

5－29人  1了．8  7．8  1ト9  1．5  

（100．0）  （100．0）  

30人以上（再掲）     34．6  23．9  20．7  3．4   1．7  

（100．0）   （－）  （100．0）   （0．3）  

始業・終業時刻の繰上げ一線下げ  所定外労働の免除  

所における育   
女性育児休  
業復職者に   業復職者に   

女性育児休  
業復職者に   

に     女 性  男 性  
者の割合  者の割合  者の割合  者の割合  者の割合  者の割合   

【総計】   
25．7  8．9   0．4   14．2  7．0  

（100．0）  （gg．9）  （0．1）       （100．0）  く100．0）  （－）  
【事業所規模】  
500人以上   13，8   4，5  10．1   7．3  

（100．0）  （100．0）  

100－499人   14．5  5．4   5．7   り．1  10．1  
（996）   （100．0）   

30～99人  26．6  10．4  19．3  8．8  

（100．0）  （100、0）  

5～29人  420   129  10．6   3．5  
（100．0）  （99．9）  （0．り   （100．0）  

30人以上（再掲）  6．7   1．7  154   9．0  

（100．0）  （99．9）   （0．1）  （100．0）  （100．0）  （－）  

事業所内託児施設  育児に要する経費の援助措置  

女性育児休  
所における育  業復職者に  

女性育児休  

児休業復職者  
菓復職者に  

に占める利用  占める利用  
者の割合   者の割合   者の割合   

【総計】   
46．1  4．4  9．5  0．9   0．2   
（10D．0）  （100，0）  （－）       （100．0）  （99．0）  1．0  

【事業所規模】  
500人以上   36．6  乱9  6．4  1．8   4．9   

（100．0）  （100．0）  （－）  （100．0）  （97．2）  （2，8）  
100′－499人  8．4  34．2  2．0  

（100．0）  （100．0）  

30～99人   87．8   2．6  4．7   0．1  
（100．0）  （100．0）  （－）  （100．0）  （100．0）  （－）  

5～29人  
（100．0）  （－）   （－）   （100．0）  （－）   

30人以上（再掲）  6．7  1Z8   1、4   2．5  
（100．0）  （100．0）   （－）  （100．0）  99．0）   （1．0）  

上記以外のその他の措置  

し  
所における育  

女性育児休  

児休業復職者  
業復職者に  
占める利用  

者の割合   者の割合   

【総計】   
2．4  1．0  

（100．0）  （100．0）  （－）  
【事業所規模】  
500人以上   0，9   0．8  

（100．0）  

100～499人   3．0  1．9  
（100．0）  

30～99人  5．3  1．1  
（100，0）  

5～29人  1，6  0．3  
（100．0）  

2，6  1．4  
（100．0）   （－）  

（注1） 勤預時間短縮等の措置の制度がある事業所において、＝16．4．1－17．3．31までに復職した者のうち、H17．10．1までの間に利用を開始した  
者（開始予定の申し出をしている者を含む。）の割合である。  

（注2）H16．4．ト17．331までに復職した者のうち、H17．10．1までの間に利用を開始した者（開始予定の申し出をしている者を含む。）の割合  
である。  

Eら   



第25表 産業・事業所規模・労働組合の有無、介護休業制度の規定の有無別事某所割合  
（％）  

総 計   規定あリ   規定なし   不 明   

【総計】   
100．0   55，6   44．4   0．0  

く100．0〉   く55．3〉   く44．7〉   く0．0〉   

【産業】  

鉱業   100．0   44．2   55，8  
建設業   100．0   37．2   62．8   

製造業   100．0   49．5   50．5  

食料品■飲料・たばこ・飼料   100，0   56．0   44．0  

繊維・衣服・その他の繊維製品   100．0   44．0   56．0   

木材・木製品・家具・装備品   100．0   33．7   66．3  

パルプ・紙・紙加工品   100．0   56．2   43．8  

印刷・同関連業   100．0   37．6   62．4  

化学工業・石油製品・石炭製品   100．0   79．7   20．3  

ゴム製品・なめし革・同製品・毛皮   100．0   40．1   59．9  

窯業・土石製品   100．0   48，0   52，0  

鉄鋼業・非鉄金属   100．0   54．0   46．0  

金属製品   100．0   45，1   54．9  

一般機械器具   100．0   46．9   53．1  

電気機械器具、情報通信機械器具．電子部品・デバイス   100．0   65．2   34、8  

輸送用機械器具   100．0   47．4   52．6  

精密機械器具   100．0   50．8   49．2  

その他（プラスチック製品，その他）   100．0   43．3   56．7  

電気・ガス・熟供給・水道業   100．0   99．1   0．9  

情報通信業   100．0   65，4   34．6   

運輸業   100．0   60＿1   39．9   

卸売・小売業   100．0   57．1   42，9   

卸売業   100，0   56．4   43．6  

小売業   100．0   57．5   42．5  

金融・保険業   100．0   96．2   3．8  

不動産業   100．0   60＿5   39．5  

飲食店．宿泊業   100．0   49，4   50．6  

飲食店   100，0   51，4   48．6  

宿泊業   100．0   42．4   57．6  

医療，福祉   100．0   68．1   31．9  

教育、学習支援菓   100．0   58．9   41．1  

複合サービス事業   100．0   87．0   13．0  

サービス菓   100．0   52．8   47．1   0．1   

専門サービス業   100．0   56，8   43．2   

学術・開発研究機関   100．0   82．6   1了．4   

洗濯・理容・美容・浴場業   100．0   27．6   72．4   

その他の生活関連サービス業   100．0   63．8   36．2  

娯楽業   100．0   50．7   48．9   0，4   

廃棄物処理業   100．0   36．1   63．9  

自動車整備業   100．0   40．8   59．2  

機械等修理業   100．0   70．6   29．4  

物品賃貸業   100，0   59．9   40．1   

広告業   100．0   35．1   64．9   

その他の事業サービス某   100．0   65．7   34．3  

政治・経済・文化団体   100．0   60．5   39．5  

100．0   19＿5   80．5  宗教  

その他のサービス業   100．0   65．8   34．2  

【事業所規模】  
500人以上   100．0   99．4   0．6  

く100、0〉   く98．0〉   く2．0〉   く－〉   

100～499人   100．0   93．2   6．8  
く100 0〉   く88．2〉   く11．8〉   く－〉   

30～99人   100，0   78．3   21．7   0．1  

く100．0〉   く69．5〉   く30．3〉   く0．2〉   

5－29人   100．0   50．2   49．8  

〈100 0〉   く51．7〉   く48．3〉   く一〉   

30人以上（再掲）   100．0   81．4   1臥6   0．0  

く100．0〉   く了3．2〉   く26．7〉   く0．1〉   

【労働組合の有無】 有り   
100＿0   91．9   0．0  

く100．0〉   く89．5〉   く10．4〉   く0．1〉   

100．0   46．9   53．1  

く100．0〉   く46．2〉   く53．8〉   く－〉   

事業所総数＝100．09′b  

トト   



第26表 産業・事業所規模・労働組合の有無、最長介護休業期間別事業所割合  

（％）  

最長介護休業期間  

間の最  期間の制  
93日を  

総 計  6か月を  
限はな  

定めてい る   く、必要  
日数取得  

で（注1）  未満  
できる   

【総計】   
100．0  0．1  

く100．0〉   〈3，5〉   く0，4〉   
（100．0）  

く100．0〉   
【産業】  

鉱業   100．0  91．2   8，8  

（78．0）  （－）  （5．0）  （－）  （17．0）  （－）  （－）  
建設業   100．0   12．7  

（100．0）  
製造業   100．0   92．7   7．0  0．3   

（100．0）  
電気・ガス・熱供給・水道業  100．0   991   0．9  

（1000）  （18．0）  （－）  （6．4）  （2．3）  （18．2）  （54．1）  （09）   
情報通信業   100．0  96．1  3．9  

（100．0）  
運輸業   100．0   89．9   10．1  

（100．0）  
卸売・小売業   100．0   91．7   臥3  

（100．0）  
金融t保険業   100，0   97．3   2．7  

（100．0）  
不動産業   100．0   96．2   3．8  

（100．0）  
飲食店，宿泊業   100．0   90．9   9．1  

（100．0）  
医療．福祉   100，0   97．3   

（100＿0）  

教育．学習支援案   100．0   995   0．5  
（1000）  （78．7）  （1．0）  （10．9）  （0．5）  （8．7）  （0．2）  （－）   

複合サービス事業   100．0  98 7  1．3  
（1000）  （94．9）  （0、0）  （1．8）  （0．2）  （2，7）  （－）  

サービス業   100．0  95 3  4．2  0．5  
（1．2）   

【事業所規模】  
500人以上  100．0  0．8  

〈100．0〉  〈0．2〉  
（100．0）  

く100．0〉  

100～499人  100．0  1．2  
〈100．0〉  く1．6〉  

（100．0）  

〈100．0〉  

30～99人  100，0  4．1  
〈100．0〉  〈3．4〉  

（100．0）  

く100．0〉  
5～29人  100．0  7，9  

〈100．0〉  く3．6〉  

（100．0）  

く100．0〉  

30人以上（再掲）  100，0  3．4  
く100．0〉   く3．0〉   

（100．0）  
く100．0〉   

【労働組合の有無】  
有り  100O  3，8  

〈100，0〉  く1．2〉  
（100．0）  

〈100．0〉  
無し  100＿0  臥1  

〈100．0〉   く4．6〉   

（100．0〉  

〈100．0〉   
轟   
（注り 平成14年度は「3か月まで」  
（注2）平成14年度は「3か月を超え6か月未満」  

∴・・   



第27表 産業・事業所規模t労働組合の有無別、介護休業取得回数の制限の有無・取得可能回数別事業所割合  

（％）   

取得回数  取得回数  
計  その他  の制限な  

リ  1回  2回  3回以上  その他  不 明  し   

0  29．2  

0   〈16．0〉   

（】00，0）  （93．g）  （6，l）  

（100．0）  （96．2）  （2．4）  （0．7）  （0．2）  （0．5）   （100，0）  （85．4）  （8．8）  （34）  （2†）  （0，2）  

0   30．2  

（100．0）  （113）  

（1000）  （936）  （6 4）  （－）  （－）  （－）   （1000）  （1000）  〔一）  （一）  （－）  

0   328  

（100．0）  （53）  

ー・）   

0   304  

（1000）  （70）  

（1000）  （953）  （3．1＼  （ト2）  （0．1）  ：03）   （1000）  （馴8）  （t25）  （32）  （17）  （08）  

0   465  

（1000）  （166）  

（1000）  （860）  （122）  （0．t）  （09）  （0．9）   （†DO0）  （546）  （352）  （43）  （60）  （－）  

0   434  

（1000）  （48）  

（1000）  （96 4）  （24）  （0l）  （－）  （1．2）   （1000）  （88、Z）  （－）  （－）  （91）  （27）  

0   246  

（tOO．0）  （92）  

（100．0）  （97．8）  （22）  （－）  （－）  （－）   （100．0）  （g28）  （－）  （72）  ト」  （－）  

0   305  

（】000）  （58）  

り000）  （962）  （2 8）  （02）  （－）  L：0．9）   （1000）  （790）  （け8）  （31）  （0】）  （－）  

0   25．0  

（1000）  （22）  

（1000）  （96．3）  （18）  （－）  （－）  ＝9）   （1000）  （840）  （一）  （－〉  （柑0）  （－）  

0   16．9  

（1000）  （49）  

（100．0）  （94．1）  （ト2）  （48）  （－〉  （－）   （100，0）  （1000）  （－）  （－）  （－）  （－）  

0   3臥4  

（100．0）  （3．7）  

（】000）  （974）  （2－6）  （－）  （－）  （－）   （100．0）  （44．6）  （－）  （277）  （277）  （－）  

O   255  

（1000）  （121）  

（】DO．0）  （906）  （3．3）  （3】）  （2，4）  （D．了）   （】00．0）  （939）  （6】）  （－）  （－）  （－）  

0   206  

（100．0）  （5．4）  

（】00．0）  （96．7）  （33）  （－）  （－）  （－）   （100．0）  （8tl）  （16 5）  （－）  （－）  （24）  

0   t97  

（100，0）  （35）  

（1000）  （99，7）  （－）  （03）  （－）  （－）   （100．0）  （100．0）  （－）  （一）    （－）  

0   2丁5   

（1000）  （950）  （5．0）  

（100D）  （959）  （2．5）  （ト3）  （0．2）  （01）   （1000）  （86 8）  （5．5）  （44）  （32）  （－）   

0  4D3  

0  く】7．0〉  

（tOO0）  （4．8）  

（100，0）  

0  30．0  

O  〈156〉  

（100．0）  （5．8）  

（1000）  

0  27．4  

0  く17．3〉  

（100．0）  （61）  

（100．0）  

0  29．5  

0  く15．8〉  

（100．0）  （61）  

（】00．0）  

0  2臥2  

0   く16．9〉   

（1000）   （6，0）  

（100．0）   

0  31．9  

0  く14．4〉  

（1000）  （7．8）  

（100．0）  

0  27．9  

0   く16，9〉   

（100．0）   （5．3）  

（100．0）   

給   

【総計】   
100 

く10   

【産業】   
鉱業   10  

一＝・・T・   10   

製造業   l000 

電気・ガス・熱供給・7K遺業  10   

情報通信実   l000 

運輸業   10   

卸売・／卜売集   10   

金触・保険業   10   

不動産業   10   

飲食店，宿泊業   10   

医療福祉   tO   

教育．学習支操業   10   

複合サービス手業   10   

サービス業   10   

【事業所規模】   
500人以上  】0  

く】0  

1DD－499人  100 

くtO  

30一－99人  100 

〈10  

5・－29人  100 

く10  

30人以上（再掲）   100 

く10  

【労働組合の有無】   
有リ  100 

く】0  

無し  】0  

く10  

介護休業制度の規定がある事業所＝1000％  

∴－   －f   



第28表 産業・事業所規模・労働組合の有無、介護休業の対象となる家族の範囲の制限の有無・範囲  
別事菓所割合  

（％）  

対象家族（M．A．）  

総 計  制限  なし  不 明  
護休業法  いない家族  いない家族  

兄弟  兄弟  
その他  不 明  

の対象家 族   姉妹  孫  祖父母   姉妹  孫   

【総計】   
100．0  7．0  

く100．0〉   く6．9〉   

（100．0）  （96．9）  （6，3）  （4．4）  （3．9）  （4．2）  （3．2）  （2．6）  （10．2）  （0．0）  

〈100．0〉  〈99．1〉  く4．0〉  〈2．7〉  く1．9〉  く4．0〉  く3．1〉  く2．4〉  く13．6〉  く0．0〉   
【産業】  

鉱業  100．0  16．3  

（100．0）  
建設業  100．0  6．6  

（100．0）  
製造業  100．0  9．6  

（100．0）  
電気・ガス・熱供給・水道業  0．9  

（100．0）  
情報通信業  100＿0  4．0  

（100．0）  
運輸業  100．0  8．8  

（100．0）  

卸売・小売業  100．0  7．6  
（100．0）  

金融・保険業  100．0  1．9  

（100．0）  
不動産業  100．0  4，1  

（100．0）  

飲食店．宿泊業  100．0  10．9  

（100．0）  
医療，福祉  100．0  8．4  

（100．0）  

教育，学習支援業  100．0  2．8  
（100，0）  

複合サービス事業  100．0  1．3  

（100．0）  
サービス業  100．0   6．0   

（100．0）  （96．2）  （8．5）  （5，5）  （4．2）  （6．0）  （3．6）  （2．9）  （10．7）  （－）   
【事業所規模】  
500人以上  100．0  

く100．0〉  〈2．3〉  
（100．0）  （97．5）  （11．2）  （9．8）  （8．9）  （12，2）  （10．8）  （10．1）  （11．5）  （0．0）   

く100．0〉  
100～499人  100＿0  

3．0  
く100．0〉  〈3．8〉  

（100．0）   

く100．0〉  
30～99人  100．0  6．3  

く100．0〉  
〈6．6〉  

（100．0）   

く100．0〉  
5～29人  100．0  7．6  

く100．0〉  く7．1〉  
（100．0）   

く100．0〉  
30人以上（再掲）  100．0  0．2  

〈100＿0〉   く5．9〉   
（100．0）   
く100．0〉  く97．9〉  く5．2〉  く4．0〉  く3．2〉  く4．9〉  く3．3〉  〈2．7〉  く13．4〉  く0，1〉   

【労働組合の有無】  
有り  100．0  4．5  

（100．0）  
無し  100．0  8．2   

（100．0）  
介護休業制度の規定がある事業    所＝100．   



第29表 産業・事業所規模・労働組合の有無、介護休業対象者からの除外者の状況別事業所割合  

所定労働日数が  
勤続1年未満の者  

93日以内に退職する  

週2日以下の者  ことが明らかな者（注）  
総 計  

対象  対象外  不明  対象  対象外  不明  対象  対象外  不明  

100．0  13．2  85．6  1．2  14．9  84．4  0．7  16．0  83．0  0．9  

く100．0〉  く9．4〉  く90．6〉  く0，0〉  く14．0〉  く86．0〉  く0，0〉  く17．5〉  く82．0〉  く0＿5〉   

100．0  5．7  94．3  13．0  8了．0  18．3  81．7  

100，0    89．5  1．8  15．9  82．4  1．8  10．2  88．0  1．8  

100．0  11．9  86．6  1．5  16．2  83．3  0．5  16．3  82，9  0，8  

水道業  22．3  77．7  

100．0  17．8  80．7  1．5  16．7  83．3  18．2  81．5  0＿2  

100．0  10＿4  85．7  3．9  14．2  82．4  3．4  17，7  78．8  

100＿0  16．8  83，1  0．1  13．1  86．9  1Tl  82．3  0，6  

100，0  17．9  79．0    12．9  87．1  16．6  83．4  

100．0  5．2  94．了  0，1  12．4  87．6  11。8  88．1  0．0  

100．0  20．2  79．1  0．7  21．0  78．3  0．7  17，1  81．5  1．3  

100．0  3．5  96．1  0．4  14．6  85．4  11．5  88．5  

100．0  16．0  84，0  0．0  15．4  84．6  0．0  18．5  81．4  0．1  

100．0  9．3  90．7  8＿6  91．4  10．2  89．8  

100，0  11．1  87．4  1．5  17．0  81．8  1．2  18，4  80．1  1．4  

100．0  19．7  78．4  1．8  23．2  76．8  0．1  24．4  75，5  0，1  

く100．0〉  く11．2〉  く88．3〉  く0．5〉  く20．9〉  く78．7〉  〈0．3〉  く23．7〉  く76．1〉  く0．3〉  

100．0  14．9  83，0  2．1  17．4  82．3  0．3  16．9  82．5  0．6  

〈100．0〉  〈9．5〉  く90．4〉  く0．1〉  く1了．5〉  く82．3〉  く0．2〉  く19．7〉  く79．9〉  〈0．4〉  

100，0  13．1  85．9  0．9  14．6  85．3  0．1  18。1  81．6  0．3  

〈100．0〉  く9．6〉  〈90．3〉  く0．1〉  く16．4〉  く83．6〉  く0．0〉  く20．9〉  く77．9〉  く1．2〉  

100．0  13．0  85．7  1．3  14．8  84．4  0．8  15．4  83．5  

く100．0〉  く9．4〉  く90．6〉  く0．0〉  く13．2〉  く86．8〉  く0．0〉  く16．6〉  く83．0〉  く0．3〉  

100．0  13．6  85，2  1．2  15．3  84．5  0．1  18．0  81．7  0．4  

く100．0〉  く9．6〉  〈90．3〉  く0．1〉  く16．7〉  く83．2〉  〈0．1〉  く20．7〉  く78．3〉  く1．0〉  

100．0  20．0  78．8  1．2  15．8  84．2  0．0  17．6  81．7  0．6  

〈100．0〉  く8．7〉  く91．3〉  く0．0〉  く12，0〉  く87．9〉  く0．1〉  く17．了〉  く81．8〉  く0．5〉  

100．0  9．9  88．8  1．2  14．5  84，5  1．0  15，3  83．6  1．1  

く100．0〉  く9．8〉  く90．2〉  く0．0〉  く14．9〉  く85，1〉  く－〉  く17．3〉  く82．2〉  く0．5〉   

【産業】  

鉱業  

建設業  

製造業  

電気・ガス・熱供給・  

情報通信実  

運輸業  

卸売・小売業  

金融・保険業  

不動産業  

飲食店．宿泊業  

医療，福祉  

教育，学習支援業  

複合サービス事業  

サービス業  

【事業所規模】  

500人以上  

100～499人  

30～99人  

5～29人  

30人以上（再掲）  

介護休業制度の規定がある事業所＝100．0％  

（注）14年度は「3か月以内に退職することが明らかな者」   



第30表 産業・事業所規模・労働組合の有無、有期契約労働者の介護休業取得範囲の決定の有無  
・範囲別事業所割合  

（％）  

対象労働者の  
対象労働者の  

総 計       決めて いない   不 明  
よる要件より  

よる要件と同 じとしてい  
る  

働者としてい  
る   

【総計】   

100．0   49．9  49．9   0．1   
（100．0）   （95．8）   （2．1）   （2．り  

【産業】  

鉱業  100．0  29．1  70．9  

（100．0）  （98．4）  （1．6）  

建設業  100．0  43．5  56．5  

（100．0）  （86．9）  （4．1）  （9．0）  

製造業   100．0  41．2  58．7   0．1   

（100．0）  （97．9）  （0．9）  （1，2）  

電気・ガス・熱供給・水道業  64．8  35．2  

（100．0）  （87．5）  （8．9）  （3．6）  

情報通信業   100．0  40．7  59．3  

（100．0）  （97．2）  （1．2）  （1．6）  

運輸業   100．0  35．8  62．5   

（100．0）  （89．2）  （4．4）  （6．4）  

卸売・小売業   100．0  53．5  46．4   0，0   

（1000）  （95．1）  （2．4）  （2．5）  

金融・保険業   100．0   70．9  29．1  

（100．0）  （97．7）  （2．3）  （0．0）  

不動産業   100．0  42．1  57．6   0．3   

（1000）  （98．7）  （0．4）  （0．9）  

飲食店．宿泊業  100．0  58．7  41．3  

（100．0）  （99．7）  （－）  （0．3）  

医療，福祉  100．0  40．4  59．6  

（100．0）  （99．9）  （0．1）  （0．0）  

教育，学習支援案   100．0  54．0  45．9   0．1   

（1000）  （99．9）  （0．1）  （0．1）  

複合サービス事業   100．0   70、5  29．5  

（100．0）  （98．1）  （1．9）  （－）  

サービス業   100．0  50．0  50．0   0．0   
（100．0）  （96．1）   （2．7）  （1．1）  

【事業所規模】  
500人以上   100．0   73．3  26，7  

（100．0）  （93．9）  （3．5）  （2．5）  

100～499人   100，0  60．4  39．4   0．2   

（100．0）  （95．5）  （2，0）  （2．5）  

30～99人   100．0  50．5  49．4   0．0   

（100．0）  （96．0）  （2．0）  （2．0）  

5～29人   100，0  48．9  51．0   0．2   
（100．0）  （95．7）  （2．1）  （2．2）  

30人以上（再掲）   100．0  53．1  46．9   0．1   

（100．0）  （95．8）  （2．1）  （2．1）  

【労働組合の有無】  

有リ   100．0   63．1  36．8   0．0   

（100．0）  （94．6）  （3．8）  （1．6）  

無し   100．0  43．7  56．1   0．2   

（100．0）  （96．6）  （0．9）  （2．5）  
介護休業制度の規定がある事業所＝100．0％  



第31表 産業・事業所規模・労働組合の有無・介護休業制度の規定の有無、介護休業中・休業  
後の労働条件の明示の有無・方法別事業所割合  

（％）  

明示する  
総 計  明示しない   不 明  

書面を交付  口頭で伝達   

【総計】 

100．0   32．5   29．6   31．4   6．5  

〈100，0〉   く36．9〉   く29．1〉   く31．1〉   く2．9〉   

【産業】  

鉱業   100．0   24．4   17，2   58．4  

建設業   100．0   21．5   28．4   41．4   8．8   

製造業   100．0   27．9   27．3   36．2   8．7   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   60．6   27．6   10，9   0．9   

情報通信業   100．0   40．3   31．6   26．1   2．0   

運輸業   100．0   34．7   25．0   33．2   7．1   

卸売・小売業   100．0   33．9   31．1   29．7   5．4   

金融・保険業   100．0   57．5   24．9   15．1   2．5   

不動産業   100．0   36．4   28．0   26、9   8．7   

飲食店．宿泊業   100．0   28，8   32．6   30．7   7．8   

医療．福祉   100．0   28．0   45．6   23，9   2．4   

教育．学習支援業   100．0   34．4   34．2   24．7   6．7   

複合サービス事業   100．0   63．3   17．1   15．0   4．6   

サービス業   100．0   34．5   26．8   31．9   6．8   

【事業所規模】  

500人以上  100．0   61．2   28．2   10，6  

く100．0〉   〈63．8〉   く26．8〉   く9．1〉   く0，3〉  

100～499人  100．0   56．4   30．4   12．0   1．2  

〈100．0〉   〈57．6〉   〈28．1〉   〈13．0〉   く1．3〉  

30～99人  100．0   47．3   29．9   18．8   3．9  

く100．0〉   〈46，8〉   く28．8〉   く21．7〉   く2．7〉  

5～29人  100．0   29．0   29．6   34．3   7．1  

く100．0〉   く34．4〉   く29．2〉   く33．3〉   く3．0〉  

30人以上（再掲）  100．0   49．2   30．0   17．4   3．4  

く100．0〉   く48．9〉   〈28．6〉   〈20．0〉   く2．4〉   

【労働組合の有無】  

有り  100．0   54．8   27．3   16．3   1．6  

〈100．0〉   〈63．2〉   〈23．7〉   く12．3〉   〈0．8〉  

無し  100．0   27．2   30．1   35．0   7．7  

〈100，0〉   く30．2〉   〈30．5〉   く35．9〉   く3．4〉  

不明  100．0  93．5   6．5  

【介護休業制度の規定の有無】  

有リ  100．0   51．7   32．5   15．3   0．5  

く100．0〉   く60．8〉   く29．2〉   く9．8〉   く0．2〉  

無し  100．0   8．4   26．1   51．5   14．0  

く100．0〉   〈10．1〉   く29．0〉   く55．0〉   く5．9〉   

事業所総数＝100．0％   

£つ  
し）J   



第32表 産業・事業所規模・労働組合の有無、介護休業期間中の会社や共済会等からの金銭支給の有無・内容別  
事業所割合  

（％）  

金銭の  
総 計  労働者負  一時金等  金銭の  

支給なし  不 明  
定額   担分の社  その他  り（腋A）   支給あり （H．A．）               金銭の 支給あり  所定内 給与貌の  所定内 給与額の  所定内 給与額の  相当額  小書十   する   

【総計】   
100．0  16．2  76，0  7．8   

（100．0）  （8ト4）  （23．6）  
（】00．0）  （20．5）  （け9）  （4．0）  （13．7）  （26．0）  （2ト2）   （TOO．0）  （58．4）  （43．2）  

【産業】  
鉱業   100．0  1臥8  77．7  

（100．0）  （90．4）   （96）   

（312）  （15．2）  （－）  （32．0）  （10．7）  （2し7）    （34）  （g6，6）  
建設業  】000  744   

（1000）  （82．2）   （2l7）   

（243）  （142）  （4．6）  （104）  （282）  （23．0）    （476）  （52．4）  
製造業  1000  77．4  9．7  

（1000）  （746）   （305）   

（228）  （け0）  （12）  （16．5）  （29，6）  （159）    （532）  （4臥3）  
電気・ガス・熱供給・水道業    1000   56．4  

（1000）  （71．9）   （384）   

（408）  （220）  （－）  （t47）  （】82）  （285）    （1000）  （－）   
情報通信莱  100．0  76．7  4 6  

（100．0）  （713）   （374）   

（149）  （144）  （－）  （－）  （32．0）  （400）    （552）  （44．8）  
運輸業  100．0   738  95  

（】000）  （78．1）   （23り   

（22．2）  （194）  （2、Z）  り0．】）  （29．9）  （20，6）    （642）  （35．8）   
卸売・小売業   1000  柑5   73．6  79  

り00．0）  （82．5）   
（256）   

（216）  （162）  （77）  （け1）  （217）  （200）    （642）  （35．8）   
金融一保険業   100．0  12．5   863  ト3  

（100．0）  （959）   （61〉   

（149）  （128）  （110）  （0．3）  （482）  （132）    （670）  （33．0）   
不動産業   1000  22．2   6臥8  9．】  

（1000）  （98－9）   
（ト9）   

（97）  （29．8）  （－）  （19，0）  （】04）  （3l9）    （566）  （43．4）   
飲食店．宿泊業   100 0  132   77．6  9．2  

（100．0）  （79．0）   （2仁0）   

（56）  （210）  （02）  （283）  （27，3）  （177）    （87．1）  （241）   
医療．福祉   1000  149   819  32  

（100．0〉  （84．6）   （15．4）   
（30．3）  （llり  （－）  （8．6）  （318）  （柑2）    （500）  （500）   

教育．学習支援芙   1000  189   70．2  10．9  
（1000）  （88．9）   

（ll8）   

（86）  （178）  （46）  （18．9）  （422）  （臥6）    （222）  （778）   
複合サービス手業  100．0  850  3．6  

（100．0）  （74．3）   （25．7）   
（270）  （56，3）  （－）  （－）  （t68）  （－）    （38．9）  

サービス業  tOO0   76．2  8．l  
（100．0）  （805）  （267）  

（54り   

【事業所規模】  
500人以上   100．0  30．7  693  

（100．01  （73．4）   
（387）   

（84）  （238）  （09）  （8．3）  （531）  （132）    （832）  （16．8）  
100～499人   】00．0  168   8ト8  l3   

（柑0．0）  
（299）  

（100．0）  （120）  （22．8）  （30）  （10．g）  （45．8）  （14．0）   （100．0）  （7丁】）  （22，9）   
30・一99人   100．0   t2，9  82．4  4．7   

（1000）   
（29－6）  

（100．0）  （柑5）  （16．3）  （74）  （6．0）  （4D．7）  （15，3）   （100．0）  （732）  （32．】）   
5～29人   100．0  16．7   74．8  

（100．0′  （22．6）  
（1000）  

30人以上（再掲）   108－0   13．9  
（100．0）   

82．】  4．0   
（30．0）  

（100，0）   
【労働相合の有無】  
有リ   100，0  23－l  

（100－0：  （810）   
74－5  2．4   

（31．3）   
（226）  （2ト9）  （5．9）  （59）  （34．4）  （15．2）    （77．6）  （23．】）  

無し   100．0  144  76．5  9－1   
0   （20．9）  

（100．0）  
不明  100．0   

（100．0）   
6．5   

（－）  

（1000）   

事業所総数＝100，D％  

緯   



第33表 産業・事業所規模・介護休業制度の規定の有無、定期昇給制度の有無■介護休業取得期間  

中の定期昇給の取扱い別事業所割合  
（％）  

休業期間中の  
総 計       定期昇給の 制度がない  不 明    定期昇給 制度あリ  定期昇給 時期に  

わずに復職後  
昇給する   

持ち越す   

【総計】   
100．0  56．7  35．4  7．9  

く100．0〉   く65．6〉  く29．6〉  く4．8〉   

（100．0）  （24．9）  （23．9）  （51．2）  

く100．0〉   く26．0〉   く22．5〉   く51．6〉  

【産業】  

鉱業   100．0   33．6  62．9   3．5   

（100．0）  （34．9）  （19．1）  （46．0）  

建設業   100．0  41．4  50．3   8．3   

（100．0）  （25．3）  （21．8）  （52．9）  

製造業   100．0  51．7  38．4   9．8   

（100．0）  （25．9）  （19．9）  （54．2）  

電気・ガス・熟供給・水道業   100．0  87．0  13．0  

（100．0）  （21．1）  （44－6）  （34．3）  

情報通信業   100．0  64．9  31．9   3．3   

（100．0）  （16．7）  （25．2）  （58．1）  

運輸業   100．0  50．3  39．2   10．5   

（100．0）  （30．1）  （23．7）  （46．2）  

卸売■小売業   100．0  59．8  33．3   6．9   

（100．0）  （27．7）  （25．4）  （46．9）  

金融・保険業   100．0  82．7  16．0   1．3   

（100．0）  （21．3）  （2臥9）  （49．8）  

不動産業   100．0  58．6  32．5   9．0   

（100．0）  （27．5）  （25、3）  （47．2）  

飲食店．宿泊業   100．0  42．2  46．5   11．3   

（100．0）  （24．8）  （23．2）  （52．0）  

医療，福祉   100．0  78．1  17．0   4．9   

（100．0）  （22．9）  （22．0）  （55．2）  

教育，学習支援業   100．0  68，4  19．4   12．2   

（100．0）  （22．4）  （20．6）  （57．0）  

複合サービス事業   100．0  84．3  12．0   3，6   

（100．0）  （24．0）  （53．2）  （22．9）  

サービス業   100．0  56．5  35．4   臥1   

（100．0）  （20．6）  （20．8）  （58．7）  

【事業所規模】  
500人以上  100．0  83．0  16．3  0．7  

く100．0〉  く7，0〉  〈0．6〉  

（100．0）  （41．1）  （21．り  （37．8）  

く100，0〉  

100～499人  100，0  81．0  17．7  1．3  
く100．0〉  く12．8〉  〈1．4〉  

（100，0）  （31．7）  （23．9）  （44．4）  

く100．0〉  

30～99人  100．0  70．0  24．6  5．3  
く100．0〉  く20．8〉  く4．1〉  

（100．0）  （22，8）  （24．2）  （53．0）  

く100．0〉  

5～29人  100．0  53．5  37．9  8．6  
〈100．0〉  く31．7〉  く5．0〉  

（100．0）  （24．9）  （23．8）  （51，2）  

く100．0〉  

30人以上（再掲）  100．0  72．3  23．2  4．5  

く100．0〉  く19．2〉  く3．6〉   

（100．0）  （24．9）  （24．1）  （51．0）  

く100．0〉  

【介護休業制度の規定の有無】  

有り  100．0  76，4  23．1  0．5  

く100．0〉  く15．2〉  く0．6〉  

（100．0）  （24．5）  （24．4）  （51．り  

く100．0〉  

無し  100．0  32．1  50．8  17．1  
く100．0〉  く44，3〉  く9．0〉   

（100．0）  （26．2）  （22．4）  （51．4）  

く100．0〉  

事業所総数＝100．0％   

「トー  
■  i/ / 



第34表 産業・事業所規模・介護休業制度の規定の有無、賞与の制度の有無・賞与の算定の際の介護休業期間の  
取扱い別事業所割合  

（％）  

休業期間も  

総 計  賞与の制度  不 明    賞与の制度が   休まなかっ  休業期間も 一定程度出  出勤日又は 休業期間に 応じて支給  

する   
【総計】   

100．0  76．8  17．4  5．8  
〈100．0〉   〈84．7〉  く10．7〉   〈4．6〉   

（100．0）   

【産業】  
（3．6）   （2．5）  （62．6）  （6．8）  （24．6）  

鉱業   100．0   78．6   19．6   1，7   
（100．0）  （4．7）   （－）  （58．9）  （5．0）  （31．4）  

建設業   100．0  65．7  28．2   6．1   
（100．0）  （1．2）   （3．0）  （54．0）  （5．7）  （36．1）   

製造業   100．0  75．7  17．3   7．0   
（100，0）  （4．4）   （2，0）  （56．8）  （5．3）  （31．5）   

電気・ガス・熱供給・水道業  100．0  98．8  1．2  
（100．0）  （1．4）   （1．0）  （85．6）  （10．3）  （1．7）   

情報通信業   100．0  84．0  13．6   2．4   
（100．0）  （1．7）   （0．5）  （72．9）  （5，4）  （19．5）   

運輸業   100．0  73．6  19．2   7．1   
（100．0）  （4．7）   （2．8）  （56．2）  （12．9）  （23．3）   

卸売・小売業   100．0  77．8  16．5   5．7   
（100．0）  （4．5）   （2．2）  （63．8）  （7．6）  （22．0）   

金融・保険業   100．0  96．4  2．4   1．3   
（100．0）  （1．3）   （0．3）  （91．7）  （3．7）   （2．9）   

不動産業   100．0  81．9  13．3   4．8   
（100．0）  （3．2）   （5．9）  （48．1）  （11，2）  （31．5）   

飲食店．宿泊業   100．0  67．2  25．7   
（100．0）  （3．3）   （3．1）  （60．7）  （5．1）  （27．9）   

医療．福祉   100．0  91．8  5．0   3．2   
（100．0）  （4．1）   （3．6）  （62．8）  （8．2）  （21．4）   

教育．学習支援菓   100．0  82．4  9．8   7．8   
（100．0）  （0．8）   （5．2）  （60．0）  （9．4）  （24．7）   

複合サービス事業   100．0  94．9  2．8   2．3   
（100．0）  （0．2）   （2．4）  （86．8）  （4．4）   （6．2）   

サービス業   100．0  753  18．6   6．1  
（100．0）   （4．2）   （2．5）  （61．9）  （6．2〉  （25，2）   

【事業所規模】  

500人以上  100．0  96．9  2．9  0．2  
く100．0〉  く0．3〉  

（100．0）  （1．0）  （2．2）  
100～499人  100．0  95．0  4．0  1．0  

く100．0〉  〈1．4〉  
（100．0）  （2．3）  （1．8）   （5．り  

30・〉99人  100．0  87．7  8．9  3．4  
く100．0〉  く6．5〉  

（100．0）  （4．7）  （6．9）   
5・・′29人  100．0   74．3  19．4   6．3  

く100．0〉  く11．8〉  
（100．0）  （3．4）   （59．7）  

30人以上（再掲）  100．0   89．2  7．9   2．9  
〈100．0〉  〈91．6〉  く5．5〉  〈2．9〉   

（100．0）  （4．2）  （2．3）  （74．2）  （7．2）  （12．1）  
亡h  

有り  100．0  92．4  7．4  0．2  
〈100．0〉  く2．0〉  

（100．0）  
無し  

（3．2）   （2．3）  （77．り  （8．1）   （9．3）  
100．0  57．3  30．0  12．7  
く100．0〉  く71．3〉  く19．7〉  く9．0〉   

（100．0）   （4．2）  （2．9）  （33．3）  （4．2）  （55．4）  
事業所総数＝100．0％  



第35表 産業・事業所規模・介護休業制度の規定の有無、退職金制度の有無・退職金の算定の際  
の介護休業期間の取扱い別事業所割合  

（％）  

休業期間も  退職金の算  

総 数         退職金   

不 明  
算入する   い   

100，0  75．2  19．2  5．6  
く100．0〉   く81．1〉  く14．6〉   く4．4〉   

（1000）  （308）  （5．0）   （35．1）   （46）   （24．5）  

100 O 77．l  2ト1  l．7  

（100．0）  （0．4）   （28．0）  

100．0  702   23．7  6．1  

（100．0）  （2．1）   （421）  

100．0  744   柑9  

（1000）  （29．6）   （4．0）   （278）  

道   100．0  1000   

（100．0）  （4．0）   （72．2）   什7）   （0．9）  

100．0  786   19 O 2．4  

（100．0）  （37．7）   （90）   （136）  

100．0  720   20，9  7．1  

（100．0）  （31．9）   （7．2）   （203）  

100．0  776   17 O 5，4  

（100．0）  （3．4）   （22．5）  

100．0  987   0．0  ト3  

（100，0）  （59．り   （臥6）   （26）  

1DO，0  762   19．2  46  

（100，0）  

100－0  555   38．5  6．l  

（100．0）  （2′6）   （22．5）   （84）   （252）  

100，0  888   91  2．2  

（100．0）  （4り   （23 り  

100．0  830   9．2  78  

（100．0）  （7．5）   （266）  

100．0  962   ト3  2．5  

（100，0）  （9，9）   （85）  

1DO－0  689   24．6  6．6  

（100－0）  （32．り  （38）  （35．6）   （3，8）   （247）  

100．0  96．5  3，3  0．2  

く100．0〉  く0．8〉  く04〉  

（100．0）  （8．5）   （0．6）  

100．0  933   5．7  ト0  
く1000〉  く2．3〉  く1．3〉  

（100．0）  （6．3）   （50，2）   （4．2）   （43）  

100．0   87，1   9．6  3．3  

く100．0〉  〈7．1〉  く3，7〉  

（100．0）  （4ト9）   （4．8）   （12．5）  

100．0   72．5   21．3  6．1  

く100．0〉  〈16．3〉  

（100．0）  （4．6）   （28．0）  

100．0   88．4   8．8   2．8  
く100．0〉  く90．6〉  く6．1〉   く3．2〉   

（100．0）  （34．4）   （65）   （43．7）   （4．7）   （10．7）  

無】   
100．0  90．0  9．7  0．3  

く100．0〉  く5．5〉  く0．3〉  

（100．0）  （5．7）   （45．5）   （5．2）   （84）  

100．0  56．8   31．0  12．2  
く100，0〉  く67．5〉  く23．9〉  く8．6〉  

（1000）  （22．0）  （36）   （14．3）   （3．6）   （56．5）  

【産業】  
鉱業   

建設業   

製造業   

電気・ガス・熱供給・水   

情報通信実   

運輸業   

卸売‥」、売業   

金融・保険業   

不動産業   

飲食店．宿泊業   

医療．福祉   

教育．学習支援業   

複合サービス事業   

サービス業  

【事業所規模】  
500人以上  

100～499人  

30～99人  

5－29人  

30人以上（再掲）  

事業所総数＝100－0％  

∫、 ／   



第36表 産業・事業所規模・介護休業制度の規定の有無、介護休業復職後の職場・職種の  
取扱い別事業所割合  

（％）  

総 計   
原則として原職  

又は原職相当職  不 明   

に復帰する   決定する   

【総計】   

100．0   66．0   14．9   11．1   7．9  

く100，0〉   く70．4〉   く15．1〉   く9．8〉   く4．8〉   

【産業】  

鉱業   100．0   73．5   12．5   12．2   1．7   

建設業   100．0   55．5   15．2   21．0   8．3   

製造業   100，0   64，3   15．8   9．3   10．6   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   92．3   4．6   3．1  

情報通信業   100．0   66．3   25．3   5．6   2．8   

運輸業   100．0   60．5   17．8   12．5   9．2   

卸売・小売業   100．0   65．6   15．5   11．4   7．5   

金融■保険業   100．0   91．6   4．3   2．8   1．3   

不動産業   100．0   66．6   15．3   11．4   6．7   

飲食店．宿泊業   100．0   5臥9   23．0   10．3   7．8   

医療，福祉   100．0   81．1   10．7   2．8   5．4   

教育，学習支援業   100．0   71．4   7．8   8．6   12．2   

複合サービス事業   100．0   78．3   6．0   9．8   5．9   

サービス業   100．0   67．1   14．0   10．6   8．3   

【事業所規模】  
500人以上  100．0   8臥4   7．3   4．1   0．2  

〈100．0〉   く8臥0〉   く6．0〉   く5．9〉   く0．1〉  

100～499人  100．0   85．9   7．8   5．0   1．2  

く100．0〉   く85．6〉   く6．8〉   く6．2〉   く1．3〉  

30～99人  100．0   78．6   11．0   5．7   4．6  

〈100．0〉   〈76．8〉   く12．3〉   く7．3〉   〈3．6〉  

5～29人  100．0   63．1   15．9   12．3   8．7  

く100．0〉   く68．8〉   く15．8〉   〈10．3〉   〈5」〉  

30人以上（再掲）  100．0   80．2   10．3   5．6   3．9  

〈100．0〉   く7臥5〉   く11．2〉   〈7．1〉   〈3．2〉   

【介護休業制度の規定の有無】  

有り  100．0   83．0   10．5   6．2   0．3  

〈100．0〉   く85．4〉   く9．2〉   〈5．2〉   く0．2〉  

無し  100．0   44．8   20．4   17．3   17．4  

〈100．0〉   く55．0〉   く21．1〉   〈14．4〉   〈9．4〉   

事業所総数＝100．0％  



第37表 産業・事業所規模・介護休業制度の規定の有無、介護休業取得者に対する職業能力の維持、向  
上のための措置の有無・措置の内容別事業所割合  

（％）  

総 計  講じている  
講じていない  不 明     （M．A．）   

場・仕事に閲す  
る情報）   

100．0   24．1   69．5   6．4  
く100．0〉   く31．1〉  く64 7〉   く4．1〉  

（100，0）  （68．8）   （26．8）   （13．0）  

く100．0〉   く67，1〉   く26．9〉   く14．5〉   

100．0   21．1  771   1．7  
（1000）   （723）   （11．9）   （17．5）  

100．0   16 6  751   臥3  

（1000）   （66．2）   （23．8）   （15．6）  

100．0   17．9  73．7   8．4  
（100 0）   （69．0）   （24．9）   （15．1）  

．道業  100 O 72．5  27 5 

（100．0）  （91．2）   （76）   （6．5）  

100．0  407  571   2．2  
（1000）   （83．6）   （20．6）   （11．7）  

100．0   22．0  716   6，4  
（1000）   （67．4）  （38．6）  （6．0）  

100．0   25．0  691   5．9  
（1000）  （74，4）  （222）  （9．5）  

100．0   46．2  52．5   1．3  
（1000）   （65．5）   （25．3）   （179）  

100．0   22．1  692   8．7  
（100 0）   （70．6）   （10．3）   （19．9〉  

100．0   23．5  70、5   6．0  

（1000）   （51．0）   （32．3）   （27．4）  

100，0   27 2  69．6   3．2  
（1000）   （了2．7）   （34．4）   （13．4）  

100．0   24．9  65．6   9．5  

（1000）   （88．0）   （14．9）   （9．4）  

100．0   45 5  510   3．5  
（1000）   （43．1）   （57．5）   （14」）  

100，0   24 3  69．0   6．7  

（100．0）   （64．9）   （29．5）   （10．8）  

100．0   58．1   41．7   0．2  
く100．0〉  く63．3〉  く36，6〉  く0．1〉  

（100．0）  （90．8）   （13．8）   （6．1）  

く100．0〉  く92．4〉  く14．4〉  く6．7〉  

100．0  44．7  54．2  1．1  
く100．0〉  く47．4〉  く51．3〉  く1．3〉  

（100．0）  （80．5）  （21．3）  （10．9）  

く100．0〉  く79．4〉  く24．5〉  く9．5〉  

100．0  31．2  64．2  4．6  
く100．0〉  く33．8〉  く62．6〉  く3．6〉  

（100．0）  （73．4）  （27．6）  （13．4）  

く100．0〉  く71．8〉  く26．0〉  く11．5〉  

100．0  22，0  71．0  6．9  
く100．0〉  く30．0〉  く65．6〉  く4．3〉  

（100．0）  （66．7）  （27．2）  （13．2）  

く100．0〉  く65．4〉  く27，3〉  く15．4〉  

100．0  34．2  62．0  3．9  
く100．0〉   く36．6〉  く60．3〉   く3．2〉  

（100．0）  （75．6）  （25．7）  （12．6）  

〈100．0〉   く74．1〉   く25．4〉   〈10．9〉   

有無】   
100．0   34．3   63．6   2．1  

く100．0〉  く49．3〉  く50．6〉  く0．1〉  

（100．0）  （70．7）   （27．9）   （10．5）  

〈100．0〉  〈68．6〉  く29．6〉  〈11．1〉  

100．0  7．8  78．9  13．3  
く100．0〉   く11，2〉  く80．3〉   く8．5〉  

（100．0）  （55．6）  （19．2）  （30，6）  

〈100．0〉   〈60．0〉   〈13．9〉   く31．3〉   

電気・ガス・熱供給・水  

情報通信業   

運輸業   

卸売・小売業   

金融・保険業   

不動産業   

飲食店，宿泊業  

医療，福祉   

教育．学習支援業   

複合サービス事業   

サービス業  

【事業所規模】  

500人以上  

100～499人  

30～99人  

5～29人  

30人以上（再掲）  

【介護休業制度の規定の 有リ  

事業所総数＝100．0％   



第38表 産業t事業所規模・介護休業制度の規定の有無、男女・介護休業取得者の有無別事業所  
割合（H16．4．1～17．3．31）  

（％）  

介護休業  介護休業  
総 数        取得者なし  不 明     取得者あり  女性のみ介護  男性のみ介護  男女とも介護  

の事業所  休業取得者あ   休業取得者あ   休業取得者あ   事業所   
リ事業所   リ事業所   り事業所  

【総計】   

100．0   1．0  98．9   0．0   
（100．0）   （69．0）   （27．4）   （3．7）  

【産業】  

鉱業   100，0   100．0  
（100．0）  （－）  （－）  （－）  

建設業   100．0  1．5  98．4   0，1   
（100．0）  （55．5）  （44．5）  （－）  

製造業   100．0  1．3  98．7   0．0   
（1000）  （69．1）  （26．2）  （4．7）  

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   1。4  98．6  
（100－0）  （91．7）  （－）  （8，3）  

情報通信業   100．0  3．6  96，4   0．0   
（1000）  （23．3）  （75．3）  （1．3）  

運輸業   100．0   0，2  99．8  
（100．0）  （92．2）  （2．6）  （5．2）  

卸売・小売業   100．0  0．9  99．．0   0．1   
（1000）  （81．9）  （17．6）  （0．5）  

金融・保険業   100．0   0．0  100，0  
（100．0）  （66．7）  （33．3〉  （－）  

不動産業   100．0  4．3  95．7   0．0   
（1000）  （1．7）  （50．2）  （48．1）  

飲食店．宿泊業   100．0   0．3  99，7  
（1000）  （99．3）  （0．7）  （－）  

医療．福祉   100．0   2．4  97．6  
（100．0）  （96．6）  （3，0）  （0．3）  

教育．学習支援案   100．0  0．2  99．7   0．0   
（1000）  （71．4）  （25，1）  （3．5）  

複合サービス事業   100，0   0．4  99．6  
（100，0）  （98．4）  （1．6）  （－）  

サービス業   100．0  0．6  99．3   0．0   
（100．0）  （79．6）  （20．0）  （0．4）  

【事業所規模】  
500人以上   100．0   25．9  73．5   0．6   

（1000）   （65．0）  （22．1）  （12，9）  

100～499人   100．0   5，7  94．3  
（100．0）  （77．2）  （20．0）  （2．7）  

30～99人   100．0  1．8  97．9   0．3   
（100．0）  （72．6）  （27．4）  （－）  

5～29人   100．0  0．6  99．3   0．0   
（100．0）  （64．9）  （30．5）  （4．6）  

30人以上（再掲）   100．0  2．9  96．9   0．2   
（100．0）  （73．3）  （24，0）  （2．7）  

【介護休業制度の規定の有無】  

有り   100．0   1．2  98．8   0．0   
（100．0）  （57．1）  （40．9〉  （2．0）  

無し   100．0  0．8  99．1   0．1   
（100．0）  （92．7）  （0．1）  （7．2）  

所総 ＝100．0％   

プロ   



第39表 産業・事業所規模・介護休業制度の規定の有無、男女別常用労働者に占める介護  
休業取得者割合（H16．4．1～17．3．31）  

（％）  

介護休業  
女性常用労働者  

常用労働者  
女 性   

に占める介護休  
業取得者の割合   

100，0   0．04   0．08   0．02  
〈100．0〉   く0．05〉  く0．08〉   く0，03〉   

（100．0）  （73．5）  （26．5）  

く100，0〉  く66．2〉  く33．8〉  

100．0  

（100．0）  （－）  （れ）  

100．0  0．08  0．31   0．04  
（1000）  （55．5）  （44．5）  

100．0   0．04  0．10   0．01  
（1000）  （73、6）  （26．4）  

水道業  100．0  0．02  0．17  0，00  
（100．0）  （93．1）  （6．9）  

100．0  0，08  0．09  0．07  
（100，0）  （27．7）  （72．3）  

100，0  0．01  0．09  0＿00  
（100．0）  （94．了）  （5．3）  

100．0  0．06  0＝  0．01  
（100．0）  （86．8）  （13．2）  

100．0  0．00  0．00  0．00  
（100．0）  （7了．8）  （22＿2）  

100，0  0．32  0．30  0．33  
（100．0）  （33．6）  （66．4）  

100．0  0．01  0．03  0．00  
（100．0）  （99．3）  （0．7）  

100．0  0．06  0．07  0．01  
（100．0）  （96．8）  （3．2）  

100．0  0．01  0．01  0．01  
（100．0）  （60．5）  （39．5）  

100．0  0．02  0．05  0，00  
（100．0）  （96．8）  （3＿2）  

100，0  0．02  0．05  0＿01  
（100．0）  （80．1）  （19．9）  

100＿0   0．03   0．08   0．01  
く100．0〉  〈0．04〉  く0．10〉  く0．01〉  

（100．0）  （72．4）  （27．6）  

く100．0〉  〈74．9〉  く25．1〉  

100．0  0．03  0．07  0．01  
く100．0〉  く0．03〉  く0．07〉  く0．01〉  

（100．0）  （80．1）  （19，9）  

く100．0〉  く引．6〉  〈18．4〉  

100．0  0．04  0．07  0．01  
く100．0〉  く0．02〉  く0．05〉  く0．01〉  

（100．0）  （74，7）  （25．3）  

く100．0〉  く80．2〉  く19．8〉  

100．0  0．06  0．11  0．03  
く100．0〉  く0．07〉  く0．11〉  く0．05〉  

、（100．0）  （70．9）  （29．り  

く100．0〉  〈59．1〉  く40．9〉  

100．0  0．03  0．07  0．01  
く100．0〉   く0．03〉  く0．06〉   く0．01〉   

（100．0）  （76．1）  （23．9）  

く100．0〉  〈79．5〉  く20．5〉  

の有無】   

100．0   0．03   0．06   0．02  
く100．0〉  〈0．05〉  く0．10〉  く0．03〉  

（100．0）  （61，6）  （38．4）  

く100．0〉  く65．2〉  く34．8〉  

100．0  0．07  0．17  0．01  
く100．0〉   〈0．03〉  く0．05〉   く0．02〉   

（100．0）  （94．5）  （5．5）  

く100．0〉  く70．5〉  く29．5〉  

る介護休業取得者の割合とは、常用労働者に占めるH16．4．ト17．3．31までに介護休業を開始した   

建設業   

製造業   

電気・ガス・熱供給■   

情報通信業   

運輸業   

卸売・小売業   

金融・保険業   

不動産業   

飲食店，宿泊業   

医療．福祉   

教育，学習支援業   

複合サービス事業   

サービス業  

【事業所規模】  
500人以上  

100～499人  

30～99人  

5～29人  

30人以上（再掲）  

【介護休業制度の規定 有り  

（注） 労働者に占め  
者の割合である。  

（注） 前回数値はH13．4．1～14．3．31までに介護休業を開始した者の割合である。  

■－▲ ／J   



第40表 産業・事業所規模・労働組合の有無・介護休業制度の規定の有無、男女別介護休業終了  
後の復職者割合（H16．4．1～17．3．31）  

（％）  

介護休業  
女性の介  男性の介  

取得者  復職者  退職者   護休業取   復職者  退職者   護休業取   復職者  退職者   
得者  得者  

【総計】   

100．0  79．5  20．5  
く100．0〉  く64．1〉  く35．9〉  

（100．0）  （81．7）  （18．3）    （100．0）  （81．4）  （18、6）    （100．0）  （83．1）  （16．9）  

く100．0〉  〈90，6〉  く9．4〉  く100．0〉  く89，7〉  く10．3〉  〈100．0〉  く92．1〉  く7．9〉   

【産業】  

鉱業  100．0  100．0  

（100．0）  （－）  

建設業  100．0  99，7  0．3  

（100．0）  

製造業  100．0  6臥8  31．2  

（100．0）  

電気・ガス・熟供給・水道業  100．0  91．9  8．1  

（100．0）  

情報通信業  100．0  27．0  73．0  

（100．0）  

運輸業  100．0  93．4  6．6  

（100．0）  

卸売・小売業  100．0  86．6  13．4  

（100．0）  

金融・保険業  100．0  36．2  63．8  

（100．0）  

不動産業  100．0  49．7  50．3  

（100．0）  

飲食店．宿泊業  00   100，0  

（100．0）  （－）  

医療，福祉  100．0  96．6  3．4  
（100．0）  

教育．学習支援業  100，0  70．3  29．7  

（100．0）  

複合サービス事業  100．0  98．4  1．6  

（100．0）  

サービス業  100．0  71．5  28．5  

（100．0）   

【事業所規模】  
500人以上  100．0  72．8  27．2  

（100．0）  （90．9）  （9．り   （100．0）  （91．5）  （8．5）   （100．0）  （89．2）  （10．8）  

く100．0〉  

100～499人  100．0  78．3  21．7  
（100．0）   

く100．0〉  

30～99人  100．0  71．7  28．3  
（100．0）   

く100．0〉  

5～29人  100．0  84．6  15．4  
（100．0）   

く100．0〉  

30人以上（再掲）  100．0  74．3  25．7  
（100．0）   

く100．0〉  く84．4〉  く15．6〉  く100．0〉  く90．4〉  く9．6〉  く100．0〉  く66．4〉  く33，6〉   
【労働組合の有無】  

有り  100．0  65．9  34．1  
く100．0〉  〈45．3〉  く54．7〉  

（100．0）  （89．6）  （10．4）    （100．0）  （89．8）  （10．2）    （100．0）  （89．0）  （11．0）  

く100．0〉  

無し  100．0  83．7  16．3  
く100．0〉  く76．1〉  く23．9〉  

（100．0）   

〈100．0〉  く89．6〉  く10．4〉  く100．0〉  く88．8〉  〈11．2〉  く100．0〉  く92．3〉  く7．7〉   
【介護休業制度の規定の有無】  

有り  100．0  71．6  28．4  
〈100．0〉  〈62．8〉  く37．2〉  

（100．0）  （73．4）  （26．6）    （100．0）  （69．4）  （30．6）    （100．0）  （83．7）  （16．3）  

く100．0〉  

無し  100．0  93．3  6．7  
く100．0〉  く69．1〉  く30．9〉  

（100．0）   

く100．0〉  く99．0〉  く1．0〉  く100．0〉  く98．7〉  く1．3〉  く100．0〉  く99．7〉  く0．3〉   

H16．4．1～17．3．31までに介護休業を終了し、復職予定だった者＝100．0％  

（注） 前回数値はH13．4．1～14．3．31までに介護休業を終了し、復職予定だった者＝100．0％  

ワニ   



第40－2表 産業・事業所規模・労働組合の有無・介護休業制度の規定の有無、介護休業終了  
後の復職状況別事業所割合（H16．4．1～17．3．31）  

復職予定者   
総 計         不 明              あり事業所  のみいた  

事業所   事業所   

100．0   98．9   0．1   
（100．0）   （78．3）   （19．4）   （2．3）  

100．0  1．7  98．3  

（100．0）  （－）  （－）  

100．0  98．4  0．1  

（100．0）  （451）  （54．8）  （0．1）  

100．0  1．5  98．4  0．1  

（100．0）  （71．6）  （21．4）  （7．0）  

水道業  100．0  0，6  99．4  0．1  

（100．0）  （－）  （－）  

100．0  3．7  96．3  0．0  

（1000）   （94．2）  （5．1）  （0．7）  

100．0  0．2  99．8  

（100．0）  （55．り  （42．4）  （2．5）  

100＿0  1．0  99．0   0．1  

（1000）  （90．9）  （7．3）  （1．8）  

100．0  0．1  99，9  

（100，0）  （90．9）  （9．1）  （－）  

100．0  2．2  97＿7   0．0  

（1000）  （99．6）  （0．4）  （－）  

100．0  0，4  99，6  

（100．0）  （91．6）  （8．4）  （－）  

100．0  2＿2  97．8  

（100．0）  （93．2）  （6．8）  （－）  

100．0  0＿5  99．5   0．0  

（1000）  （33．9）  （54．8）  （＝．3）  

100．0  0．4  99．6  

（100．0）  （90．8）  （9，2）  （－）  

100．0  0．7  99．3   0．0  

（100．0）  （94．0）  （5．4）  （0．6）  

100．0   24．5  了4．7   0．8  

（1000）   （85．7）  （8．0）  （6．3）  

100．0  5．9  94，1  

（100．0）  （80．7）  （14．4）  （4．9）  

100．0  2．0  97．7  0．3  

（100．0）  （72．4）  （23．5）  （4．1）  

100．0  0．7  99．3  0．0  

（100．0）  （79．6）  （20．4）  （－）  

100．0  3．0  96．7  0，3  
（100．0）  （77．0）  （18．3）  （4．6）  

100．0  1．2  98．8  0．0  
（100．0）  （87．3）  （11．0）  （1．7）  

100．0  1．0  98．9  0．1   

（100．0）  （75．8）  （21，8）  （2．4）  

定  
100．0  98．7  0．0  

（100．0）  （69．9）  （26．了）  （3．4）  

100．0   0．8  99．1  0．1  
（100．0）  （95．0）  （5，0）  （－）  

【産業】  

鉱業   

建設業   

製造業   

電気・ガス・熱供給・   

情報通信業   

運輸業   

卸売・小売業   

金融・保険業   

不動産業   

飲食店，宿泊業   

医療，福祉   

教育，学習支援菓   

複合サービス事業   

サービス業  

【事業所規模】  
500人以上   

100～499人   

30～99人   

5～29人   

30人以上（再掲）  

労働組合の有無  

介護休業制度の規  

事業所総数＝100．0％  

こ・   



第41表 産業・事業所規模・介護休業制度の規定の有無・最長介護休業期間、男女・取得休業期間別  
介護休業取得者割合  

〔，も）  

【紀一丁】   1か月束濾   調女計   ロ    1週間未満  1週間一 2押付l束玉  2旦佃－   1か月－ 3か月束慮  3か 6か月  月－ 未満  6か月－ ニこ  1年以上  

1000  9．8   12．5   4．2   
く1000〉  

24．2   40．0  
く3．6〉   〈52〉   〈†0－3〉   く62．9〉   く川1〉  く1．8〉   

【産業】  
く21〉  

鉱♯   ‖）0．0  100．0  
建設業   1000  0．2   991  0．丁  

製造業  tOO．0  18．0   16 5 g．2   23．4  ．5   9．7   1 B 
t気・ガス・熱供給・水道業  100．0  8．1  838   
情報通信業  

8．t   
100  5．0   5．6  15－6  68  

】壬輸業  100  28．1  67  4．2  
卸売・小売業  100  0．2  1】．3  B5 4 29  
金融・保険業  

02  
100  60，2  

不動雇欄  
29．g  10．0   

1W O 96．5  02  2．  
飲食店．宿泊業  川0  100．0  
医療．擢祉  100  し8  56．2  柑  1．l  13．8   
教書．学習支緩業  100  2．5   9．9  75．Z  9．   
檀合サービス事業  100  86 2 12 O 1．8  
サービス集  

】00  11，2   03   6 9  
【亭♯所規櫻】  

41．1  24  37．丁   04  

500人以上   1000  
100－499人  

46   33．1   27，3  
20   

2t 6   
5．丁   

30一－99人  
125   508  g 6   0 6  

5－29人  
1．6   5．3   48，4  0 7   

17  
88   

20．8  36  61  
30人以上（再掲）  3．7   8．7  

〈10   0〉   

46．2  
く4．3）   

8．2   4．5  
く6．1〉   〈11．2〉   く46．7〉   く柑  5〉   

【介護休業制魔の規定の有無】  
く5 6〉   く6丁〉  

有り   100．0  5．7   6．9   42．1   
精し  

26，9  70   
00．0  

3．8  
15．2   19，0   07   0．6   5丁．3  74   

【最長介は休業期間】  
期間の最長限度を定めている  00．0  5．3   丁．6   

過賞93日まで  
441   

00  
28．9  

丁．1   
75   

2，6   
09  

50   55．4  29．3  06  
93日を越え6か角未満  00  1000  
6か月  00  53 1 12 2 13 2 18．4  3．2  
6か月を超え1年未満  00  50  g5．0  
1年  00  37  3．8  6－t  
1年を超える期間  

31．0  
00  

27．6  24．3  
3．6  

15  

期仰の制限はなく．必要日数取得できる  00  
34．4  

10g  
2！I．2  29，8  

8．3  
3．2  

2ヰ，2  138  42．7  

女 性  
t十  

1週間未満  1週間－ 2；胃W失速   2i邑間－  1か月－  3か月－  

l杷！十】   

1か月末為   3か月末鳶   6か月東王墓   6か月－ 「車乗茄  1年以上  

1000  5．8   15．2   4．2   
〈tOO0〉  

22．8   
く50）   

42．l   
〈7．8）   

26  
く86〉   く564〉   

【産業】  
く16．8〉   〈2，2〉  く33〉  

鉱業  1000  】00．0  

捜王女業  100  0．2  9g．5  0．2  
製造業  100 O 12．7  20．1   】0．4   221  23．】   9．7   
t気・ガス・熱供給・水道業  

】．8  

100  82．4  
什報通信業  

8．8   
100 D 15．1  2．2  Z4．0   54．2   4，4  

運輸業  1000  27．6   678   4．6   
卸売・小売集  100  0  0．2   6－0   9l6   2．0   
金融・保険業  

02  
tOO  

不動産業  
6（】．7  33．3  

100  9丁4  04  2．2  
飲食店．宿泊♯  100  100 o 
医療．福祉  100 O ト8  9．0  55．0  19．l  0．7  
教育．学習支操業  

川4  
100．0  4．3  13 O 69．7  86  43  

檀合サービス事業  100．0  8丁．8  12．2  
サービス♯  】00．0  21   0，4  
【事業所規模】  

6．4  39．5  0．】  51．0   03  

500人以上   1000  
100・－49g人  

1，7   4．5   94   319   283   
2．2  

208   
4．8  

30－9g人  
川．】  52 5 柑9  

0，9  
7．3   

2．4  
0，4  

5－2g人  
49  

10  
480  303  

9，2  24．2  
135  

4．2  55 4 7，1  
30人以上（再掲）  †00  1 6 3．8  

く10   

16 6 
く3．丁〉  

25．2  
〈63〉   

7．2  60  
〈127〉  （44．0〉   

【介粗休業制度の規定の有無】  
く196〉  〈5．5〉  〈8．2〉  

有り   100．0  10．0   7．9   
無し   

哺2   
100．0  

22，7   6．5  
TO．3   

5，4  
20，】   0．7   06   60，5   丁．8  

【最長介櫨休♯期Ⅶ】  
期間の正長隠度を定虻ている   100．0  
遺書93E】まで  

ト2   10．1   60   49．5   
0，2   

2」1．9   7一】   

2．2   5．8   64．6   27．0   0．1  
g3日を越‾6か月末満                   入  100．0  
6か月  5丁．2   12．8  12．4   16．2   t．4  
6か月を超え1年未満  5－l  鋸9  
1年  100  4．g   5．6  
1年を超える期間  

4．5  
100   

39．2  16．2  24．7  4．7  
335  282  305  37  

男 性  
什  3か月－  「週間未満  1週間－ 2綱相乗茄  2i空間－ 1か月未満  1か月－ 3か月夫；菖   6か月東三E  

l粍冨十】   

6か月－ 1法条；墓  1年以上  

1DO．0  247   2．3   4．3   
く100，0〉  

2g．6   3  18   
〈1．2〉   

7－0  
く09〉   

03  
く13．4〉   

【産業】  
く74．2〉   く9．4〉  く1．0〉  〈0．0〉  

鉱業  100．0  
連投稟  100  100．0  
製造暮  100  32．8   6．6  5．g  27．0  】6′9  

t気・ガス・熱供給・水道業  
9．9  0．9   

tW O 100．0  
†■相通信業  100  0．g  12．2  73．9  6．0  
運輸♯  100  33．3  66．丁  
卸売・小売業  10   46．4  44．3  g．2  
金融・保険業  】00  85．8  14．2  
不動産♯  100  95．丁   2．2  2．2  
飲食店．宿泊業  100  
医療，槽祉   100 O 90．3  9．7  
教書．掌習支援♯  100  ．0  5．8   825   11、7  
複合サービス事業  100  100．0  サービス集  100 O 335  
【事業所規模】  

丁．9   450   7．8  5．3   06  

500人以上   100．0  
100・－499人  

3－3   4．8   6．8   36．4   244  
1，3   

23 6   
9．l   

06  

30－99人  
7．0   44．4   

6．0  
柑】   1．3  

6．2   49．1  2．0   
5－29人  63．3  
30人以上（再掲）   100  4．1  3．5  6，5  

く100   

45．3  29 2 

〈7．0〉  
10，7  

〈5．0〉  
0．5  

く4．8〉  く57．8〉   
【介捜休業制度の規定の有精】  

4〉  〈5．9〉  く0．2〉  

有り   】00．0  15－2   Z．6   4．8   
無し   

33．4   35．1  
100．0  

7．9   04  
g8，1  1．9   

【丘長介護休事期Ⅶ】  
斯Ⅶの最長限度を定めている   100．0  13．3   
遺書93日まで  

2．7   5．0   
100．0  

33．6   36．9  
18．5   3．2   

82   0．4  
ユ．7   40．1   33．l  1．4   

93日を超え6か月末素  100．0  
6か月  l000  9．8  4．8  21．3  42  2し9  
6か月を超え1年未満  100．0  10  
1年  100．0  1．8  0．9  
1年を越える期間  

8．6  
1000  

け4  46 2 23．7   t．4   
40．1  35．5  24，4  

期仰の制限はなく．必響日数取樗できる  100 O 72，6  27．4  
H16．4．ト17．3．3ほでに復職した舌＝1000    ％  

1年   



第42蓑 産業・事業所規模・労働組合の有無・介護休業制度の規定の有無・最長介護休業期間、介護休業  
取得者があった際の雇用管理状況別事某所割合  

介護休業取得者があった際の雇用管理状況（肌A．）  

代替要員の補  
総 計       充を行わず、   

同じ部門の他  不 明  
の社員で対応  
した   せた   た   

100．0   72．8   8．5   19．6   2．2   0．3  

〈100．0〉   く60．4〉   く30．3〉   く15．2〉   〈2．4〉   く0．0〉   

100．0  

100．0   88．8   0．2   9．8   1．3  

100．0   81．2   11．6   14．1   10   0．6  

・水道業  100．0   69．4   26．4   61．1   4．2  

100．0   40．2   48．8   9．0   16．2  

100．0   51．3   2．6   10，4   40．9  

100．0   54．1   8．9   38．2   0．4  

100．0   66．7   33．3  

100．0   98．7   0．2   1．1  

100．0   3．6   6．0   90．4  

100．0   89．3   4．0   7．0   03  

100．0   10．6  64．3   25．1  

100．0   89．1   18．5   9，2   1．6  

100．0   74．9   1．2   21．7   0．8   1＿8  

100．0   73，1   17．1   25．3   2．0  

く100．0〉   〈80．8〉   く17．6〉   く20．8〉   く5．1〉   く0．4〉  

100．0   74，0   11，1   18．4   6．7  

く100．0〉   く77．9〉   く10＿3〉   く14．0〉   く3．0〉   く－〉  

100．0   66．3   11．3   19．5   3．1   0．6  

く100．0〉   く74．0〉   く8．7〉   く28．4〉   く57〉   く－〉  

100．0   75．4   5．3   19，4  

く100．0〉   く53．7〉   く38．5〉   く12．6〉   く1．5〉   く－〉  

100，0   70，0   12．0   19．9   4．6   0．6  

く100．0〉   〈76．5〉   く10．6〉   く21．5〉   〈4．5〉   く0．0〉  

100．0   74．1   15．2   18．0   3．7   0．5  

く100．0〉   く59．0〉   く56．8〉   く20，9〉   く1．3〉   く一〉  

100．0   72．4   6．4   20．1   18   0，2  

く100．0〉   く61．1〉   〈16．3〉   く12．2〉   く2．9〉   〈0．0〉   

定の有無】   
100．0   71．8   12，8   16．8   3．4   0，4  

く100．0〉   く58．5〉   く32．8〉   く16．5〉   く1．2〉   く0．0〉  

100．0   74．9  25．1  

〈100．0〉   く82．7〉   〈1．2〉   く0．3〉   く15．8〉   く－〉   

間  

めている  100．0   70，2   13．5   17．8   3．6   0．4  

〈100．0〉   〈57．8〉   く33，3〉   く17．0〉   く1．3〉   く0．0〉  

で（注1）  100．0   70．3   11．7   1臥3   1．9   0．3  

く100，0〉   〈75．5〉   く4．5〉   く22．9〉   く0．8〉   〈0．1〉  

月未満（注2）  100．0  100．0  

く100．0〉   〈87，5〉   く1．6〉  く12．6〉   く－〉   く一〉  

100．0   79．6   3．0   15．7   9．2  

〈100．0〉   く76．7〉   く3．0〉   く53．3〉   く12．6〉   く－〉  

未満  100．0   10．9  8．6   80．5  

く100．0〉   〈99．9〉   く0．3〉   〈－〉   〈－〉   く－〉  

100．0   69．7   20．8   15．9   4．8   0，9  

く100，0〉   〈55．6〉   く30．9〉   く41．3〉   〈2．6〉   く－〉  

間   100．0   84．9   13．5   26．4   7．1  

く100．0〉   〈5．0〉   く94．9〉   く0．3〉   く－〉   く－〉  

要日数取得できる                                                                                                                                                                                        100．0   98．8  1．2  

〈100．0〉   く82．2〉   〈17．8〉   〈－〉   〈一〉   く－〉   

【産業】  

鉱業  

建設業  

製造業  

電気・ガス・熱供給  

情報通信業  

運輸業  

卸売・小売業  

金融・保険業  

不動産業  

飲食店．宿泊業  

医療．福祉  

教育，学習支援業  

複合サービス事業  

サービス業  

【事業所規模】  

500人以上  

100～499人  

30～99人  

5～29人  

30人以上（再掲）  

【最長介護休業期  

期間の最長限度を定  

通算して93日ま  

93日を超え6か  

6か月  

6か月を超え1年  

1年  

1年を超える期   

期間の制限はなく、必  

介護休業取得者のあった事業所＝100．0％  

（注り 平成14年度は「3か月まで」  
（注2）平成14年度は「3か月を超え6か月未満」   

ト ー ト  



第43表 産業・事業所規模・労働組合の有無・介護休業制度の規定の有無、介護の  
ための勤務時間短縮等の措置の制度の有無・措置の種類別事業所割合  

勤務時間  介護の場  

短縮等の  
勤務時間  
短縮等の  

総計          措置の制  不 明  

度なし  
（肌A．）   タイム制  

度   

【総計】   

100．0  38．3  34．6   5．8   18．4   1．8   61．7   0．0  
〈100．0〉  く43．9〉  

（100．0）  

く100．0〉   

【産業】  

鉱業   100．0  2臥7  3．8  17．0  3．7  71．3  

（100．0）  

建設業   ・22．1  4．2  14．5  0．1  77．9  

（100、0）  

製造業   33．1  6．2  16．3  2．1  66．9  

（100．0）  

91．3  9．1  44．0  8．7  

（100．0）  

情報通信業   45．8  9．6  21．3  2．4  54．2  

（100．0）  

運輸業   32．4  4．2  14．3  2．3  67．6  

（100．0）  

卸売・小売業   41．5  6．6  17．7  2．0  58．5  

（100．0）  

金融・保険業   82．4  5．7  27．5  2．6  17．6  

（100．0）  

不動産業   43．4  2．1  56．6  

（100．0）  

飲食店．宿泊業   35．1  2．4  22．8  2．1  64．9  

（100．0）  

医療，福祉   42．7  3．6  21．2  1．6  57．3  

（100．0）  

教育．学習支援業   41，7  9．7  20．7  2．8  58．3  

（100．0）  

複合サービス事業   66．5  7．2  23．0  3．6  33．5  

（100．0）  

サービス業   35．8  6．4  19．0  1．7  64．2  0－0   

（100．0）   

【事業所規模】  
500人以上  100．0  89．2  76．7  21．2  36．3   9．9   10．8  

く100、0〉  

（100．0）  

〈100．0〉  

100～499人  100．0   4．0   27．8   
く100．0〉  

（100．0）  

く100．0〉  

30′・■99人  100．0   7．4   27．2   2．2   43．0   0．0  
く100．0〉  

（100．0）  

〈100．0〉  

5－29人  100．0   5．2   16．2   1．7   66．3   
〈100．0〉  

（100．0）  

く100．0〉  

30人以上（再掲）  100．0   28．8   2．6   39．6   0．0  
く100．0〉  く57．8〉  

（100．0）  

く100．0〉   

【労働組合の有無】  

有リ   100．0  71．9  64，8  12．7  33．2   5．0   2臥1  

（100．0）  

無し   100．0   30．3  4．1  14．8  1．1  69．7   0．0   
（100．0）  

不明   100．0  100．0  
（100．0）   （一）   （－）   （一）  

【介護休業制度の規定の有無】  

有り   100．0  67．8  61．4  10．2  32．7   3．2   32．2  
（100．0）  

無し   100．0   1．5  1．2  0．3  0．5  0．2  98．5   0．0   
（100．0）   

事業所総数＝100．0％  

■ ∴   



第44表 介護のための勤務時間短縮等の措置の種類、制度の有無・利用可能期間別事業所割合  

（％）  

利用可能期間  

総 計  制度あリ  93日を  制度なし  不 明  
93日   超え1年 未満  1年  1年を超 える期間  その他   

【総計】   100．0  61．7  
勤務時間短縮等  
措置全体  く100．0〉   く56．1〉   

（100．0）  （75．2）  （5．4）  （10．5）  （8．3）  （0．6）  

【事業所規模】  39．6  
30人以上   く100．0〉   く42．1〉   

（100．0）  （71．8）  （5．4）  （12．8）  （9．2）  （0．8）  

利用可能期間  

総 計  制度あリ  93日を  制度なし  不 明  
93日   超え1年 未満  1年  1年を超 える期間  その他   

【総計】   100．0  65．4  

短時間勤務制度  く100．0〉   く61．5〉   

（100．0）  （77．8）  （4．2）  （11．2）  （6．1）  （0．7）  

【事業所規模】  45．4  

30人以上   く100．0〉   〈49．6〉   

（100．0）  （73．0）  （5．0）  （13．6）  （7．5）  （0．9）  

【総計】   100．0  94．2  

介護の場合に利  
用できるフレッ  

く100．0〉   く93．6〉   

クスタイム制度  （100．0）  （58．0）  （6．8）  （13．4）  （21．3）  （0．5）  

【事業所規模】  91．3  

30人以上   く100．0〉   く91．6〉   

（100．0）  （58．6）  （3．0）  （16．3）  （21．9）  （0．2）  

【総計】   100．0  81．6  
始業一終業時刻  
の繰上げ・繰下  

く100▲0〉   く81．0〉   

げ  （100．0）  （74．9）  （5．9）  （10．0）  （9．0）  （0．2）  

【事業所規模】  71．2  

30人以上   く100．0〉   く73．8〉   

（100．0）  （74．9）  （4，6）  （12．2）  （8．2）  （0．1）  

【総計】   100．0  98．2  
介護に要する経  
費の援助措置  

く100．0〉   く98．6〉   

（100．0）  （41．り  （7．4）  （25．7）  （23．9）  （1．9）  

【事業所規模】  97．4  

30八以上   く100．0〉   〈97．2〉   

（100．0）  （47．6）  （2．7）  （21．2）  （26．7）  （1．8）  

労働日1日に短縮する時間の長さ  

総 計  制度あり  
その他  不 明   

1時間 未満  1時間以 上2時間 未満  2時間以 上3時間 未満  3時間 以上  

【総計】   
短時間勤務制度  

100．0  34．6  

（100．0）  （1．0）  （28．1）  （48．9）  （15．5）  （4．0）  （2．4）  

【事業所規模】  

30人以上   （100．0）  （0．5）  （28．2）  （50．0）  （15．3）  （3．5）  （2．4）   

事業所総数＝100．0％   



第45表 産業・事業所規模・労働組合の有無、介護のための短時間勤務制度の短縮時間分賃金  
取扱い状況別事某所割合  

（％）  

総計   有給   一部有給   無給   その他   不 明   

【総計】   
100．0   10．5   7．5   81．4   0，2   0．3  

〈100．0〉   く7．8〉   く8．4〉   く83．6〉  く0．2〉   

【産業】  

鉱業   100．0   0．8   6．6   92．6  

建設業   100．0   18．7   9．7   71．6  

製造業   100．0   4．3   7．7   87．2  0．7   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   3．6   3．5   92．9  

情報通信業   100．0   6．2   9．3   80．1   4．4  

運輸業   100．0   7．0   5．4   87，6  

卸売㌧小売業   100．0   7．5   6．6   85．8  0．0   

金融・保険業   100．0   26．1   6．2   65．9   1．8  

不動産業   100．0   0．6   1臥8   80．6  

飲食店．宿泊業   100．0   6．4   2．2   91．4  

医療，福祉   100．0   18．2   12．1   69．0  0．7   

教育，学習支援業   100．0   19．2   7．4   73．5  

複合サービス事業   100．0   9．7   9．5   80，9  

サービス業   100．0   6．8   8．3   83．6  1．4   

【事業所規模】  
500人以上  100．0   5．8   7．3   86．8   0．1  

〈100．0〉   く8．5〉   く6．1〉   〈85．0〉  〈0．3〉  

100・｝499人  100．0   7．0   7．4   85．4  0．3  

く100．0〉   〈7．7〉   く8．8〉   く83．5〉  く0．0〉  

30～99人  100．0   臥8   臥7   82．1  0．3  

く100．0〉   〈9．9〉   く8．8〉   〈80，3〉  く1．0〉  

5～29人  100．0   11．3   7．2   80．8  0．3  0．3  

く1000〉   く7 3〉   く84〉   〈842〉  く01〉   

30人以上（再掲）   100．0   8．4   8．4   82．9  0．3  

く100．0〉   く9．4〉   く臥了〉   〈81．1〉  く0．8〉   

【労働組合の有無】  

有り  100．0   11．2   7．0   81．8   0．0  

く100．0〉   く8．0〉   く9．5〉   く82．5〉  く0．0〉  

無し  100．0   10．1   7．9   81．1  0．4  0，5  

く100．0〉   〈7．6〉   〈7．9〉   く84．1〉  〈0．4〉   

介護のための短時間勤務制度がある事業所＝100．0％  

r 

・．   



第46表 介護のための勤務時間短縮等の措置の種類、男女・介護のための勤務時間短縮等の  

措置の利用者の有無別事業所割合  

（％）  

総 計  
利用者なし の事業所  不 明    の事業所 （M 

．A．）   

100．0   1．0   99．0   0．0  

〈100．0〉   〈0．4〉  〈98．7〉   く0．9〉   

（100．0）  （46．5）  （67．2）  

く100．0〉  く20．8〉  く80．6〉  

所規模】  

以上   100．0   1．2   98．7   0．1  

〈100．0〉   く0．6〉  〈98．9〉   〈0．9〉   

（100．0）  （42．7）  （74．5）  

く100．0〉  く33．3〉  く70．8〉  

出   100．0   0．3   99．5   0．2  

く100．0〉   〈0．2〉  く95．8〉   〈4．0〉   

（100．0）  （27．0）  （73，0）  

く100．0〉  〈44．0〉  く58．2〉  

所規模】  

以上   100．0   0．8   98．3   0．9  

く100．0〉   く0．9〉  〈98．3〉   〈0．7〉   

（100．0）  （41．3）  （58．7）  

〈100．0〉  く44．0〉  〈58．2〉  

8   100．0   0．6   99．4   0．0  

く100．0〉   く0．8〉  く98．6〉   く0．6〉   

（100．0）  （73．1）  （26．9）  

く100．0〉  く56．5〉  く43．5〉  

所規模】  

以上   100．0   0．7   99．2   0．1  

く100．0〉   く0．8〉  く98．3〉   く0．9〉   

（100，0）  （35．4）  （64．6）  

〈100．0〉  く75．5〉  〈24．5〉  

8   100．0   0．7   98．9   0．4  

く100．0〉   く0．3〉  く99．4〉   く0．3〉   

（100．0）  （26．7）  （85，5）  

〈100．0〉  く45．7〉  〈79．1〉  

所規模】  

以上   100．0   1．5   96．7   1．8  

〈100．0〉   〈1．1〉  〈97．9〉   く1．0〉   

（100．0）  （51．3）  （72．2）  

〈100，0〉  く45．7〉  く79，1〉  

短時間勤務 制   度  

フレックス  
タイム制度  

始業、終業  
時刻の繰上  
げ、繰下げ  

介護に要す  
る経費の  
援助措置  

短時間勤務制度等各々の措置がある事業所＝100．0％   

／」   
／  



第47表 事業所規模、男女・介護のための勤務時間短縮等の措置の種類別制度あり事業所の常用労働  
者に占める利用者割合（H16．4．1～17．3．31）  

（％）  

短時間勤務制度  フレックスタイム制度  

常用労働  女性常用 労働者に  女性常用  

者に占め  労働者に  労働者に  

占める利  

占める利 用者の割 A 臼   

Eコ   ．∠ゝ  Eコ  

【総計】   

0．06  0．09  0．01  0．00  
く0．01〉  く0．03〉   く0．01〉   く0．00〉   
（100．0）  （100．0）  
く100．0〉   〈100．0〉   

【事業所規模】  
500人以上  0．01  0．03  0．00  

く0．01〉  く0．02〉  く0．01〉  
（100．0）  （100．0〉  
く100．0〉  く100．0〉  

100～499人  0．02  0．02  
く0．01〉  く0．02〉  く0．02〉  
（100．0）  （100．0）  
く100．0〉  し〈100．0〉  

30～99人  0．10  0．13  0．00  
く0．00〉  く0．00〉  く0．01〉  
（100．0）  （100．0）  
く100．0〉  〈100．0〉  

5・｝29人  0．11  0．17  0．03  
く0．03〉  く0．06〉  く－〉  

（100．0）  （100．0）  
く100．0〉  〈100．0〉  

30人以上（再掲）  0．06  0．01  0．00  
く0．01〉  〈0．01〉   く0．01〉   
（100．0）  （100．0）  
く100．0〉   く100．0〉   

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ  介護に要する経費の援助措置  

吊用労働  女性常用 労働者に  女性常用  

者に占め  労働者に  労働者に  
占める利  占める利  

A  

用者の割  
用者の割 A  【コ   l：コ  A  【コ   A  

ヽ ‾  

0．01  0．01  0．01  0．04  
く0．02〉  く0．03〉   く0．02〉   〈0．02〉   
（100．0）  （100．0）  
く100．0〉   く100．0〉   

【事業所規模】  
500人以上  0．00  0．00  0．04  

〈0．00〉  く0．00〉  く0．05〉  
（100．0）  （100．0）  
く100．0〉  〈100．0〉  

100～499人  0．01  0．00  0．03  
〈0．01〉  く0．01〉  く0．03〉  
（100．0）  （100．0）  
く100．0〉  く100．0〉  

30～99人  0．01  0．02  0．00  
く0．01〉  く0．00〉  く－〉  

（100．0）  （100．0）  
く100．0〉  く100．0〉  

5～29人  0．03  0．01  0．05  0．06  
く0．06〉  〈0．08〉  く－〉  

（100．0）  （100．0）  
く100．0〉  〈100．0〉  

30人以上（再掲）  0．01  0．04  
〈0．01〉  く0．00〉   く0．03〉   
（100．0）  （100．0）  
く100．0〉   〈100．0〉   

（注）労働者に占める措置利用者の割合とは、勤務時間短縮等の措置がある事業所の労働者に占めるH16．4．ト17．3．31の   
間に利用を開始した者（開始予定の申し出をしている者を含む。）の割合である。   

、・●∴   



第48表 産業・事業所規模・労働組合の有無、子の看護休暇制度の規定の有無■利用可能期間別事業所割合  

（％）  

利用可能期間  
小学校入学  

小学校就学  
総 計  規定あり  その他  不 明   規定なし  不 明  

のに するまで  
まで）   

100．0  66．2  0．0  
《100．0》   《73．2》   《0．3》   

（100．0）  （87．2）  （1．4）  （1．7）  （9．6）  （0，0）  （0．1）  

100．0  79．1  
《100．0》  《82．6》  

（100．0）  （－）   （8．7）  （8．4）   （－）  

100．0   82．0   
《100．0》  《1．了》  

（100．0）  （0．り  （1ト3）  （－）  

100．0   74．9  
〈100．0》  《79．4》  

（00）  

道  100．0   10．5   
《100．0》  《47．2〉  

（100．0）  （－）  

100．0   60．9   
《100．0》  《78．1》  

（－）   （1．3）  （け2）  （－）   （－）  

100．0   68，8   
《100．0》  《72．0》  

（100．0）  （－）  （11．7）  （－）   （09）  

100．0   61．6   
《100．0》  《74．5》  

（100．0）  （－）  

1000   22．1   
《100．0》  《－》  

（100，0）  （－）   （－）  

100．0   58．0   
《100．0》  《67．2》  

（－）   （－）  （16．3）  （－）  （－）   

100．0   67．1   
《100、0》  《61．4》  

（100．0）  （－）   （－）  

100．0   64．8   
《100．0》  《－》  

（100．0）  （3．9）  （59）   （－）   （－）   

100．0   75．0   
《100．0》  《73．8》  

（100．0）  （－）   （－）  

100．0   28．0   
《100．0》  《65．0》  

（100．0）  （－）   （7．1）   （－）   （－）  

100．0   68．5   0．1   
《100．0》  《23．2》  《76．8》  《0．0》   

（100．0）  （88．0）  （ト8）  （2．1）  （8．1）   （－）   （0．1）  

100．0  8、7  

《100．0》  《40．3》  

（100．0）  （－）   （－）  

100．0   29．6   
《100．0》  《60．1》  

（100．0）  

100．0   52．1   0．1   
《100．0》  《67，1》  

（100．0）  

100．0   70．2   
《100．0》  《74．5》  

（100．0）  （一）  

100．0   47．2   0．0   
《100．0》  《34．4》  《65．6》  《0．0》   

（100．0）  （90．0）  （0．6）  （1．5）  （7．5）  （0．0）  （0．2）  

100．0  30．0  0．0  
《100．0》  《53．4》  

（100．0）  

100．0   74．9  
《100．0》  《20．6》  《79．1》  《0．3》   

（100．0）  （87．5）  （1．7）  （1．5）  （9．3）  （0．0）  （0．0）  

【産業】  

鉱業  

建設業  

製造業  

電気・ガス・熱供給・水  

情報通信業  

運輸業  

卸売・小売業  

金融・保険業  

不動産業  

飲食店，宿泊業  

医療．福祉  

教育，学習支援業  

複合サービス事業  

サービス業  

【事業所規模】  
500人以上  

100－499人  

30～99人  

5・〉29人  

30人以上（再掲）  

【労働組合の有無】  
有り  

無し  

事業所総数＝100．0％  

（注）≪ ≫ は、平成16年度調査の数値である。  
（注）平成16年度は、規定の有無ではなく、制度（慣行、失効年次有給休暇の活用等も含む）の有≠附こついて質問している。  

打   



第49表 子の看護休暇制度の休暇日数制限状況別事業所割合  
（％）  

制限あり  
同一の労働者につき  同一の子につき  

総 計      音十  
6日～  

小計  5日   9日  10日  11・・－ 20日   
11～  

21日  その他  小吉十  5日  6日－ 9日  10日   20日  21 

【総計】   
100．0  90．4  

（100．0）  （65．2）  （30．3）  
（100．0）  （91．6）  （2．5）  （1．6）  （2．2）  （2．0）  （0．0）   （100．0）  （90．3）  （0．1）  （1．1）  （2．4）  （6．り   

【事業所規模】  
30人以上   100．0  93．1  

（100．0）  （62．了）  （31．6）  

（100．0）  （95．5）  （1．9）  （0．9）  （1．0）  （0．6）  （0．り   （100．0）  （91．3）  （0．3）  （1．4）  （1．3）  （5．6）  

制限あり  
その他  

総 計  制限  なし  不明  
小言十  5日  6日～ 9日  10日  11～ 20日  21日  その他   

【総計】   
100．0  90．4  9，5  0．0   

（100，0）  （4．5）  

（100．0）  （81．1）  く2．2）  く3．1）  （8．5）  （5．0）  （0．り  

【事業所規模】  
30人以上   100．0  93．1  6．8  0，l   

（100．0）  （5．7）  

（100．0）  （69．9）  （6．2）  （8．9）  （4．0）  （10．9）  （0．2）  

子の看護休暇制度のある事業所＝100．0％   

第50表 産業・事業所規模・労働組合の有無別、子以外で看護休暇制度の対象としている家族の有無・  
範囲別事業所割合  

（％）  

子以外で、看護休暇制度の対象としている家族  

総 計  対象とし  （M．A．）  
対象とし  

ている  ていない  不 明  
対象に 制限なし  その他     配偶者  本人の 父母  配偶者の 父母  祖父母  兄弟姉妹  孫  その他の 親族   

【総計】   
1000  199  801  0l   

（1000）  （85．0）  （80．2）  （721）  （52．0）  （474）  （440）  （】2，6）  （】24）  （00）  
【産業】  
鉱業  100．0  900  

（100．0）  

建設業  1000   786  
（1000）  

製造業   100．0  77．4  
く】00．0）  

100－0  822  
（100．0）  

情報通信菓  100．0  709  
く100．0）  

運輸業  100．0  74．9   
（100．0）  

卸売・小売業  1000  77．8  
（100，0）  

金融・保険業  lDO．D  874  
（100．0）  

不動産業   100－0   42，2   57．8  
（100．0）  

飲食店．宿泊美  】00．0  864  
（100．0）  

医療．福祉  100．0  88．1  
く1000）  

教育．学習支援業  100．0  78．4   
（100．D）  

棟合サービス事業  tOO．0  8丁．3  

（100．0）  （96．の  （97，8）  （84．9）  （88．3〉  （66．5）  （54．0）  （39．3）  （1．8）  （一）  
サービス菓  100．0  80．7   

（100．0）  （86，4）  （8Z．91  （了7．5）  （56．2）  （51．9）  （38．4）  （13，1）  （13．6）  【－）  
【事業所規榛】  
500人以上  100．0  83．5  

（100，0）  

100・－499人  100．0   86．1  
（100．0）   

30～99人  100．0  8l．0  
（100．0）  

5～29人  100．0   79．2   
（100．0）  

30人以上（再掲）   100．0   175   82．3  0．Z  
（100．0）  （88．1）  （8臥0）  （82．8）  （61、4）  （55．0）  （49．2）  （13．1）  （8．8）  （0．0）   

【労働組合の有無】  
有り   1000  19．3  80．5  0．l   

（100．0）  （86．7）  （77，0）  （70，4）  （54．5）  （49．1）  （45，6）  （14．8）  （11．3）  （0．0）  
無し   100－0  202  79．8  

（100D）  （83．g）  （82．2）  （73．2）  （50，4）  （46．3）  （42．9）  （11．り  （130）  （－）  
子の看護休暇制度がある事業所＝1∞0％  

8ユ   



第51表 産業・事業所規模一労働組合の有無、子の看護休暇制度の対象者からの除外者の  
状況別事業所割合  

（％）  

所定労働日数が  

週2日以下の者  
勤続6ケ月未満の者  

総 計  

対 象  対象外  不 明  対 象  対象外  不 明  

100．0   18．7   80．0   1．3   27．1   72．2   0．8   

100．0   4．0   96．0  5＿0   95．0  

100．0   14．3   85．6   0．1   27．0   72．9   0．1  

100．0   12．0   86．2   1．8   21．8   77．6   0．6  

熱供給・水道業  18．1   79．9   2．0   62．5   37＿5  

100．0   24．9   72，6   2．6   40．4   59．6  

100．0   12．8   82．8   4．3   24．1   72．6   3．3  

100，0   27．1   72，7   0．2   27．1   72．1   0，8  

100．0   16．8   77．8   5．4   34，1   64．2   1．6  

100．0   23．2   76．7   0．1   20．5   79．5  

業  100．0   20．8   78．2   0．9   32．1   67．0   0．9  

100．0   8．1   91，0   0＿9   21，3   78．7  

蔓業  100．0   30．8   69，2   0．0   42，5   57．4   0．0   

事業   100．0   21，0   79．0  18．3   81，7  

100．0   11．4   88．4   0．1   25．1   74．9   0．1   

100．0   24．4   73．6   2．0   46．8   53．1   0．1  

9人  100．0   18．4   79▲3   2．3   31．6   68．1   0．2  

100．0   19．9   78．5   1．6   31．4   68．2   0．3  

100．0   18．3   80．6   25．3   73．7   0．9  

再掲）  100．0   19．6   78．6   31．9   67．8   0．3   

有無】   

100．0   25．7   72＿6   35．1   64．1   0．8  

100．0   13．9   85．0   1，0   21．7   77．6   0．7   

【産業】  

鉱業  

建設業  

製造業  

電気・ガス・  

情報通信業  

運輸業  

卸売・小売業  

金融・保険業  

不動産業  

飲食店，宿泊  

医療，福祉  

教育．  学習支援  

複合サービス  

サービス業  

【事業所規模  

500人以上  

100～49  

30～99人  
5～29人  

30人以上（  

子の看護休業制度の規定がある事業所＝100．0％   

第52表 産業・事業所規模・労働組合の有無、子の看護休暇取得時の賃金取扱い状況別事某所割合  

（％）  

総 計   有 給   一部有給   無 給   不 明   

【総計】   

100．0   16．5   9．3   62．5   11．7   

【産業】  

鉱業   100．0   19．8   14．0   63．6   2．6   

建設業   100．0   15．9   14．5   58．1   11．5   

製造業   100．0   11．9   9，1   65．1   14．0   

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   51．9   4，3   41．9   1，9   

情報通信業   100．0   21．4   4．6   68．1   5．9   

運輸業   100，0   10．2   9．5   64．4   15．9   

卸売・小売業   100，0   13．8   8．6   66．9   10．7   

金融・保険業   100．0   40．6   7．1   44．2   8．2   

不動産業   100．0   23．2   4．8   56，1   15．9   

飲食店．宿泊業   100．0   9．2   11．0   70．0   9．8   

医療．福祉   100，0   29．4   8．5   52．3   9．8   

教育，学習支援案   100．0   20．9   6，9   57．2   15．0   

複合サービス事業   100，0   23．0   1．5   67．4   8．1   

サービス業   100．0   17．0   8．6   62，2   12．2   

【事業所規模】  

500人以上   100．0   27．1   8．了   62．8   1．3   

100～499人   100．0   19．9   5．9   68，3   5．9   

30～99人   100．0   17．9   5．6   65，3   11．2   

5～29人   100．0   16．1   10，1   61．8   12，0   

30人以上（再掲）   100．0   18．4   5．7   65．8   10．1   

100．0   23．8   5．9   63．2   7．2   

【労働組合の有無】 有り            無し   100．0   14．8   10．2   62．3   12．8   

事業所総数＝1000％  

ー  
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第53表 産業・事業所規模、就学前までの子を持つ労働者の有無・子の看護休暇取得者の有無別  
事糞所割合  

就芋前までの子  就学前までの子  
総 計        を持つ労働者が いない事業所  不 明     を持つ労働者が いる事業所  取得者あり の事業所  取得者なし の業所  不 明   

事  

【総計】   
100．0   50．4  44．5   5．1   

（100．0）   （8．2）   （91．6）   （0．2）  

【産業】  
鉱業   100．0   46．g  53．0   0．2   

（100．0）  （15，5）  （84．5）  （－）  

建設業   100．0  56．9  40．0   

（100．0）  （6．り  （93．9）  （0．0）  

製造業   100．0  51．6  42、4   6．0   

（100．0）  （9，6）  （90．4）  （0．0）  

電気・ガス・熱供給・水道業   100－0  60．5  23．5   16．0   

（100．0）  （12，1）  （86．4）  （1－5）  

情報通信実   100．0  59．0  362   4．8   

（10D．0）  （7．5）  （92．5）  （0．0）  

運輸業   100．0  56．2  35．8   7．9   

（100．0）  （4．4）  （95．6）  （－）  

卸売・小売業   100．0  46．2  48．2   5．6   

（100．0）  （5．6）  く93．7）  （0．1）  

金融・保険業   100．0  61．0  367   2．3   

（100．0）  （7．1）  （92．9）  （】）  

不動産業   100．0  44．2  52－1   3．7   

（100．0）  （5．7）  （94．3）  （－）  

飲食店．宿泊業   100．0  38．6  56．8   4．6   

（100，0）  （6，3）  （93．7）  （－）  

医療．福祉   100．0  59．3  34．3   6．4   

（100，0）  （19．0）  （81．0）  （－）  

教育，学習支操業   100．0  4フ．1  45．4   7．5   

（100．0）  （18，1）  （色L9）  （－）  

複合サービス事業   100．0  53．6  40－7   5．7   

（100．0）  （2．5）  （97．5）  （－）  

サービス業   100．0  ヰ5．8  505   3．了   

（100．0）  （10．4）  （89．6）  （0，0）  

【事業所規模】  
500人以上   100，0   53．2  3．1   43．7   

（100．0）  （37、4）  （61．5）  （1．1）  

100～499人   100．0  61．6  10．6   27．8   

（100，0）  （14．5）  （85．2）  （0．3）  

30′－99人   100．0  66．3  21．3   12．4   

（100．0）  （8．3）  （91．7）  （0．0）  

5－29人   10D．0  4了．3  498   2．8   

（100．0）  （7．7）  （92．り  （0．2）  

30人以上（再掲）   100．0  65．2  19．0   15．8   

（100．0）  （9′8）  （90．2）  （0．1）  

事業所総数＝100．0％   

第54表 産業・事業所規模、男女別常用労働者に占める就学前までの子を持つ常用労働者割合  

就学前までの子  
常用労働者   を持つ常用労働          女性 常用労働者  就学前までの子  男性 常用労働者  就学前までの子   計   

者   計   を持つ女性常用   計   を持つ男性常用   
労働者  労働者   

【総計】   
100．0   8，3   100．0   5．5   100．0   9．9   

【産業】  
鉱業   100．0   8．7   100．D   8．3   100．0   8．8   

建設業   100．0   10，6   100．0   7．5   100．0   11．0   

製造業   100．0   9．0   100．0   6．5   100．0   10．0   

電気・ガス・熟供給・水道業   100．0   10．6   100．0   10．0   100．0   10．7   

情報通信菓   100．0   10，9   100．0   6．3   1DO．0   12．3   

運輸業   100．0   7．7   100．0   3．4   100．0   8．4   

卸売・小売業   100．0   臥4   100．0   5，6   100．0   10．了   

金融・保険業   100．0   9．3   100．0   7．1   100．0   11．0   

不動産業   100．0   8．9   100．0   3．8   100．0   11．7   

飲食店．宿泊業   100．0   5．0   100．0   3．0   100．0   7．2   

医療．福祉   100．0   7．7   100．0   6．7   100．0   11．1   

教育．学習支援案   100．0   6．3   100．0   4．7   100．0   7．7   

複合サービス事業   100．0   9．6   100．0   了．2   100．0   10．9   

サービス菓   100．0   6．5   100．0   3．5   100．0   8．4   

【事業所規模】  
500人以上   100．0   7．5   100．0   4，5   100．0   8．8   

100～499人   100，0   8，0   100．0   5．1   100．0   9．6   

30～99人   100．0   8．6   100．0   5．4   100．0   10．6   

5～29人   100．0   8．6   100．0   6，2   100．0   10．0   

30人以上（再揚）   10D．D   8．1   100．0   5．1   100．0   9．8  



第55表 産業・事業所規模・子の看護休暇制度の規定の有無、男女別就学前までの子を  
持つ労働者に占める子の看護休暇取得者割合  

就学前までの  

就学前までの 子つ労働   
子を持つ女性  

を持  
労働者に占め  

者  女 性   る子の看護休  
暇取得者の割  
A  ［コ   ∠ゝ  ［コ  

100．0   4．2  9，2   2．5   
（100．0）   （54．2）   （45．8）  

100．0  6．2  25．1  3．0  
（100．0）  （58．1）  （41．9）  

l00. OO 2．5  19．3  0．7  
（100，0）  （73．4）  （26．6）  

100．0  3．1  8．6  1．7  
（100．0）  （55．4）  （44．6）  

・水道業  100．0  9．8  37．0  6．9  
（100．0）  （36．3）  （63．7）  

100．0  4．0  14．4  2＿3  
（100＿0）  （50．5）  （49．5）  

100＿0  3＿5  11．0  3．0  
（100．0〉  （18．0）  （82．0）  

100．0  2＿6  3．3  2．4  
（100＿0）  （37．6）  （62，4）  

100．0  4．0  9．2  1．1  
（100．0）  （81．7）  （18，3）  

100．0  6．0  3．0  6．6  

（100．0）  （7．4）  （92．6）  

100．0  4．6  8．2  3．0  
（100．0）  （55．0）  （45．0）  

100．0  9．7  11．6  
（100．0）  （81．2）  （柑8）  

100．0  8．3  17．8  3，2  
（100．0）  （74．4）  （25．6）  

100．0  1．6  0．5  2．0  
（100．0）  （7．8）  （92．2）  

100．0  7．4  13．9  5．7  
（100．0）  （39，7）  （60．3）  

100．0  2．8  10，9  1．0  
（100．0）  （69．5）  （30．5）  

100．0  3．g  8．5  2．4  
（100．0）  （52．1）  （47．9）  

100．0  4．3  8．8  2．8  
（100．0）  （51．2）  （48．8）  

100．0  4．7  9．6  
（100．0）  （54．3）  （45．7）  

100．0  3．9  9．0  2．3   
（100．0）  （54．1）  （45．9）  

の規定の有無】   
100．0  4．3  10，1  2．6  

（100．0）  （53．0）  （47．0）  

100．0  4．1  8．2  2．5   
（100．0）  （56．0）  （44，0）  

【産業】  
鉱業   

建設業   

製造業   

電気・ガス・熱供給   

情報通信業   

運輸業   

卸売・小売業   

金融・保険業   

不動産業   

飲食店，宿泊業   

医療，福祉   

教育，学習支援業   

複合サービス事業   

サービス業  

【事業所規模】  
500人以上   

100～499人   

30～99人   

5－29人   

30人以上（再掲）  

就学前までの子を持つ労働者総数＝100．0％   



第56表 産業・事業所規模・労働組合の有無・子の看護休暇制度の規定の有無、男女・取得日数別子の看護休暇取得者割合  

（％）  

子の看護  女性の子  男性の子  
休暇取得  10日  10日  

者  3日以下  4′〉6日  7～9日   以上  
10日  

暇取得者  3日以下  4～6日  7～9日   以上  

【総計】   

100．0  77．8  14．4   2．7   5．2  100．0  62．4  23．9   4．9   8．8  100．0  95．9   3，1   0．0   0．9   

【産業】  

鉱業   100．0  78．3  21．7  100．0  66．7  33．3  100．0  94．5   5．5  

建設業   100．0  27．6  44．4   2，8   25．2  100．0  1．4   60．4  3．8  34．4  100．0  100．0  

製造業   100．0  77．9  14．0   1，9   6．1  100．0  67．0  20．4  3．5   9．2  100．0  91．6   6．0   0．0   2．3   

電気・ガス・熱供給・水道業  100．0  84．3  15．1   0．5   0．1  100．0  73．6  24．9   1．3   0．2  100．0  90．4   9．5   0．1  

情報通信業   100．0  90．1   7．3   0．8   1．8  100．0  86．6  10．5   1．4   1．4  100．0  93．6   4．1   0，2   2．1   

運輸業   100．0  89．5  10．5  100．0  45．4  54．6  100，0  99．2   0．8  

卸売・小売業   100．0  83．1  16．4   0．1   0．4  100．0  55．7  43．2  0．2   0．9  100．0  99．7   0．2   0．0  

金融・保険業   100．0  91．0   9．0  100．0  89．1  10．9  100．0  99．2   0，8  

不動産業   100．0  77．6  22．4  100．0  6．9   93．1  100．0  83．2  16．8  

飲食店，宿泊業   100．0  99．6  0．4  100．0  99．3  0．7  100．0  100．0  

医療，福祉   100．0  68．0  19．2   7．9   4．9  100．0  62．1  22．1   9．7   6．1  100．0  93．3   6．7  

教育．学習支援案   100．0  79．2  ＝．3  9．4  100．0  72．5  14．8  12．7  100．0  98．7   1．3  

複合サービス事業   100．0  97．8   2．2  100．0  72．1  27．9  100．0  100．0  

サービス業   100．0  86．4   4．了   3．9   5．0  100．0  70．9   9．1   9．8   10．3  100．0  96．7   1．8  1．5   

【事業所規模】  
500人以上   100．0  79．2  18．6   1．4   0．8  100．0  75．3  22．2   1．8   0．6  100．0  88．1  10．4  0．5   1．0   

100′〉499人   100．0  85．8  11．6   1．5   1．1  100．0  77．2  18．2   2．8   1．8  100．0  95．1   4．6  0，3   

30～99人   100．0  85．5  12．4   1．1   1．0  100．0  了5．3  20．6   2．1   1．9  100．0  96．2   3．8  

5～29人   100．0  68．9  16．2   4．5   10．5  100．0  45．1  2臥8   8．2   17．8  100．0  97．1   1．1  1．8   

30人以上（再掲）   100．0  84．7  13．0   1．3   1．0  100．0  76．0  20，0  2．3   1，7  100．0  95．0  4．7   0．0   0．2   

【労働組合の有無】  

有り   100，0  了8．0  19．3   1．4   1．2  100．0  66．6  29．1   2．4   1．9  100．0  93．2   6．3   0．1   0．4   

無し   100．0  77．7  12．2   3，2   6．9  100．0  60．4  21．4  6．1   12．0  100．0  97．0   1．8  1．1   

【子の看護休暇制度の規定の有無】  

有り   100．0  83．6   14．4   0．9   1．1   100．0  72，9   24．0   1．6   1．5   100．0  95．8   3．5   0．0   0．7   

無し   100．0  68．6   14．4   5．5   11．5  100．0  46．9  23．8   9．了   19．6  100．0  96．2   2＿5  1．3   

H17．4．1～け9．30までに子の看護休暇を取得した者＝100．0％  

▲1＿1．T〔   



第57表 産業・事業所規模・労働組合の有無、時間外労働を行った労働者の有無・育児を行う労働者の  
ための時間外労働の制限の規定の有無・利用可能期間別事業所割合  

育児を行う  利用可青巳期間  時間外労働  
時間外労働  小学校入学  を行った労  

～小学校低  小学校4年   ㈲暑がいな  不 明  

総 計                     を行った労  
労働の制限 の規定があ る   い   

1000  33 1 00  

〈1000〉   く20，0）   〈00〉  

（1000）  （603）  

〈1000）   〈684〉  

（川00）  （926）  （15）  （07）  （24）  （271  
〈】00．0〉  く93 9）  く21〉  〈0 6）  く31〉  く0 4ノ   

100 0  726  27 4  

（1000）  （285）  （了15）  

（1000）  （912）  〔－）  （－）  （88）  
100 0  724  2了5   01  

（1000）  （25†）   （749 

（95 4）  （01）  （3 6）  （01）  （OB）   
100 0  69 3   307   00  

（1000）  （324）   （67 6）  

（928）  （21）  （09）  （17）  t2 6）  
二道莫  20 3 

（1000）  （231  
（1000）  （963）  ＋1 （07）  （10）  （20）  

1000  26 3 

（川00）  （699）  

（1000）  （865）  （9 3）  （08）  （仁9）  （15）  
1000  32 3 

（10o）  （66了）  

（1000）  （877）  （4 5）  （03）  （13〕  （6＝  
1000  39．6  

（1000）  （495）  

（1000）  （92 5）  （ト5）  （01）  （3 7）  （22）  
1000  20 O 

（1000）  （29＝  

（100．0）  （968）  （0．0）  （04）  （2 7）  （0．1）  
1000  24 8 

川0）  （609）  

（1000）  （994）  （－）  （－）  （06）  （－）  
1000  34 5 

（1000）  （564）  

（100D）  （B3 6）  （－）  （－）  （50）  （114）  

100．0  33 9 

（川00）  （646）  

（1000）  （96 7）  （00）  （00）  （0 3）  （29）  

1000  48 4 

（1000）  （了10）  

（1000）  （891）  （9フ）  （－）  （－）  （13）  

1000  32 7 

（tOO．0）  （366）  

（1000）  （917）  （2．8）  （－）  （－）  （55）  
1000   312  

（用00）  （34g）  （651）  

（1000）  （93 3）  （仁2）  （17）  （26）  （11）  

運輸業  

卸売・小売業  

金融・保険業  

不動産業  

飲食店．宿泊業  

医療．福祉  

教育学習支援蔓  

複合サーービス事業  

サービス葉  

【事業所規模】 500人以上  

100－499人  

30－99人  

30人以上（再掲）  

事業所総数＝1000％  

r＼‘ふ   



第58表 産業・事業所規模・労働組合の有無、時間外労働を行った労働者の有無■家族の介護を行う労働者の  
ための時間外労働の制限の規定の有無別事業所割合  

（％）  

時間外労働を  

総 計  
行った労働者 がいない   

不 明  

制限の規定があ  
る   い   

【総計】   

100．0  66．9  33－1  0．0  

く100．0〉  く80．0〉  く20，0〉  く0，0〉   

（100．0）  （37．7）  （62．3）  

く100．0〉  く29．3〉  く70，7〉  

【産業】  

鉱業   100．0   72．6  27．4  
（100．0）  （28．り  （71．9）  

建設業   100．0  72．4  27．5   0，1   
（100．0）  （26．0）  （74，0）  

製造業   100，0  69．3  30，7   0．0   
（1000）  （30，3）  （69．7）  

電気・ガス・熱供給・水道業   100．0   79．7  20．3  
（100．0）  （72．3）  （27．7）  

情報通信集   100．0  了3．了  26．3  
（100．0）  （27．1）  （72．9）  

運輸業   100．0  67．7  32．3  
（100．0）  （31．1）  （68．9）  

卸売・小売業  100．0  60．4  39．6  
（100．0）  （47．6）  （52，4）  

金融・保険業  100．0  80．0  20．0  
（100．0）  （64．4）  （35、6）  

不動産業  100．0  75．2  24．8  
（100．0）  （41．6）  く58．4）  

飲食店，宿泊業   100．0  65．5  34．5  
（100．0）  （41．0）  （59．0）  

医療，福祉   100．0  66、1  33．9  
（100．0）  （34．7）  （65．3）  

教育，学習支援業   100．0  51．6  48．4  
（100．0）  （27．9）  （72．1）  

複合サービス事業   100．0  67．3  32．7  
（100．0）  （59，8）  （40．2）  

サービス業   100．0  68．8  3し2  

（100．0）  （33．2）  （66，8）  

【事業所規模】  

500人以上  100，0  92．4  了．5  0．1  
〈100．0〉  く98．1〉  く1．9〉  く－〉  

（100．0）  （82，4）  （17．6）  

く100．0〉  く69．7〉  く30．3〉  

100～499人  100．0  81．3  18．7  
〈100．0〉  く93．4〉  く6．5〉  〈0．0〉  

（100．0）  （6了．9）  （32．1）  

く100．0〉  く48．4〉  く51．6〉  

30・－99人  100．0  73．2  26．6  0．1  
く100．0〉  く86．3〉  く13．7〉  く－〉  

（100．0）  （50．5）  （49．5）  

く100．0〉  〈36．3〉  く63．7〉  

5～29人  100．0  65．2  34．8  
〈100．0〉  く78．4〉  く21．6〉  く－〉  

（100．0）  （33．7）  （66．3）  

く100．0〉  く27．1〉  く72．9〉  

30人以上（再掲）  100．0  75．0  24．9  0．1  
〈100－0〉  く87．7〉  く12．3〉  く0．0〉   

（100．0）  （54．6）  （45．4）  

く100．0〉  〈39．1〉  〈60．9〉  

【労働組合の有無】  

有り  100．0  76．5  23．5  0．0  
く100，0〉  く92．5〉  〈7．5〉  く－〉  

（100．0）  （65．0）  （35．0）  

く100．0〉  く54．5〉  〈45．5〉  

無し  100．0  64．6  35．3  0．0  
〈100．0〉  く76．8〉  く23．2〉  く0．0〉   

（100．0）  （30．0）  （70．0）  

く100．0〉  く21．5〉  〈78．5〉  

事業所総数＝100．0％  
、
卜
∴
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第59表 産業・事業所規模・労働組合の有無、深夜労働を行った労働者の有無・育児・介護のための深夜  
業の制限の規定の有無別事業所割合  

（％）  

深夜労働  深夜労働  
を行った  を行った  

総 計            労働者が  

労働を含  
いない事 業所   

事業所  い事業所  事業所  事業所  事業所  事業所  

100．0  69．1  

く100．0〉   く60，3〉   

（100．0）  （55．5）  （44．5）  （50．1）  （49．9）  （49．0）  （510）  

く100．0〉  〈56．1〉  く43．9〉  く49．0〉  〈51．0〉  く50．1〉  く49．9〉   

100．0  82．4  

（100．0）  

100．0  了2．9  

（100．0）  

100．0  70．1  

（100．0）  

フ   29．6  

（100．0）  

100．0  54．2  

（100．0）  

100．0  48．8  

（100．0）  

100．0  74．8  

（100．0）  

100．0  79．7  

（100．0）  

100．0  59．0  

（100．0）  

100．0  46．9  

（100．0）  

100．0  73，7  

（100．0）  

100．0  86．3  

（100．0）  

100．0  78．1  

（100．0）  

100．0   66．3   

（100．0）   

100．0  14．7  

く100，0〉  く10．9〉  

（100．0）  （58，6）  （41．4）  （86．2）  （13．8）  （83．8）  （16．2）  

〈100．0〉  

100．0  30．3  

く100．0〉  く26．9〉  

（100．0）   

く100．0〉  

100．0  52．9  

〈100．0〉  く44．9〉  

（100．0）   

く100．0〉  

100．0  73．4  

〈100，0〉  く64．2〉  

（100．0）   

く100，0〉  

100．0  48．1  

く100．0〉   く41．2〉   

（100．0）   

く100．0〉  〈62．1〉  く37．9〉  く54．5〉  〈45．5〉  く54．0〉  く45．9〉  

100．0  53．5  

〈100．0〉  く34．6〉  

（100．0）  （48．9）  （51．り  （75．り  （24．9）  （73．6）  （26．4）  

く100，0〉  

100．0  72．8  

く100．0〉   く66．9〉   

（100．0）   

く100．0〉  〈56．7〉  〈43．3〉  く38．0〉  く62．0〉 く39．6〉 〈60．4〉  

【産業】  

鉱業   

建設業   

製造業   

電気・ガス・熱供給・   

情報通信実   

運輸業   

卸売・／卜売業   

金融・保険業   

不動産業   

飲食店．宿泊業   

医療，福祉   

教育．学習支援業   

複合サービス事業   

サービス芙  

【事業所規模】  

500人以上  

100～499人  

30～99人  

5～29人  

30人以上（再掲）  

【労働組合の有無】 有リ  

事業所総数＝1000％  

／▲1 釣   



第60表 産業・事業所規模・労働組合の有無、配偶者出産休暇制度の有無・取得可能日数別事某所割合  

（％）   

配偶者出  配偶者出  
産休暇御  総 計             度なし   

10日   

′ヽ‾  

100．0  67．0  
く100．0〉   く66．8〉   

（100．0）  

〈100．0〉   〈0．2〉  
【産業】  

鉱業   100．0  20．0  80．0  
（1000）  （91．3）  （－）  （－）  （－）  （8．7）  （－）  （－）  

建設業   100．0  22．0  78．0  
（100．0）  

製造業   100．0   29．2   70．7  0．0   
（100．0）  

電気・ガス・熱供給・水道業  100．0   909   9．1  
（1000）  （97．4）  （－）  （－）  （－）  （1．0）  （1．0）  （0．6）   

情報通信業   100．0  51．4  48，6  
（100．0）  

運輸業   100．0   37．8   62．2  
（100．0）  

卸売・小売業   100．0   360   64．0  
（1000）  （94．2）  （2．9）  （0．9）  （0．0）  （－）  （0．9）  （1．1）   

金融・保険業   100．0  57．3  42．7  
（100．0）  

不動産業  100．0  63．6  
（5．7）  

飲食店，宿泊業  100．0  78，4  
什9）   

医療，福祉   100．0  30．1  69．9  
（100．0）  

教育，学習支援案   100．0   34．7   65．3  
（100．0）  

複合サービス事業   100．0   565   43．5  
（1000）  （97．6）  （2．4）  （－）  

サービス業   100，0  319  68．0  0．0  
（0．7）   

【事業所規模】  
500人以上  100．0  22．4  

〈100．0〉  く32．8〉  

（100．0）  

く100．0〉  く－〉  

100～499人  100．0  40．3  
く100．0〉  く42．7〉  

（100．0）  

〈100．0〉  〈0．4〉  
30－99人  100．0  55．2  

く100．0〉  く57．6〉  
（100．0）  

く100．0〉  く0．6〉  
5－29人  100．0  70．1  

く100．0〉  く69．2〉  
（100．0）  

く100．0〉  〈0，1〉  
30人以上（再掲）  100．0  51．9  

〈100．0〉   く54．7〉   
（100．0）  

く100．0〉   く0．6〉  
【労働組合の有無】  

有り  100．0  39．4  
く100．0〉  く37．8〉  

（100．0）  

く100．0〉  く0．0〉  
無し  100．0  73．6  

く100．0〉   く73．9〉   
（100．0）  

〈100．0〉   く0．2〉  
所総 ＝ ．％   

十   



第61表 産業・事業所規模・労働組合の有無、配偶者出産休暇取得時の賃金の取扱い状況別  

事業所割合  

（％）  

総 計   有 給   一部有給   無 給   不 明  

100．0   84．7   3．0   12．3   0．0  

く100．0〉   く92．6〉   く1．0〉   く6．4〉   く0．0〉   

100．0   89．5   10．5  

100．0   79．7   6．9   13．4  

100．0   87．1   5．7   7．2  

総  100．0   96．6   2．5   0．9  

100．0   82．4   4．1   13．6  

100．0   76．2   3．5   20．3  

100．0   83．2   15．2  

100．0   88．4  ‖．6  

100．0   99．5  0．5  

100．0   68．0   9．9   22．1  

100．0   97．2   0．2   2．6  

100．0   86．2  13，8  

100．0   99．6  0．4  

100．0   86．8   2．9   10．2   0．1  

100．0   86．7   7．3   6．0   0．1  

〈100．0〉   く89．5〉   く6．9〉   〈3．6〉   〈－〉  

100．0   86．7   4．9   8．1   0．2  

く100．0〉   〈91．8〉   く2．3〉   〈5．9〉   〈0．0〉  

100．0   87．3   3．6   9．0  

〈100．0〉   〈89．6：〉   〈2．9〉   く7．5〉   く－〉  

100．0   83．8   2．7   13．4  

く100．0〉   く93，3二〉   く0．5〉   く6．2〉   〈－〉  

100．0   87，2   4．0   8．7   0．1  

く100．0〉   く90．1〉   く2．9〉   く7．0〉   く0．0〉  

100．0   86．0   2．8   11．2   0．0  

〈100．0〉   く95．7〉   く1．2〉   く3．0〉   く0．0〉  

100．0   83．9   3．2   12．9   0．0  

〈100．0〉   〈90．7〉   く0．9〉   〈8．4〉   く－〉   

【産業】  

鉱業  
建設業  

製造業  

電気－ガス・熟供  

情報通信業  

運輸業  

卸売・小売業  

金融・保険業  

不動産業  

飲食店一 宿泊業  

医療．福祉  

教育，学習支援業  

複合サービス事業  

サービス業  

【事業所規模】  

500人以上  

100～499人  

30～99人  

5～29人  

30人以上（再掲）  

配偶者出産休暇制度のある事業所＝100．0％  

、    －   



第62表 産業・事業所規模、配偶者出産休暇取得者の有無別事業所割合  

総 計   取得者あり  取得者なし   不 明   

【総計】   

100．0   19．3   80．1   0．6  

〈100．0〉   く22．8〉   〈13．5〉   く63．7〉   

【産業】  

鉱業   100，0   38．3   61．4   0．3   

建設業   100．0   16．2   83．7   0．1   

製造業   100．0   35．5   62．8   1．7   

電気・ガス・熟供絵・7k遺業   100．0   32．1   62．4   5．5   

情報通信業   100．0   30．2   68．3   1．5   

運輸業   100．0   28．6   70．1   1．3   

卸売＝ト売業   100．0   18．5   81．2   0．3   

金融・保険業   100．0   4．1   95．3   0．6   

不動産業   100．0   22．1   77．7   0．2   

飲食店，宿泊業   100．0   4．2   95．7   0．2   

医療，福祉   100．0   10．7   89．3   0．0   

教育，学習支援業   100．0   15．4   84．3   0．3   

複合サービス事業   100．0   12．1   87．8   0．1   

サービス業   100，0   17．5   82．2   0．3   

【事業所規模】  
500人以上  100．0   57．4   27．6   15．0  

〈100．0〉   く64．2〉   く16．6〉   く19．2〉  

100～499人  100．0   52．7   43．4   3，9  

く100．0〉   く54．1〉   〈19．9〉   〈26．0〉  

30～99人  100．0   37．0   61．9   1．2  

く100．0〉   く33．1〉   く17．1〉   く49．7〉  

5～29人  100．0   12．0   87．9   0．1  

〈100．0〉   く1臥1〉   く12．3〉   く69．7〉  

30人以上（再掲）  100．0   41．1   56．8   

く100．0〉   〈3臥4〉   く17．了〉   く43．8〉   

配偶者出産休暇制度のある事業所＝100．0％   
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第63表 産業・事業所規模・育児休業制度の規定の有無別配偶者出産休暇取得者割合  

（％）  

配偶者出産休暇制度のある事業所  
配偶者が出産した男性労働者に占   において配偶者が出産した男性労  

める配偶者出産休暇取得者の割合  働者に占める配偶者出産休暇取得  

者の割合  

34．5   55．6  

〈37．0〉   く61．6〉   

44．3   80．2  

18．6   39．3  

44．5   61．6  

熱供給・水道業  59．4   64．4  

39．5   46．7  

29．5   73．2  

35．0   53．7  

15．9   31．0  

26．0   57．6  

業  17．7   43．6  

23．1   44．8  

蔓業  24．6   44．3   

事業   31．6   47，1  

37．4   61．0   

模  

40．2   48．2  

〈38．5〉   く50．4〉  

9人  42．1   58．1  

〈38．6〉   く65．6〉  

35．4   64．4  

く34．4〉   く61．3〉  

25．6   50．7  

く37．1〉   く62．6〉  

再掲）  39．1   57．5  

〈36．8〉   く60．4〉   

度の規定の有無】   

36．3   55．0  

〈42．7〉   く65．1〉  

17．6   71．2  

く11．1〉   く32．1〉   

【産業】  

鉱業  

建設業  

製造業  
電気・ガス・  

情報通信業  

運輸業  

卸売・小売業  

金融・保険業  

不動産業  

飲食店，宿泊  

医療，福祉  

教育，  学習支援  

複合サービス  

サービス業  

【事業所規  

500人以上  

100′・・－4 9  

30～99人  

5～29人  

30人以上（   

qニ  、 －  





平成17年度女性雇用管理基本調査票   





※都道府県番号   ※事業所「連番号  ※産業分類番号  

※印欄は記入しないでください。  

平成17年度女性雇用管理基本調査  
育児・介護休業制度等実施状況調査票  

厚生労イ勤省雇用均等・児童家庭局  

この調査の結果は、仕事と育児・介護との両立支援の促進のために活用されます。  

調査票は、統計以外の目的に使用されることは絶対にありませんので、事実をありのまま記入してください。  

〔記入上の注意 二〕  

1黒のインク又はボール／くンを使用し、選択肢のうち白色の番号偶については、該当するものの番号を1つだけ、灰色の締拒卜けと  

なっている番号欄については該当する  ものの番号を全て○で囲んでくださし  、。人数を記入する際、該当者がいない場合は「0」を  
記入してください。  

2 この調査は、事業所を単位として行います。特に断りのない限り貴事業所の状況を記入してください「  

3 この調査は、特に断りのない限り平成17年10月1日現在で記入してくださ  い。  

4 記入の終わった調査票は、平成17年11月30   日までに同封の返信用封筒により  ご返送ください。  

5 調査票の記入についてご質問がありましたら、下記都道府県労働局雇用均等重文は厚生労働省雇用均等■児童家庭局雇用均等政  

策課（電話03－5253－1Lll、内線7837、7834）  までお問い合わせください。  

調  

査  

記  

入  （   ）  内線  

者   
カーナ  

問い合わせ先（都道府県労働局雇用均等室）  

Ⅰ事業所の属性に関する事項  

事  業  所  
所  在  

変更や誤りがあった揚言  

お手数ですが訂正内幸  は、  

直接書き込んでください。  

事業所の常用労働者  

（平成17年10月1  

常用労働者のう  

係長以上管理職  

（役員を除 く  

（※  

（※1）常用労働者とは、以下の①～⑤のいずれかに該当する者をいいまYれ   

① 期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇用されている者。  

② 日々雇われている者、又は1か月以内の期間を定めて雇用されている着で、平成17年8月及び9月の各月に各々18日以上覆   

われた者。  

③ 取締役、理事などの役員のうちで常時勤務して、一般労働者（常用労働者のうちパート、アルバイト、嘱託労働者等以外の正   

規労働者）と同じ給与規則又は同じ基準で毎月給与の支払いを受けている者。  

④ 事業主の家族であって、その事業所に常時勤務して給与の支払いを受けている者。  

⑤ 上記①～③の条件に該当する、他企業からの出向者（在籍出向、移籍出向を問いません。また、この調査では他企業への出向   

者は在籍出向、移籍出向を問わず除いてください。）。  

（※2）管理職数には、事業所の各部署において、部長、課長、係長等配下の係員等を指揮・監督する役職のほか、専任職、スタッフ   

管理職等と呼ばれている役職を含みます。   



【記入の際の注意事項】  

（注1）「育児休業制度」とは、1歳未満の子を養育する男女労働者からの申し出により、  

与えられる休業です（一定の範囲の期間雇用者も対象となります）。また、一定の  

場合、子が1歳6ケ月に達するまでの間、育児休業をすることができるようになり  

ました。  

「介護休業制度」とは、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者からの  

申し出により、与えられる休業です（一定の範囲の期間雇用者も対象となります）。  

また、要介護状態ごとに取れるようになりました。  

なお、労働基準法に規定する産前産後休業、育児時間、配偶者の出産に伴う休暇  

及び家族の介護のために年次有給休暇を取得することは除きます。  

（注2）「子の看護休暇制度」とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話を行う労働者  

に与えられる休暇です。  

労働基準法に規定する年次有給休暇以外の休暇制度であって、労働者がその子の  

看護を行うという目的のために使用できる休暇制度をいいます。また、例えば家族  
看護休暇制度など子の看護に限定されない休暇制度を含みます。  

なお、失効年次有給休暇を活用している場合には、年次有給休暇を有効期間内に  
すべて消化し、失効年次有給休暇を有しない労働者に対して最低保障日数を置く等  

これらの労働者がこの看護のための休暇を取得できるよう担保する仕組みを設けて  
いれば該当します。  

（注3）「1歳以降の育児休業を取得できるとする法律上の要件」とは、次の①②のいず  

れかの事情がある場合を指します。  

①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合  

②子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったもの  
が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合  

なお、育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業してい  
た配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。  

（注4）「要介護状態」とは、負傷、疾病又は若しくは精神上の障害により、2週間以上  
の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。  

「同一の要介護状態」とは、前回の介護休業等をしたときから、引き続き同一の  
要介護状態にある場合（すなわち、前回、介護休業等したときの要介護状態から一  
度も回復していない場合）をいいます。したがって、要介護状態から回復し、再び  
要介護状態に至った場合は、異なる要介護状態ということになります。  

（注5）「育児・介護休業法の対象家族」とは、配偶者、父母、子、これらに準ずる者（労  

働者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫）及び配偶者の父母をいい  

ます。「祖父母」「兄弟姉妹」には、配偶者の祖父母、兄弟姉妹を対象としている  

場合も含みます。  

縛   



Ⅱ 育児・介護休業制度、子の看護休暇制度等に関する事項   

1」育児・介護休業制度（注1）、子の看護休暇制度（注2）等   

間1育児・介護休業制度、子の看護休暇制度の規定  
貴事業所では育児・介護休業制度、子の看護休暇制度の規定がありますか。「規定がある」とは、就業規則等により   

制度が明文化されている場合をいいます。  

（それぞれ1又は2を○で囲んでください。）  

育児休業制度  介護休業制度  子の看護休暇制度   

規定あり   1   1   1   

規定なし   2   2   2   

間2 育児t介護休業制度、子の看護休暇制度の内容   

＜問1でそれぞれ規定がある場合に記入してください。＞  

（1）育児休業制度の内容   

①貴事業所では、子が何歳になるまで育児休業を取得することができますか。  

1歳6か月を超え   2歳～   
1歳6か月  3歳以上  

コ歳末満   3歳末満   

2   3   4   

② 貴事業所では、同じ子について何回育児休業を取得することができますか。回数をご記入ください。ただし、  

（注3）でいう休業の場合は、回数に計上しないでください。   

回数⊂コ回  

③1歳以降の育児休業を取得する場合に、どのような要件をつけていますか〕（注3）  

2   

特に要件は設けていない   法とは異なる要件を設けている  

る   

3   

育児・介護休業法の要件を満たす場合にのみ取得でき  

／J   を満たさなくても取得できる  

（2）介護休業制度の内容   

の 貴事業所では介護休業期間の最長限度を定めていますか。  

期間の最長限度を定めている  期間の制限は  

通算して   93日を超え   6か月を超え   なく、必要日数  
6か月  

1年未満  
1年   

93日まで  6か月末満  期  間  取得できる   

2   3   ∠1   5   6   7   

② 貴事業所では介護休業の取得回数に制限はありますかb  1～3のうち1つを○で囲んでください。   

＜1～2を○で囲んだ場合は、取得できる回数を記入  卜一対象家族の同w一要介護状態に   
1   

）いて（注4）   

・の他   2  

3  

してください。＞  

・・⊂コ  

（a 貴事業所では介護休業の対象となる家族の範囲に制限はありますか。   

＜「1制限あり」を○で囲んだ場合は、1～8のうち介護休業の対象としている家族の番号を全て○で囲んでください。＞  

育児・介護休業法  労働者が扶養していない家族  

の対象家族（注5）   祖父母  兄弟姉妹  孫   
その他  

1   2   3   4   5   6   7   8   

（3）子の看護休暇制度の内容等  

（D 子の看護のための休暇は、子が何歳になるまで取得できますか。  
小学校入学～小学校  小学校4年生～   

小学校就草の始期に達  
低学年（3年生又は  小 学 校 卒 業  小学校卒業以降も対象  

するまで  
9歳）まで   （又は12歳）まで   

1   2   3   4  



（注6）「祖父母」「兄弟姉妹」は、本人だけでなく、配偶者の祖父母、兄弟姉妹を対象   

にする場合を含みます。  

（注7）「退職することが明らかな者」とは、定年に達することにより必ず退職すること   

となっている労働者、あらかじめ事業主に対し退職の申出をしている労働者等の意味   

であり、期間を定めて雇用される者は含みません。  

（注8）  

1．「有期契約労働者」とは、3ケ月、1年など期間を定めた契約で雇用した労働者を   

いいます。ただし、日々雇われている者及び他企業からの出向者を除きます。  
2．法改正により、一定の範囲の「有期契約労働者」も新たに育児・介護休業の対象と   

なります。申出時点において、次の①、②のいずれにも該当する労働者です。   

① 〈育児・介護休業共通〉 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である  

こと   

② 〈育児休業〉 子がl歳に達する日（誕生日の前日）を超えて引きつづき雇用される  

ことが見込まれること（子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約   
期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く）   

③ 〈介護休業〉 介護休業開始予定日から 93 日を経過する日（93 日経過日）を超えて  

引き続き雇用されることが見込まれること（93 日経過日から1年を経過する日まで   

に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかな者を除く）  

．‘†「TT■   



② 休暇日数の制限について1～4のうち1つを○で囲んでください。   

＜1－3を○で囲んだ場合、1年間に取得できる日数をお答えください。＞  

一・の労働者につき   

－・の子につき   2   

の他   3  

4   

6日～  
5日  

9日   
10日   11日～ 20日  21日′、   

2   3   4   5   

③ 子以外の家族についても看護休暇制度の対象としていますか。  

＜「1対象としている」を○で囲んだ鳩舎は．看護休暇制度の対象とす  

子以外で、看護休暇制度の対象としている家族   

その他の  対象 に  

配偶者  本人の  配偶者の  祖父母  兄弟姉妹   孫  
親  族  制限なし   

1   2   3   4   5   6   7   8   

対象と  

している  

対象とし  

ていない  

（4）育児・介護休業、子の看護休暇制度の対象労働者   

① 貴事業所では以下の労働者を休業・休暇制度の計象労働者としていますか。  

（それぞれ1又は2を○で囲んでください。）  

＼ －－、＿＿   育児休業制度  介護休業制度  子の看護休暇制度  

対象   対象外   粁象   計象外   対‾象   対象外   

日  

未  

月  

内  

て  

に  

内  2  

所定労働  

勤続1年  

勤続6ケ  

配偶者（  

常態とし  

1年以内  

93日以  

② 有期契約労働者について、育児・介護休業を取得することができる対象労働者の範囲を決めていますか。   

（注8）   

＜「決めている」を○で囲んだ場合、対象労働者の範囲をどのように決めていますか。それぞれ1～3のうちから1つ○で囲ん  

でください。＞  

育児休業制度  介護休業制度   

決めている   ロ    対象労働者の範囲を育児・介護休業法による要件と同じとしている。   

決めていない  2  ／／  より一部広くしている。   2   2  

／／  にかかわらず全ての   

有期契約労働者としている．っ   
3   3  

間3 育児・介護休業、子の看護休暇の取得中及び休業後の労働条件等の取扱い   
育児・介護休業及び子の看護休暇取得中の労働条件等についてどのような取扱いをしていますか。   

＜現在事業所に規定がなく、労働者からの申出により法にもとづき育児・介護休業等を取得させている事業所もお答えください。＞  

（1）育児・介護休業取得者に対する、休業中及び休業後の労働条件の明示の有無及び方法   

貴事業所では、育児・介護休業を申し出た労働者に対し、休業中の待遇や休業後の賃金、配置その他の労働  

条件についての具体的な取扱いを明示していますか。  

（それぞれ1～3のうちから1つ○で囲んでください。）  

育児休業  介護休業   

書面を交付   1   

口頭で伝達   2   2  

3   3  



（注9）「金銭」には、雇用保険により支給される育児・介護休業給付は含みません。介   

護休業については、事業主が労働者負担分の社会保険料相当額を負担する場合を含み   

ます。  

（注10）「原職相当職」とは、休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと、   

休業前と休業後の職務内容が異なっていないこと及び休業前と休業後で勤務する事業   
所が同一であることのいずれにも該当する場合をいいます。  

（注11）月給制の場合、「有給」とは子の看護のための休暇を取得した場合であっても   

賃金を差し引かない場合をいい、「無給」とは、休暇を取得した場合に取得日数分の   
日給を計算して賃金から差し引くことをいいます。また、「一部有給」とは子の看護   
のための休暇を取得した場合に取得日数分の日給を計算し、その一部を賃金から差し   

引くことをいいます。（※ 例えば5日間の制度を設けており、このうち2日間に限   
り有給、それ以外は無給としている場合には、一部有給と回答してください。）  

いニ   



（2）会社や共済会等から育児・介護休業中に支給される金銭の有無  

会社や共済会等から、休業中の労働者に対して金銭（注9）を支給していますか。   

（該当するもの全てを○で囲んでください。）  

所定  

所定  

毎月金銭の        所定   

支給あり  定額  

労働  

その   

一時金等の  一時   

支給あり   日数   

金銭の支給なし  

育児休業期間中  介護休業期間中   

定内給与額の60％以上を支給   

定内給与額の20％～60％未満を支給   2   2   

定内給与額の20％未満を支給   3   3   

額を支給   4   4   

働者‾負担分の社会保険料相当額を支給   5   

の他   5   6   

時金を支給   6   7  

数限定で有給とする   7  8  

8  9   

（3）育児・介護休業を取得した者の休業期間中の   

定期昇給の取扱い  

（それぞれ1～4のうちから1つ○で囲んでください。）  

（4）賞与の算定の際の休業期間の取扱い   

（それぞれ1～6のうちから1つ○で囲んでください。）  

育児休業  介護休業   

休業期間も休まなかったもの   
とみなして支給する  

休業期間も一定程度出勤したもの   
2   とみなして支給する  2  

賞与制  
度あり  支給する  3   3  

その他の取扱いを決めている   4   4  

賞与の算定の際の休業期間  
の取扱いは特に決めていない  5  5  

賞与の制度がない  6  6   

育児休業  介護休業   

糸  1   1  

2   2   

期  

糸  
3   3   

／  4   4   

定期昇給時期に昇  

復職後に昇給する  

休業期間中の定  

に復職後の定期昇  

定期昇給の制度が  

（5）退職金の算定の際の休業期間の取扱い  

（それぞれ1～6のうちから1つ○で囲んでください。）  

育児休業  介護イ木業   

わ続年数に算入する   

一定程度出勤したもの  
わ続年数に算入する   2   

2   

三く算入しない   3   3   

れ、を決めている   4   4   

；の際の休業期間  
≠に決めていない   5   

5  

6   6  

（6）復職後の職場・職種  

（それぞれ1～3のうちから1つ○で囲んでください。）  

育児休業  介護休業   

原則として原職又は原職相当職   
（注10）に復帰する   

本人の希望を考慮し会社が決定   
する   

2   2  

会社の人事管理等の都合に   
より決定する   3   3  

（7）育児・介護休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置   
貴事業所では、休業者に対する職業能力の維持、向上のための措置を講じていますか。  

（それぞれ「講じている」場合は、該当するもの全てを○で囲んでください。）  

休業中の情事臣提供（社内報、職場・仕事に関する情報）   1   1   

職場復帰のための講習   2   2   

その他   3   3  

4   4   

講じている  

講じていない  

（8）子の看護休暇を取得した時の賃金の取扱い（注11）  

有 給  一部有給  無 給   

1   2   3  



（注12）「出産者」とは、平成16年4月1日～平成17年3月31日の1年間に在籍中に   
出産（妊娠12週を超える分娩をいい、死産も含みます。）した者をいい、出産後10   

月1日までに退職した者を含みます。  

（注13）「利用期間」とは、子の月齢ではなく、実際に育児休業を利用した期間をいい、   

労働基準法の産前産後休業期間は含みません。  

小・ 
、 



問4育児休業制度の利用者の状況等  
＜現在事業所に規定がなく、労働者からの申  出により法にもとづき育児休業を取得させる場合についても、  お答えください。＞  

（1）出産者及び育児休業者の状況   

貴事業所での出産者（注12）数（男性は配偶者が出産した者の数）及び育児休業を開始した者の数をご記入く  
ださい。  

日から平成17年3月31日までの出産者数  女性  男性   
配偶者が出産した者の数）  人  人  

うち、有期契約労働者数  うち  人  うち  人   

うち平成17年10月1日までの問に育児休業を開始  

ニ                                          育児休業開始予定の申出をしている者を含む）  人  人  

うち、有期契約労働者数  うち  人  うち  人   

平成16年4月1  

（男性の場合は、  

上記出産者の  

した者の数（  

※ 同一労働者が同じ子について育児休業を複数回または延長して取得した場合は、1人として計上してください。   

（2）育児休業終了後の復職状況   

平成16年4月1日から平成17年3月31日までに復職予定だった者の復職状況はどうですか。  

＜1又は2のいずれかを○で囲み、1を○で囲んだ場合は、人数をご記入ください。＞  

あ り  女 性   男 性   な し  

復職した者   1 j 人   人   2   

退職した者   1 I 人   人   2   

＜「復職した者」が「2 なし」  

の場合は問5にお進みください。＞  

（3）育児休業の利用期間   

＜（2）の復職した者について、利用期間別（注13）に人数をご記入ください。＞  

1か月 未満  1か月～  3か月～  6か月～  8か月～  10 か月  12 か月  18 か月  24 か月  36か月 以上    3か月  6か月  8か月  10か月  一、一12 か  ′、、－18 か  ′、・ノ24 か  ′、36 か    未満  未満  未満  未満  月未満  月末満  月末浦  月未満   
女 性   

人   人   人   人   人   人   人   人   人   人   

男 性   
人   人   人   人   人   人   人   人   人   人   

（4）出産した女性の退職状況  

貴事業所で、平成16年4月1日から平成17年3月31日に出産し又は出産予定であった者のうち、「妊娠・   

出産」により退職（契約を更新しなかった場合を含む。）した者の人数をご記入ください。   

＜1又は2のいずれかを○で囲み、1を○で囲んだ場合は人数をご記入ください。＞  

な し  

うち常用労働者数  

うち有期契約労働者数  

と同じ）のうち出産後平成17年川  

と  人  人  
2  

′  

人  人  
り   

出産者（問4（1）  

月1日までの間  

出産予定者であ  

職した者  

問5 介護休業制度の利用者の状況   
現在事業所に規定がなく、労働者からの申出により法にもとづき介護休業を取得させる場合についても、お答   

えください。   
（1）介護休業者数  
平成16年4月1日～平成17年3月31日までに、介護休業を開始した者の人数をご記入ください。  

介護休業者   

女  性  

男  性  

※同一一労働者が期間内に2回利用した場合は2人として  

計上してください。ただし、同一労働者が期間を継続延  

長した場合は休業1回として計上してください。   

（2） 介護休業終了後の復職状況  

平成16年4月1日から平成17年3月31日までに復職予定だった者の復職状況はどうですか。  

＜（1）で介護休業を開始した者がいない場合でも、この期間前に休業を開始し期間内に終了した者がいればご記入ください。＞  

＜1又は2のいずれかを○で囲み、1を○で囲んだ場合は、人数をご記入ください。＞  

あ り  女 性   男 性   な し  ＜「  
合はl  

復職した者   田   
人   

2   

人  

退職した者   1 j 

2   

人   人  

復職した者」が「2 なし」の場  

問6にお進みください。   



（注14－1）「短時間勤務制度」とは、通常の所定労働時間より短い所定労働時間を設   

定することをいい、労働基準法に規定する育児時間は含みません。   

（注14－2）「育児に要する経費の援助措置」とは、労働者がベビーシッター等外部の  
業者によるサービス等を利用した場合にその経費の一部を事業主が負担したり、ある   

いは事業主がベビーシッター会社等育児に係るサービス会社と契約し、労働者の利用   

に供する制度等をいいます。   

（注14－3）育児休業を取得できる労働者の子の年齢を1歳以上としている事業所は「1  
制度あり」を選択してください。   

（注14－4）4歳など、3歳と小学校就学の間としている場合には「3」を、「小学校   
の就学の始期に達するまで」としている場合には「4」を選択してください。  

（注15）  

1．「労働日」とは、就業規則等により通常勤務する日をいいます。  

2．週単位あるいは月単位で短縮する時間を定めている場合は、1日平均の短縮時間と   

してお答えください。  

また、職種等により短縮する時間が異なる場合は、短縮する時間が最も長いものに   
ついてお答えください。  

fnを   



（3）介護休業の利用期間  

七草」が「あり」  の場合は利用期間別に人数をご記入くださし†。＞   

2週間～   1か月一）   3か月～   6か月へノ   

1週間未満  1週間～  1年未満   
1年以上  

人   人   人   人   人   人   人   

人   人   人   人   人   人   人   

問6 育児・介護休業取得者があった際の雇用管理  
＜この間は、  

（それぞれ該当するものを全て○で囲んでください。）  

育児休業   介護休業   

巨∴行わず、同じ部門の他の社員で対応した   1   

甜弓又は他の事業所から人員を異動させた   2   2  

レバイトなどを代替要員として雇用した   3  3  

4  4   

代替要員の補充を  

事業所内の他の吾  

派遣労働者やアノ  

問7 子の看護休暇取得者数  
平成17年10月1日時点で就学前までの子を持つ労働者数及び平成17年4月1日から平成17年9月30日ま   

での間に子の看護のための休暇を取得した者の利用期間別に人数をご記入ください。  

芦前までの子を   

つ労働者数   3日以下   4′、、一6日   7一－9日   10日以上   

人   人   人   人   人   

人   人   人   人   人   

2働養育を行う労働者lこ対する援助lこ関する事項   

問8 育児のための勤務時間短縮等の措置   

（1）制度の最長取得期間   

① ＜各制度がある場合は、最長で子が何歳になるまで利用できるかについて、rl～  6」のうち該当するもの1つを○で囲んでくだ   

さい。制度がない場合は「7」を○で囲んでください。＞  

制 度 あ り  
小学校  

′j、学校入  

＼  
こ∋歳こ  制   

達する まで   達する  度 な  
（注  

し  
14－4）  

4）  

帯  2   3   4   5   6   7   

ニ順できるフレック 十  
く．   

2   3   4   5   6   7   

字刻の繰上げ・繰下げ  口   2   3   4   5   6   7   

の  1   2   3   4   5   6   7   

児  
1   2   3   4   5  6  7   

する  
2   3   4   5   6   7   

子  
1   2   3   4   5   6   7   

短時間勤務  

スタイム  

所定外労働  

事業所内託  

育児に要  

1歳以上の  

（注14－3）  

くいずれも「7制度なし」の場合は、問9へお進みください。＞  

② 労働日1日に短縮する時間をお答えください（注15）。  

時間⊇  分  

③ 短時間勤務により短縮した時間分の賃金の取扱いはどうですか。  

l＝：二⊂‡コ：ニコ  

l、’   



（注16）「介護に要する経費の援助措置」とは、労働者がホームヘルパー等外部の業者   

によるサービス等を利用した場合にその経費の一部を事業主が負担したり、あるいは   

事業主が介護に係るサービス会社と契約し、労働者の利用に供する制度等をいいます。  

（注17）  

1．「労働日」とは、就業規則等により通常勤務する日をいいます。  

2．週単位あるいは月単位で短縮する時間を定めている場合は、1日平均の短縮時間と   

してお答えください。  

また、職種等により短縮する時間が異なる場合は、短縮する時間が最も長いものに   

ついてお答えください。  

fo2   



（2）制度の利用者数  

＜この間は、問4（2）で「「復職した者」が「1あり」の場合の男女労働者について、間8（1旧）で「1－6制度あり」に○をした制度に  

ついて平成17年10月1日までの間に利用を開始した者（開始予定の申し出をしてし  

性  別  女 性  

（※）   （※）  

人   人   

利  人   人   

刻  人   人   

免  人   人   

施  人   人   

経  人   人   

の  人   人  

人   人   

※ 同一労働者が期間内  
に2回利用した場合は  
1回として計上してく  
ださい。同一労働者が2  
つ以上の制度を利用し  
た場合には、それぞれに  
1人として計上してく   
ださい。  

短時間勤務制度  

育児の場合に  

始業・終業時  

所定外労働の  

事業所内託児  

育児に要する  

上記以外のそ  

利用なし  

3 働きながら家族の介護を行う労働者に対する援助の措置に関する事項   
問9 介護のための勤務時間短縮等の措置   

（1）制度の最長取得期間  

＜各制度がある場合は、最長でどれだけ利用できるかについて、「1～4」のうち該当するもの1つを○で囲んでください。制度  

がない場合は「！；」を○で囲んでください。＞  

制 度 あ り  

93日を  1年を  
制 度  

超え1年  超える  

93日    未満   1牢    期間  
な  
し  

2   4   5   

禾  
1   2   4   5   

刻  2   4   5   

経  2   4   5   

短時間勤務制度  

介護の場合に  

タイム制度  

始業・終業時  

介護に要する  

くいずれも「5制度なし」の場合は、間10へお進みください。＞  

制度あり」に○をした場合にお答えください。＞  ＜②③については、①の短時間勤務制度で「1～4   

② 労働日1日に短縮する時間をお答えください（注17）。  

時間；  

③ 短時間勤務により短縮した時間分の賃金の取扱いについてはどうですか。  

有 給  一一部有給  無 給  1  2  3   

（2）制度の利用者数   

＜この間は、間9（1）で「1～4制度あり」とした制度について、平成16年4月1  日から平成17年3月31日までの間に利用を開始  

した者（蘭姶予定の申し出をしている者を含む）の数をお答えください。＞  

女  性  男  性   

制  人   人   

に  人   人   

時  人   人   

る   人   人   

※  同一労働者が期間内に2回利用  

した場合は1回として計上してく   

ださい。  

同一労働者が2つ以上の制度を   

利用した場合には、それぞれに1   

人として計上してください。   

短時間勤務  

介護の場合  

始業・終業  

介護に要す   



（注18）「深夜業の制限の制度」とは、「育児・介護休業法」に規定する育児や家族の   

介護を行う労働者の請求により、その労働者に深夜業をさせない制度をいいます。  
ここでいう「深夜＿」とは午後10暗から午前5暗までをいいます。  

（注19）「配偶者出産休暇制度」とは、労働基準法に規定する年次有給休暇以外の休暇   

制度であって、配偶者の出産の際に、病院の入院・退院、出産等の付添い等のため   

に男性労働者に与えられる休暇をいいます。なお、慣行等で配偶者の出産時に休暇  
を認めている場合も「制度あり」としてお答えください。  

（注20）失効年次有給休暇を活用している場合には、年次有給休暇を有効期間内にすべ   

て消化し、失効年次有給休暇を有しない労働者に対する最低保障日数を置く等これ  
らの労働者が配偶者が出産した際に、病院の入院・退院、出産等の付添い等のため   
の休暇を取得できるよう担保する仕組みを設けていれば、制度ありとします。  

この場合、②の取得可能日数については、年次有給休暇を有効期間内にすべて消   
化し、失効年次有給休暇を有しない労働者に対する最低保障日数をお答えください。  
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（注21）月給制の場合、「有給」とは配偶者出産休暇を取得した場合であっても賃金を   

差し引かない場合をいい、「無給」とは、休暇を取得した場合に取得日数分の日給   
を計算して賃金から差し引くことをいいます。また、「一部有給」とは配偶者出産   
休暇を取得した場合に取得日数分の日給を計算し、その一部を賃金から差し引くこ  
とをいいます。（※ 例えば5日間の制度を設けており、このうち2日間に限り有   
給、それ以外は無給としている場合には、一部有給と回答してください。）  

－・一  



4働こ関する事項   
問10 時間外労働の制限の規定の有無等   

〔1）貴事業所に平成16年4月1日から平成17年3月31日までに時間外労働を行った労働者がいますか。  

＿霊；‾二；：；－・－∈∃→  ＜「2」を○で囲んだ場合は問11へお進みください。＞  

（2）貴事業所では育児や家族の介護を行う労働者のための時間外労働の制限の規定がありますか。「規定がある」とは、   

就業規則等により制度が明文化されている場合をいいます。  

育児を行う労働者  家族の介護を行う労働者   

規定あり   

規定なし   2   2   

＜育児を行う労働者について「1規定あ  

り」の場合は（3）へ、それ以外の場合は  

（3）（2）で育児を行う労働者についての時間外労働の制限の規定がある事業所にお伺いします。  

貴事業所の規定では、子が何歳になるまで時間外労働の制限を請求できますか－  
小学校入学～′ト学校低学年  小学車交4年生～小学校卒業   

期 まで  
小学校卒業以降も）利用可能  

（又は12歳）まで  

2   3   4   

小学校就学始  

5倒Iこ関する事項   
問11深夜労働の制限の規定の有無等   

（1）貴事業所に平成16年4月1日から平成17年3月31日までに深夜労働を行った労働者がいますか。  

所定内労働に深夜労働を含んでいる   

所定内労働に深夜労働を含んでいない   2  

3   →＜3を○で囲んだ犠合は、  間12  

（2）（1）で「深夜労働がある」と回答した事業所にお何いします。   

貴事業所では育児や家族の介護のための深夜業の制限の規定がありますか－「規定がある」とは、就業規則等によ   

り制度が明文化されている場合をいいます。  

（それぞれ1～2のうちいずれか1つを○で囲んでください。）  

育児のための   家族の介護のための   

＼   深夜業の制限   深夜業の制限   

1   

2   2   

規定あり  

規定なし  

6 配偶者出産休暇制度（注19）に関する事項   
配偶者の出産の際の男性労働者に対する休暇制度についてお伺いします。   

問12 配偶者出産休暇制度に関する事項   

（1）配偶者出産休暇制度の有無、内容等   

（○ 貴事業所では配偶者出産休暇制度がありますか。② 配偶者の出産1回につき、何日まで取得できますか。  

＜「1制度あり」の場合は  

②へお進みください。＞  

＜「2制度なし」の鳩舎、これで終了です。＞  

③ 休暇を取得した時の賃金の取扱いはどうですか。（注21：）  

有 給  一部有給  無 給  1  2  3   

（2）制度の利用者数  

＜問4（1）で、配陽吾が出産した男性がいた事業所にお伺いします（該当者がいない場合、これで終了です）。＞   

平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に、配偶者出産休暇制度を利用した者の数をご記入ください。  

＝人  
これで調査は終了です。お忙しいところ、調査にご協力いただきましてありがとうございました。   
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